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平成 16 年 2 月 5 日付け中央環境審議会意見具申 
「環境に配慮した事業活動の促進方策の在り方について」 

（ポイント） 
 
○ 環境報告書は、いわば事業者が社会や市場に対して開いた窓であり、

事業者と様々な利害関係者との間の重要なコミュニケーション手

段。各主体のパートナーシップによってこそ、環境に配慮した事業

活動がいっそう報われるものとなるものと期待される。そのために

は、環境報告書の取組の裾野を拡大するための制度的枠組みが必要。 
 
○ 制度的枠組みの構築に当たっては、民間の事業者については、環境

報告書の作成等を義務付けるのではなく、むしろ事業者の任意に委

ね、国の関与は最小限とすることにより事業者の自主性が最大限活

かされるようにすることが適当。 
 
○ 特に公的性格を有し、環境への配慮に不足があってはならない独立

行政法人等については、環境報告書の作成等を義務化することが適

当。 
 
○ また、事業者の環境配慮の取組の裾野を広げていくためには、社会

や市場の側においても、環境配慮への積極的な取組への高い評価を

具体的な行動へと反映させていくことが重要。このため、金融・資

本市場、消費者市場及びサプライチェーン市場のグリーン化を推進

することが必要。 
 
○ 施策の展開に当たっては、中小企業に対して過度の負担を課すもの

とならないよう配慮することが重要であり、簡易で実効性のある環

境配慮のツールの整備とその普及促進が必要。 
 
○ また、欧州等の取組に単に追随するのではなく、国際的な検討の場

に積極的に参加し、我が国の先進的な環境配慮の取組が国際的にも

正当に評価されるようにするとともに、世界に冠たる環境立国づく

りを進めることが重要。 



 
 
 
 
 
 

環境に配慮した事業活動の促進方策の在り方について 
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1. 検討の背景 
 

今日の環境問題は、地球温暖化、廃棄物・リサイクル問題、有害化

学物質問題等に見られるように、世界経済の発展や人口の増大により、

様々な形で環境の負荷受容能力が失われていく一方で、私たち一人一

人の日常生活や通常の事業活動から生じる環境負荷があまりにも大

きくなっていることに原因があって、生じている。このままでは環境

負荷がさらに増加し、現在の経済社会システムが、さらに厳しい環境

上の制約に突き当たるおそれが高くなっている。 

 

こうした環境問題の解決のためには、環境への負荷の少ない持続可

能な経済社会システムを構築すること、すなわち、環境を良くするこ

とが経済を発展させ、経済が活性化することによって環境が良くなっ

ていくような関係（環境と経済の好循環）を構築し、その中で根治的

な取組を進めていくことを基本理念とすべきである。この点に関して

は、小泉総理大臣から環境大臣に対し、「環境保護と経済成長を両立

させるという基本方針に沿って積極的に取り組むように」との指示が

なされている。 

 

環境と経済の好循環を実現する上では、事業者の自主的積極的な環

境配慮の取組が極めて重要である。 

経済活動の枢要な部分を占める事業活動に起因する環境負荷は大

きく、グローバル化によって事業者の活動領域が広がる中、事業活動

が環境に与える影響も地球規模で拡大している。一方、事業者は、環

境保全のための新たな技術の開発や、環境に配慮した製品設計の実施、

製品の流通方式における工夫などにより、製造の段階はもとより、消

費や廃棄の段階における環境負荷の低減にも寄与しうる立場である。 

 

こうした中で、環境報告書、環境ラベリング、環境パフォーマンス

評価、環境会計、ライフサイクル・アセスメント、環境マネジメント

システム、環境適合設計等に取り組む事業者が着実に増加しつつある。

これらはいずれも、事業活動における環境への負荷を把握・評価し、

場合によっては、事業組織の外にあるステークホルダーの理解と協力

も得つつ、その削減のための対策を推進・管理することにより環境配

慮の取組を進めようとする有効な手法である。 
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このような手法の重要性については、平成 12 年 12 月に策定された

環境基本計画にも、「社会経済の環境配慮のための仕組みの構築に向

けた取組」の中で、「情報的手法」及び「手続的手法」として位置づ

けられ、その開発と普及が盛り込まれている。また、政府の「規制改

革推進３か年計画（再改定）」（平成１５年３月閣議決定）においても、

環境報告書等の情報的手法を活用した自主的取組の推進が位置づけ

られている。 

 

環境に配慮した事業活動については、これまでもガイドラインの策

定等によりその推進が図られてきたところであるが、環境配慮への取

組を一層促進するための方策について検討を行うため、平成 15 年 9

月 24 日に中央環境審議会総合政策部会に「環境に配慮した事業活動

の促進に関する小委員会」が設置された。以下は、当小委員会におけ

る、環境に配慮した事業活動の促進方策についての検討結果をとりま

とめたものである。 

 

中央環境審議会総合政策部会では、「環境に配慮した事業活動の促

進に関する小委員会」からの報告を受けて検討を行った結果、所要の

修正の上、これを適切なものとして、了承した。 
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2. 環境に配慮した事業活動の現状  

 
（１）事業者の取組の進展 

 

今日の環境問題に的確に対応し、環境と経済が好循環する持続可能

な社会を構築していくためには、全ての主体による自主的積極的な取

組が重要である。事業者については、単に環境規制を遵守するための

対策を講じるだけではなく、自らの創意工夫により、環境負荷の削減

に取り組む重要性が増大している。例えば、本年６月にとりまとめら

れた「環境と経済活動に関する懇談会」報告書においても、事業者の

自主的積極的な環境配慮の取組の重要性が謳われている。 

 

我が国事業者の環境配慮の取組状況をみると、ISO14001 認証事業

所の増加など環境マネジメントシステムの導入の進展、環境会計の取

組の進展、環境報告書の作成・公表事業者の増大、環境パフォーマン

スの把握・評価の取組の進展、環境ラベルによる製品情報提供の進展、

製品に係るライフサイクル・アセスメントの実施、環境適合設計の実

施などを通じて、自主的積極的に環境配慮を事業活動に組み込む事業

者が増加しつつある。 

 

例えば、日本の ISO14001 の審査登録件数は、2003 年 11 月末現在

で 13,416 件（世界全体の約２割）にのぼっており、我が国の登録件

数が世界の国々の中で最も多くなっている。ただし、現在のところ、

ISO14001 は、事業者内部の環境マネジメントシステムに関する規格

であるため、環境パフォーマンス評価は直接の目的ではなく、また、

事業者外部の利害関係者に対する情報開示を要件とするものではな

い。 

 

このため、ISO14001 の取組と平行して、事業者が自らの環境配慮

の取組方針や取組状況等についてとりまとめて公表する環境報告書

の作成に取り組む事業者数も拡大しており、平成 14 年度で約 650 社

に達している。さらに、環境報告書の信頼性・比較可能性の向上の観

点から、第三者審査を受けている事業者の数は約 130 社にのぼる。こ

のように、環境報告書は、市場、消費者、投資家と事業者とを結ぶ重

要なツールとなっている。 
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また、環境面だけでなく、企業の社会的責任（CSR: Corporate Social 

Responsibility ）という、より幅広い取組の一環として環境配慮の

取組を自主的積極的に進めている事業者も増加しつつある。 

 

 

（２）事業者の環境情報に対する社会や市場からの要請の高まり 

 

事業者においても、環境への取組については、事業を制約する条件

としてこれを受けとめる認識から、業績を左右する重要な要素、さら

には今後の事業者の発展の鍵となる課題と捉えるようになってきて

いる。環境省が実施した「環境にやさしい企業行動調査」においても、

事業者の環境に関する考え方が、「企業の業績を左右する重要な要素」、

「企業の最も重要な戦略の一つ」へと変わりつつあることが示されて

いる。 

 

こうした中で事業者の環境情報に対する社会や市場からの要請も

高まってきている。 

 

金融・資本市場においては、近年の環境問題に対する消費者や投資

家の関心の高まりと事業者の自主的積極的な環境配慮への取組の進

展を受けて、積極的に環境配慮に取り組んでいる事業者を投資対象と

するエコファンドなどの社会的責任投資（SRI: Socially Responsible 

Investment）の取組が進展している。わが国においても 1999 年から

証券会社等がエコファンドの販売を開始し、その後ファンド数も増加

しつつあり、2003 年 12 月末時点での純資産額は約 850 億円となって

いるなど、その取組が拡大しつつある。 

 

消費者市場においては、行政機関や事業者によるグリーン購入が進

展している。一般の消費者について見ても、商品・サービスの購入と

事業者の環境上の評価との間の相関関係が高まりつつあるといった

結果が得られている。このように、消費者が商品・サービスを選択す

る際の要素として商品自体の環境性能のみならず、事業者自身の環境

配慮の取組状況も重要なものとなってきている。 
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事業者が他の事業者から原材料、部品等を調達する企業間市場（以

下「サプライチェーン市場」という。）においては、各事業者がグリ

ーン調達基準を策定する動きや業界でグリーン調達を実施するため

に行う事前調査を共通化する動きなどが広がっている。実際に、過半

数以上の事業者が、取引先の選定に当たって、ISO14001 の認証取得、

環境報告書の作成等の当該取引先の環境配慮の取組を考慮するよう

になってきているなど、取引先に対する環境配慮の要求が進展してき

ている。 

 

さらに、ＣＳＲの考え方の広まりに見られるように、事業者を評価

する視点は、「経済性」のみならず、「環境」や「社会性」も含めた総

合的な取組を求める方向へと確実に変化しつつある。この考え方は、

事業活動においては利潤を追求するのみではなく、マイノリティや弱

者、あるいは環境といった他者への思いやりなしには、社会の持続的

な発展はありえないとの認識に立つものと理解することができよう。 

 

このような社会や市場における環境配慮の要求に対応する形で、欧

米では環境面を含めたＣＳＲの観点から事業者を評価する動きが拡

大しており、民間の評価機関も数多く存在している。日本でも事業者

の情報提供の動きやアンケート調査などを基にしたランキングが登

場するなど、環境面からの外部評価の動きが徐々に拡大しつつある。 

 

（３）国際的な動向 

 

このような事業活動における環境配慮に向けた取組は国際的な潮

流となりつつあり、2002 年に開催されたＷＳＳＤ（ヨハネスブルグ

サミット）においても「持続可能でない生産消費形態の変更」という

事項が論点の一つに取り上げられたところである。 
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欧州など諸外国においても、環境マネジメントシステムの構築や環

境報告書の作成・公表を通じた環境配慮の取組が進展しており、さら

に、こうした取組を進めるため、様々な制度的枠組みの整備（ＥＵの

ＥＭＡＳ制度、環境報告書の策定・公表の義務づけ等）も進展してい

る。また、国際標準化機構（ＩＳＯ）やグローバル・リポーティング・

イニシアティブ（ＧＲＩ）等の国際的な民間団体等により、環境マネ

ジメントシステム、環境会計、環境報告書などの普及促進に向けた

様々な議論や取組が進行している。同様に、ＣＳＲについても、ＥＵ

においてＣＳＲに関する基本方針が策定されるなどの取組が進んで

いるほか、ＩＳＯ等においても議論が行われている。 
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3. 今後の課題  
 

（１）自主的積極的な環境配慮の取組の一層の推進と裾野の拡大 

 
我が国では、これまでも、各種のガイドラインの作成等を通じて、

環境配慮の基礎となる環境マネジメントシステム、環境会計や環境報

告書等に取り組む事業者の支援に努めてきたところである。 

 

 これまでにみてきたように、事業者における環境配慮の取組は近年

大きく進展しているが、事業者全体としてみれば、いまだ一部の意識

の高い事業者の取組にとどまっている憾みがある。今後、さらに幅広

い事業者を対象として、環境に配慮した事業活動の取組を一層広げて

いくためには、これまでの施策の延長線上の取組では不十分といえる。 

 

今後、事業者の環境配慮の取組の裾野を広げていくためには、事業

者の自主的積極的な取組が社会や市場の中で明らかにされるととも

に、そうした取組が様々な利害関係者により積極的に考慮され、具体

的な行動に反映されていくことが重要である。しかしながら、現状に

おいては、自主的積極的な環境配慮の取組を重要なものとして受け止

める意識は共通のものとなりつつあるものの、市場や社会における具

体的な場面において、そうした環境配慮の取組に対する考慮が様々な

利害関係者の実際の行動には必ずしも反映されていない状況にある。 

 

 すなわち、取引先、投資家、消費者、ＮＰＯ等の様々な利害関係者

が、事業者の環境配慮の取組を評価し、その評価に応じた行動をとる

ことにより、事業活動を環境配慮の方向に向かわせる役割が重要であ

るが、事業者の環境配慮の取組についての情報が不足しているため、

様々な利害関係者の側において事業者の環境配慮の取組状況を十分

に考慮することが難しい状況となっている。そして、このことが、事

業者による環境配慮の取組が十分には報われないことの原因となっ

ている。 
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こうした悪循環を断ち切るためには、市場、社会とのコミュニケー

ションツールである環境報告書の果たす役割が極めて重要であり、そ

の普及促進と信頼性の向上を図っていくことが強く望まれる。 

 

 このため、政府としては、これまでもガイドラインの作成や表彰制

度によって、環境報告書の普及促進を図ってきたところである。しか

し、環境報告書の位置づけや役割が不明確であることや、その作成の

意義や第三者審査のメリットが必ずしも明確でないなどのため、環境

報告書を策定・公表する事業者はいまだ一部にとどまっており、今後

さらなる裾野の拡大を図るためには、なお一層の努力が必要である。 

 
また、様々な利害関係者が、事業者の環境配慮への取組を積極的に

考慮しようとしても、事業者の環境情報については、例えば財務情報

のような場合と異なり、比較が容易で信頼できる環境情報が必ずしも

十分に市場や社会に提供されていない。このため、事業者の環境配慮

の取組状況を十分に考慮することが困難な状況にある。例えば、環境

面を重視する投資家等の利害関係者からは、事業者の環境配慮の取組

内容を把握するため、様々な調査票や質問票を相手先事業者に送付さ

れており、特にグローバル企業においては、これらの質問票への対応

のため膨大な事務作業に追われている事例が生じているなど、こうし

た状況は環境面を重視した経済活動を阻害しかねない要因ともなっ

ている。 

 
これらの市場における事業者の環境配慮の評価において、特に重要

な機能を果たすのが金融面、すなわち事業者に対するファイナンスの

局面である。しかしながら、我が国においては欧米諸国と比べると製

品市場のグリーン化は進んでいるが、特に金融・資本市場のグリーン

化が遅れている傾向にある。例えば、国内では証券アナリストによる

企業評価は多くの場合、財務情報のみに基づいて行われており、事業

者の環境面での取組に関するマスコミ等の報道が、株価に大きく影響

を及ぼす状況にはない。さらに SRI についても、我が国の純資産残高

は欧州の 80分の 1、北米の 1250 分の 1 とまだ小さく、融資に当たり

相手先事業者の環境面の状況について適切な考慮を行っている金融

機関もごく一部にすぎない。こうしたこととなる理由としては、財務

情報についての有価証券報告書のように、事業者の環境情報について

比較容易で信頼性の高い情報が社会や市場に対して必ずしも十分に

は提供されていないことなどがあげられる。 
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一方、消費者も、企業の社会的評価につながる重要な立場にあり、

消費者が事業者の環境への取組を適切に評価し、信頼関係を築いてい

くことは、環境と経済の好循環を実現するための要素の一つである。

このためには、事業者の環境への配慮に関する消費者への情報の提供

を一層充実させる一方で、消費者への啓発を進める必要がある。 

 

また、中小企業にとっては、ISO14001 等の環境マネジメントシス

テム、環境会計、環境報告書など専門分化した個別の環境配慮ツール

の活用は、人的、費用面等で負担が大きく、その取組は必ずしも容易

ではない。さらに、そうした取組が報われるような社会や市場におけ

る評価に結びつく仕組みがない。 

 

なお、環境に配慮した事業活動を促進していくためには、既存の制

度がむしろ制約要因とならないように配慮することも重要である。 
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（２）国際的な動きへの対応について 
 

諸外国の取組に目を向けた場合、ここ数年の環境に配慮した事業活

動への取組の潮流において、特にＥＵにおける取組は、各種の方針の

策定や加盟各国に対する勧告等を通じて実践的、戦略的、体系的に整

理された形で進展している。一方、我が国においても環境意識の高い

事業者は率先して環境問題に取組んできたが、ＥＵの RoHS 規制への

対応に見られるように、国としての対応は比較的受け身の場合が多く、

イニシアティブも不足していたために、我が国の事業者が個別に対応

を求められている状況にある。今後はこうした不利益を避けるために

も、国際社会に対する日本の対応の在り方を考えていくことが必要で

ある。 

 

その際には、海外での取組を十分に吟味しながら、我が国の対応が

グローバル企業にとって屋上屋を架すものとならないように配慮す

る一方、日本において発展してきた様々な取組が世界市場においても

正当に評価されるように働きかけることが必要である。例えば、環境

報告書について見ると、ＧＲＩガイドラインは環境配慮についての要

求事項が少ないが、日本の環境報告書ガイドラインは環境面の記載が

充実しており、こうした我が国の先進的取組は積極的に打ち出してい

くことが可能であり、また世界にとっても有益であろう。 
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4. 今後の対応の方向  
（１）環境配慮の取組促進に向けた基本的な考え方 

 

地球温暖化、廃棄物・リサイクル問題、有害化学物質の問題等の今

日の環境問題に的確に対処し、環境への負荷の少ない持続可能な社会

経済システムを構築していくためには、経済活動の大きな部分を占め

る事業者の役割が極めて重要である。 

 

このような環境問題への対応に当たっては、自らの活動の態様を最

もよく知り得る立場にある事業者自身が、自主的積極的に最も効率的

効果的な方法で環境負荷の削減を進めていくことにより、単に環境規

制を遵守するだけの取組にとどまらず、より一層高い成果を挙げてい

くことが基本であるとの考え方に立つべきである。 

 

このような取組の推進は、まさに事業者自らの意識の向上と自主的

な努力によって行われるべきものであり、これまでにも、積極的に環

境問題への対応を行ってきた事業者は、そこで培った技術や経験を活

かすことにより、事業の発展を自らのものとしてきた。行政の役割は、

こうした観点に立って民間の活力を積極的に活かし、事業者の創意工

夫による自主的積極的な取組を最大限促進するような枠組みを整備

することにある。また、その際には、各府省毎の個別の取組が相互に

競合する無駄を排し、関係府省一体となって取組が進んでいくような

枠組みとすることにより、効果的な施策展開が図られるように配慮す

ることが重要である。 

 
今までの環境行政は、事業者に一律・一括の義務を課すなど、いわ

ゆる規制的手法による対応が中心であり、こうした自主的積極的な取

組を促進するという枠組みの検討は十分になされてこなかった。しか

しながら、今日の環境問題に適切に対処していくためには、社会全体

の意識を高揚させる新たな施策の展開を進めることが必要である。こ

のような分野における環境行政の発想については、制度により義務を

課す方向へ進むのではなく、高い意欲で自主的取組を発展させること

で、高い環境目標を達成していくことを目指すという、歴史を画する

ような新たな知恵が求められているとも言える。 
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（２）自主的積極的な環境配慮の取組を広げていくための条件整備 
 

事業者の自主的積極的な環境配慮の取組を一部の意識の高い事業

者以外に広げていくためには、環境配慮の取組が、金融・資本市場、

消費者市場、サプライチェーン市場、労働市場の中で適切に評価され

るような条件整備を図ることが重要である。こうした観点からは、環

境配慮の取組状況を市場に広く開示する有力な手法である環境報告

書について、その信頼性・比較容易性の向上を図るとともに、環境報

告書の取組の裾野の拡大を推進するための制度的枠組みが必要であ

る。この点については、前述の「規制改革推進３か年計画（再改定）」

においても指摘されているところであり、速やかに対応することが適

当である。 

 
こうした制度的枠組みの構築に当たっては、環境配慮の取組が形式

的なものとならないようにすることが重要であり、環境報告書の作成

や審査（自己審査又は第三者審査）を法律で民間事業者に義務付ける

のではなく、むしろ事業者の任意に委ね、国の関与は最小限とするこ

とにより事業者の自主性が最大限活かされるようにすることが適当

である。 

 

具体的には、様々な利害関係者の意見を聴いて、環境報告書が最低

限満たすべき基本的枠組みについて、一般に公正妥当と認められる項

目あるいは基準を位置づけること、そして、環境報告書の信頼性を確

保するための自己審査又は第三者審査の仕組みを明確化し、併せて環

境報告書の収集・整理・公表の仕組みを整えることが適当である。こ

うした制度的枠組みを整えることにより、環境報告書を通じて、投資

や融資、商品の購入、原材料等の調達の様々な場面で、事業者の環境

情報が積極的に考慮され、環境配慮の取組が高く評価される機会が増

えるとともに、事業者の競争力の強化にもつながることとなり、環境

に配慮した事業活動が市場や社会全体より支援され、その普及促進に

拍車がかかるものと期待される。 

 
また、事業者のうち、特に公的性格を有し、環境への配慮に不足す

ることがあってはならない独立行政法人等については、環境報告書を

公表すべきこととすることが考えられる。 
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近年、環境面のみならず社会的側面も含めた「持続可能性報告書」

や「ＣＳＲ報告書」等を作成する事業者が増えている。このため制度

的枠組みの構築に当たっては、こうした先進的な取組に対する意識を

損なわず、むしろ両立する仕組みとすることが必要である。 

しかし、我が国においてはその置かれた状況から、このような報告

書においても、環境面での取組が主要な柱となっており、我が国事業

者の環境面の取組は国際的にみても進んだものとなっている。今後は、

こうした持続可能性報告書等の普及状況及び我が国の環境面の取組

状況を踏まえて、ＣＳＲの促進方策についても併せて検討を進めてい

くべきである。 
 
この他、環境報告書による事業者の環境情報と同様に重要なものに、

製品の環境情報があり、消費者や取引先がグリーン購入・調達を実践

する上で欠かせないものとなっている。 

製品の環境情報に関するコミュニケーション手法としては、各種の

環境ラベル等が重要な役割を果たすものとなっており、その普及と信

頼性の確保のための方策についても、併せて取組を進めていくべきで

ある。 

 
一方で、社会や市場の側においては、環境配慮への積極的な取組へ

の高い評価を具体的な行動へと反映させていくことが重要である。取

引先、投資家、消費者、ＮＰＯ等の利害関係者が、事業者の環境配慮

の取組を評価し、その評価に応じた行動をすることにより、事業活動

を環境配慮の方向に向かわせる役割は大きいと言える。今後は、事業

者の環境配慮の取組の裾野を広げていくため、取引先、投資家、消費

者等の利害関係者が、事業者の自主的積極的な環境配慮の取組を高く

評価し、その評価に応じた行動をとることが重要である。こうした観

点から、国としても、資本市場、消費者市場及びサプライチェーン市

場のそれぞれのグリーン化を推し進め、市場メカニズムを活用しなが

ら、環境に配慮した事業活動を促進するための施策を行っていくこと

が必要である。 
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具体的には、金融・資本市場のグリーン化に関しては、各金融機関

が環境配慮のポリシーを表明するなど、国連環境計画ファイナンス・

イニシアティブなどで提唱されている環境に配慮した金融の考え方

が多くの金融機関に浸透するような働きかけが重要である。国として

も、金融界との積極的な政策対話を進めるとともに、各種のガイドラ

インの策定等を通じて、投資、融資等の場面で、相手先事業者の環境

情報が積極的に考慮されることを促進することが必要である。この点

で、事業者の環境配慮状況をスクリーニング評価して融資条件を決定

するという新たな融資制度を、日本政策投資銀行が設けることとした

ことは意義深いものと考えられる。 

一方、証券業界においては、企業の評価にあたり財務情報に加えて、

環境情報の積極的な活用が期待されるところであり、企業評価に当た

る証券アナリスト等の環境への関心を高めるための普及啓発等を進

めることが必要である。 
 
消費者市場のグリーン化に関しては、実際に環境報告書を見たこと

がない消費者が多く存在することを踏まえ、環境コミュニケーション

ツールとしての環境報告書の重要性が広く消費者に認知され、活用さ

れるよう、環境報告書の収集・整理・公表を幅広く進めるとともに、

環境報告書の内容を的確かつ公正に評価し消費者等に分かり易く伝

える「インタープリター」の役割が重要である。また、消費者団体や

ＮＰＯ等が、事業者の優れた取組に対して、評価、支持する旨を表明

するようなことも有効であろう。 
 
また、サプライチェーン市場のグリーン化については、個別の事業

者ごとの取組に加えて、業界団体による共通のグリーン調達基準の策

定などを通じて、取引先事業者の環境配慮の取組状況を積極的に考慮

する動きが広がりを見せつつあることを踏まえ、今後、こうした取組

が一層進むよう、国としても技術的助言や支援を進めることが求めら

れる。 

 
さらに、国や地方公共団体においても、物品等のグリーン購入や、

融資、補助等といった様々な場面において、対象事業者の環境配慮の

取組状況を積極的に考慮することが望ましい。 
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なお、今日の環境問題の解決のためには、大企業のみならず、事業

者数の大多数を占める中小企業についても自主的積極的な環境配慮

の取組の裾野を広げていくことが重要である。一方、中小企業に対し、

現在大企業が行っているのと同様の環境報告書の作成等を求めるこ

とには無理があることから、中小企業に即した簡易で実効が上がる環

境配慮のツールの整備とその普及促進が必要である。 

 

例えば、中小企業においても容易に取り組むことができるように、

環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告を

一つに統合した「環境活動評価プログラム」（エコアクション２１）

の普及促進や、地方公共団体や民間団体による中小企業向けの独自の

取組との連携強化が必要である。 

 
また、環境に配慮した事業活動の促進の妨げとなっている既存の各

種制度がないかどうかについても、環境政策の各分野において関係者

の意見を幅広く聴いて洗い出しを行い、その継続的な見直しと改善を

行っていくべきである。 

 

（３）環境配慮の国際的な取組の推進 

 

我が国として世界に冠たる環境立国を構築していくためには、単な

る欧米追随ではなく、他国に先んじて総合的、戦略的に取組を進め、

各国の取組を先導していくことが重要である。 

 

例えば、環境に配慮した事業活動の促進という地球規模の課題に対

しては、各国・各地域が個別に対応するのではなく、国際的な整合性

の確保に留意することが重要である。現在、環境会計、環境報告書な

どの様々な分野で取組の世界的な標準化の試みが行われているが、我

が国としては、こうしたグローバルな仕組みを構築していくために積

極的な役割を果たしていくべきである。 

 
また、我が国では、ISO14001、環境会計、環境報告書などの環境配

慮ツールについて、様々な先進的な取組が進展している。したがって、

グローバル・スタンダードの構築に当たっては、欧州等の取組に単に

追随するのではなく、国際的な検討の場に積極的に参加し、協力して

いくことにより、このような我が国での先進的な環境配慮への取組を

進め、国際的にも正当に評価されるようにするとともに、我が国の取

組と欧州等の取組との調和が図られるようにしていくことが適当で

ある。
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5. おわりに  

 
環境へのこれからの対応としては、経済活動の主要な部分を占める

事業者の自主的積極的な環境配慮の取組が大きな役割を果たすもの

となっている。  
 
こうした中で、近年、環境に配慮した事業活動が広がりを見せると

ともに、社会や市場の側においても、財務面のみならず環境面で事業

活動を積極的に評価する動きが拡大しつつある。本報告書においては、

こうした取組を一層加速化させ、報われるものとすることにより、環

境と経済の好循環の実現を図ることとし、そのための方策として、事

業者の環境情報を様々な利害関係者に提供する有力なツールである

環境報告書の普及促進と信頼性の向上のための方策と、様々な利害関

係者が事業者の環境配慮の取組を積極的に評価し具体的な行動につ

なげていく市場のグリーン化を促進するための方策について提言す

ることとした。 

 
これらの方策を実施するに当たっては、事業者の自主性を最大限尊

重するとともに、事業者の自主的な取組の実施状況をフォローし、そ

の成果を積極的に公表することが重要である。さらに、ＩＳＯ、ＯＥＣＤ

等における議論にも積極的に参加できるような体制を整え、国際的な

整合性にも留意しつつ、施策を展開していくことが求められる。 

 
今後、この報告書の内容について関係者への周知徹底を図るととも

に、本報告書に盛り込まれた基本的な方向性に沿って、関係府省や

様々な利害関係者が一体となった取組が早急に実施に移されること

が強く望まれる。このことにより、積極的に環境に配慮した事業活動

が様々な利害関係者から高く評価され発展していくという「環境と経

済の好循環」の実現が図られ、世界に冠たる環境立国創りが進むこと

を期待したい。 
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中央環境審議会総合政策部会検討経緯 
 
平成 15 年 

9 月 24 日 

 

第１４回 中央環境審議会総合政策部会 

・ 「環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会」の設置について 

・ その他 

11 月 17 日 

 

 

第１回 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 

・ 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会の運営について 

・ 環境に配慮した事業活動の現状と課題について 

・ 小委員会の今後の検討スケジュール等について 

・ その他 

12 月 2 日 

 

 

第２回 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 

・ 有識者からのヒアリング 

・ 環境報告書ガイドライン改訂検討会等における検討状況について（報告） 

・ 環境に配慮した事業活動の促進に関する議論のポイントについて 

・ その他 

12 月 24 日 

 

 

第３回 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 

・ 環境に配慮した事業活動の促進方策について 

・ その他 

平成 16 年 

1 月 16 日 

 

 

 

第４回 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 

・ 環境に配慮した事業活動の促進方策について 

・ その他 

2 月 5 日 第１７回 中央環境審議会総合政策部会 

・ 環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会検討結果について 

・ その他 
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の
増
大

○
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
、
国
民
の
環
境
保
全

意
識
が
高
ま
り
、
企
業
の

　
社
会
的
役
割
に
も
変
化

「
国
民
生
活
モ
ニ
タ
ー
調
査
」
（
内
閣
府
、
平
成
１
３

年
９
月
実
施
）
に
よ
れ
ば
、

　
・
企
業
の
社
会
的
役
割
と
し
て
、
約
３
分
の
２
の
回

答
者
が
「
環
境
保
護
」
を
指
摘

　
・
今
後
企
業
が
社
会
的
信
用
を
得
る
た
め
に
さ
ら
に

力
を
入
れ
る
べ
き
も
の
と
し

　
　
て
、
回
答
者
の
約
７
割
が
「
環
境
保
護
」
を
指
摘

。

環
境
保
全
意
識
の
高
ま

り

規
制

遵
守

の
た

め
の

対
策

に
と

ど
ま

ら
ず

さ
ら

な
る

自
主

的
積

極
的

な
環

境
配

慮
の

取
組

へ

社
会

か
ら

の
要

請
の

深
化

今
日

の
環

境
問

題
の

態
様

を
考

え
れ

ば
、

単
に

環
境

規
制

を
遵

守
す

る
た

め
の

対
策

を
講

じ
る

だ
け

で
は

な
く
、

自
ら

の
企

業
戦

略
の

中
核

に
環

境
配

慮
を

位
置

付
け

、
事

業
者

が
自

ら
の

創
意

工
夫

に
よ

り
、

環
境

負
荷

の
削

減
に

取
り

組
む

重
要

性
が

高
ま

っ
て

い
る

。
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①
 
環
境
制
約
の
高
ま
り

 

   
主
要
な
鉱
物
資
源
の
残
余
年
数
は

30
～

40
年
程
度
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
に
つ
い
て
も
石
油
が

40
年
、
天
然
ガ
ス
が

60
年
程
度
で
枯
渇
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
資
源
の
確
認
埋
蔵
量
は
、
技
術
進
歩
や
新
た
な
鉱
山
や
油
田
の
発
見
に
よ
っ
て
増
大
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
他
方
、
今
後
の
消
費
ペ
ー
ス
の
伸
び
を
考

え
れ
ば
、
地
球
上
の
資
源
の
絶
対
量
が
確
実
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

 
    

 

環
境
制
約
Ⅰ
 
資
源
の
有
限
性

 

 
 

ア フ リ カ  

中  東  

ア ジ ア  

開 発 途 上 国 全 体  

日  本  

Ｅ  Ｕ  

米  国  

先 進 国 全 体  

 

オ
セ
ア
ニ
ア

 
 北

ア
メ
リ
カ

 
 中

南
米

 
 ヨ

ー
ロ
ッ
パ

 
 ア

ジ
ア

 
 ア

フ
リ
カ
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○
地
球
温
暖
化
に
よ
る
影
響

 
 

IP
C

C
が

20
01

年
（
平
成

13
年
）
に
発
表
し
た
第
３
次
評
価
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

19
90

年
か
ら

21
00

年
ま
で
の
間
に
地
球
全
体
の
平
均
気
温
は

1.
4～

5.
8
度
上
昇
す
る
と
と
も
に
、
海
面
水
位
が

9～
88

cm
上
昇
す
る
と
予
測
し
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
気
候
変
動
に
よ
り
、
水
不
足
や
洪
水
の
発
生
の
増
加
、
穀
物
生
産
の
不
安
定
化
、
多
岐

に
わ
た
る
健
康
影
響
等
、
人
々
の
生
活
や
生
産
基
盤
に
深

刻
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
。

 
                

 

環
境
制
約
Ⅱ
 
高
ま
る
環
境
負
荷
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②
 
事
業
活
動
と
環
境
と
の

関
わ
り
の
増
大

 

  

                      

地
球

環
境

社
会

土
地

利
用

⑦
廃

棄

⑧
最

終
処

分

ス
ト

ッ
ク

汚
染

事 業 活 動

再
生

資
源

、
再

生
部

品

取
引

先
顧

客

②
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

使
用

済
み

製
品

の
回

収

⑥
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

社
会

貢
献

安
全

・
健

康

ﾊ
ﾟｰ

ﾄﾅ
ｰ

ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ

④
温

室
効

果
ガ

ス

廃
棄

①
エ

ネ
ル

ギ
ー

、

②
資

源
、

③
水

⑤
化

学
物

質

⑨
排

水

Ｃ
Ｏ

２

使
用

時
使

用
時

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

再
生

資
源

、
再

生
部

品

②
資

源

（
再

生
資

源
、

再
生

部
品

）

⑥
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

売
上

高
生

産
高

従
業

員
、

等

コ
ア

セ
ッ

ト
物

質
循

環
、

環
境

効
率

を
念

頭
に

置
き

、
環

境
負

荷
の

最
適

化
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

し
て

い
く
べ

き
領

域

物
質

循
環

を
念

頭
に

置
き

、
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
を

含
め

た
環

境
負

荷
の

最
適

化
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

し
て

い
く
べ

き
領

域

天
然

資
源

の
採

取

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

供 給 業 者

地
球

環
境

社
会

土
地

利
用

⑦
廃

棄

⑧
最

終
処

分

ス
ト

ッ
ク

汚
染

事 業 活 動

再
生

資
源

、
再

生
部

品

取
引

先
顧

客

②
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

使
用

済
み

製
品

の
回

収

⑥
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

社
会

貢
献

安
全

・
健

康

ﾊ
ﾟｰ

ﾄﾅ
ｰ

ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ

④
温

室
効

果
ガ

ス

廃
棄

①
エ

ネ
ル

ギ
ー

、

②
資

源
、

③
水

⑤
化

学
物

質

⑨
排

水

Ｃ
Ｏ

２

使
用

時
Ｃ

Ｏ
２

使
用

時
Ｃ

Ｏ
２

使
用

時
使

用
時

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

使
用

時

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

使
用

時

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

再
生

資
源

、
再

生
部

品

②
資

源

（
再

生
資

源
、

再
生

部
品

）

⑥
製

品
、

商
品

、
サ

ー
ビ

ス

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

売
上

高
生

産
高

従
業

員
、

等

コ
ア

セ
ッ

ト
物

質
循

環
、

環
境

効
率

を
念

頭
に

置
き

、
環

境
負

荷
の

最
適

化
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

し
て

い
く
べ

き
領

域

物
質

循
環

を
念

頭
に

置
き

、
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
を

含
め

た
環

境
負

荷
の

最
適

化
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

し
て

い
く
べ

き
領

域

天
然

資
源

の
採

取

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

資
源

、
水

供 給 業 者供 給 業 者

出
典

：
環

境
省

 
事

業
者

の
た

め
の

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
－

20
02

年
度
版

―
 

事
業
活
動
と
物
質
循
環
と
の
関
わ
り
（
概

念
モ
デ
ル
）
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③
 
環
境
保
全
意
識
の
高
ま

り
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（
2）

環
境

面
も
含
め
た
総
合

的
な
取
組
へ

 

 

企
業
価
値
を

評
価
す
る
視
点
は
、
「
経
済
性
」
の
み
な
ら

ず
、
「
環
境

」
や
「
社
会
性
」
も
含
め
た
総
合
的
な
企
業

価
値
を
評
価

す
る
方
向
へ
と
確
実
に
変
化

背
　

景

○
「
持

続
可

能
な

開
発

」
と

は
、

「
将

来
の

世
代

の
要

求
を

満
た

し
つ

つ
、

　
現

在
の

世
代

の
要

求
も

満
足

さ
せ

る
開

発
」
（
次

世
代

間
と

の
公

平
性

）
○

当
初

は
、

環
境

と
経

済
発

展
の

両
立

を
主

な
視

野
に

入
れ

た
概

念

○
近

年
で

は
、

単
に

環
境

の
み

な
ら

ず
、

社
会

的
側

面
に

も
範

囲
が

拡
大

○
さ

ら
に

、
同

じ
社

会
的

側
面

の
中

で
も

途
上

国
の

貧
困

問
題

や
人

種
　

差
別

と
い

っ
た

問
題

に
加

え
、

先
進

諸
国

も
含

め
た

社
会

の
公

正
、

弱
　

者
へ

の
配

慮
と

い
っ

た
人

々
の

生
活

の
質

に
ま

で
範

囲
が

拡
大

（
同

世
　

代
間

の
公

平
性

）

「
持

続
可

能
な

開
発

」
の

概
念

の
広

が
り

○
企

業
自

身
の

「
持

続
可

能
性

」
に

つ
い

て
も

、
環

境
や

社
会

的
側

　
面

の
重

視
が

必
要

で
あ

る
と

の
認

識
が

広
が

り
、

「
企

業
の

社
会

　
的

責
任

」
（
C

S
R

: 
C

o
rp

o
ra

te
 S

o
c
ia

l 
R

e
sp

o
n
si

b
ili
ty

)の
考

え
方

　
が

登
場

○
「
企

業
の

社
会

的
責

任
」
(C

S
R

)と
は

企
業

　
の

持
続

的
発

展
の

た
め

に
は

経
済

面
　

の
結

果
に

加
え

、
環

境
面

の
結

果
、

社
　

会
面

の
結

果
を

総
合

的
に

高
め

て
い

く
　

必
要

が
あ

る
と

の
考

え
方

「
企

業
の

社
会

的
責

任
」
の

考
え

方
の

登
場

経
済

環
境

社
会

環
境

面
も

含
め

た
総

合
的

な
取

組
の

期
待

へ

○
I
S
O
（
国
際
標
準
化

機
構
）
で
は

C
S
R
の
規
格
化

の
是
非
に
つ

い
て
検
討
中

○
欧
州

連
合
（
E
U
:
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
）
が
、
C
S
R
の
推
進
に
向
け

た
総
合
的
な

戦
略
を
発

表
（

2
0
0
2
年

7
月

）
○
日
本

に
お
い
て
も

、
環
境
保
全

を
含
め
た
幅

広
い
企
業
の
社

会
的
責
任
と

い
う
観
点
か

ら
、

経
済

同
友

会
が

「
企

業
評

価
基

準
」

を
提

唱
（

2
0
0
3
年

3
月

）

関
連
す

る
最
近
の
動

き

企
業

自
身

の
持

続
可

能
性

た
だ

し
、

社
会

性
の

側
面

に
つ

い
て

は
・
・
・

○
欧

米
に

お
い

て
も

、
多

様
な

哲
学

、
価

値
観

に
よ

っ
て

Ｃ
Ｓ

Ｒ
が

推
進

さ
れ

て
お

り
、

意
見

の
幅

も
大

き
い

○
ま

た
、

現
在

様
々

な
場

で
提

唱
さ

れ
て

い
る

Ｃ
Ｓ

Ｒ
の

企
業

評
価

基
準

に
は

、
日

本
の

価
値

観
か

ら
考

え
て

な
じ

ま
な

い
項

目
も

数
多

く
存

在
し

、
違

和
感

を
覚

え
る

企
業

が
多

い
と

の
指

摘
も

あ
る

。
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①
 
企
業
の
社
会
的
責
任
（

C
SR

）
に
関
す
る
考

え
方
の
展
開

 

 

C
SR

の
環
境
面
の
イ
メ
ー
ジ

 

「
社
会
」

「
経
済
」

「
環
境
」

○
循
環
型

社
会
へ
の
取
組

　
　
・
循

環
関
連
法
を
踏
ま
え
た
取
組
の
進
展

○
環
境
経
営
の
推
進
：
経
営
活
動
の
グ
リ
ー
ン
化

　
　
・
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

　
　
・
環
境
情
報
の
公
開

　
　
・
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開

○
生
産
活
動
で
の
配
慮

　
　
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
対
策
の
推
進

○
公

害
規
制
へ
の
対
応

環
境
問
題
の
推
移

Ｃ Ｓ Ｒ へ の 対 応 評
価
の
視
点

　
○
個
別
問
題
へ
の
企
業
の
取
組
　
　
　
　
　
　
○
経
済
・
社
会
・
環
境
面
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
な
取
組
に
対

す
る
評
価

（
社
会
）

・
誠
実
な
顧
客
対
応

・
労
働
環
境
、
家
族
へ
の
配
慮

・
社
会
貢
献
活
動

・
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の

　
 
良
好
な
関
係
を
構
築
　
　
な
ど

「
環

境
」

「
社

会
」

「
経

済
」
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C
SR

の
進
展

 

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

 

企
業

の
グ

リ
ー

ン
化

等

へ
の
期
待

 
企
業
の
評
価

 

持
続

可
能

性
報

告
書
等
の
公
表

 

C
SR

が
産
業
界
へ
及
ぼ
す
影
響

 

産
業
界
の
反
応

 
企
業
自
体
の
み
な
ら
ず
、
サ
プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
で

の
取

組
が

企
業

の
評

価
を

決
定

す
る

と
の

認
識

の
定
着
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市
場
の
反
応

 
・
不
公
正
企
業
の
市
場
か
ら
の
淘
汰

 
 ・
社
会
的
責
任
投
資
（

SR
I）

の
拡
大

 



 
－

 3
5 
－

 

  
               

 
 

 
リ
オ
サ
ミ
ッ
ト
 
 
 

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
サ
ミ
ッ
ト

 

持
続
可
能
な
開
発

 

将
来

の
世

代
の
要

求
を

満
た

し
つ
つ

、
現
在

の
世

代
の
要
求
も
満
足
さ
せ
る
開
発

 

持
続
可
能
性

概
念
の
拡
大

 

環
境
／
生
態
系
：
環
境
の
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン

 
経
済
活
動
：
経
済
の
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン

 
社
会
事
象
：
社
会
の
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン

 

環
境

と
経

済

開
発
の
両
立

 
＋

 
社
会
的
側
面
へ
の
拡
大

 
途
上
国
の
貧
困
、
人
種
差

別
問

題
→

先
進

国
を

含

め
た
生
活
の
質

 

企
業

活
動

へ
の
展
開

 

企
業
の

持
続
可
能
な
発
展

 

企
業
活
動
の
存
立
基
盤
で
あ
る
環
境
／
経
済
／
社
会

の
総
合
的
発
展
が
必
要

 

ト
リ
プ
ル
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン

 

企
業

の
社

会
的

責
任
（

C
SR

）
 

社
会

 
経

済
 環

境
 

持
続
可
能
性
と
ト
リ
プ
ル
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
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－
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6 
－

 

②
 
企
業
の
社
会
的
責
任
の

推
進
に
関
す
る
仕
組

み
の
展
開

 

  
 

海
外
事
業
活
動
関
連
協
議
会
資
料

 
（

20
03

年
1
月

14
日
）
を
も
と
に
作
成

 

企
業
の
社
会
的
責
任
（

C
SR

）
に
関
す
る
国
際
基
準
・
規
格
の
動
向

 

第
1
章

1.
（

2）
 



 
－

 3
7 
－

 

  
IS

O
で

は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（

C
SR

）
に
関
す
る
規
格
化
に
つ
い
て

IS
O

で
の
検
討
の
是
非
を
含
め
て
、
検
討
を
進
め
て
い
る
。

 
IS

O
/C

O
PO

LC
O

 
消

費
者

政
策

委
員

会
 

（
20

01
年

4
月

）
 

IS
O

理
事

会
か

ら
の

要
請

（
IS

O
理

事
会

決
議

18
/2

00
1）

を
受

け
、

企
業

の
社

会
的

責
任

、
説

明
責

任
、

管
理

実
施

策
に

基
準

を
設

け
る

た
め

に
国

際
規

格
の

実
行

可
能

性

と
必

要
性

を
調

査
・
検

討
す

る
こ

と
と

な
っ

た
 

C
O

PO
LC

O
メ

ン
バ

ー
と

非
メ

ン
バ

ー
の

意
見

交
換

を
す

る
た

め
、

「
企

業
の

社
会

的
責

任
規

格
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

フ
ォ

ー
ラ

ム
」
が

C
O

PO
LC

O
優

先
課

題
グ

ル
ー

プ
の

ひ
と

つ
で

あ
る

消
費

者
保

護
W

G
に

任
さ

れ
た

 
消

費
者

保
護

W
G

 
（

20
02

年
5
月

）
 

検
討

の
結

果
、

「
企

業
の

社
会

的
責

任
に

関
す

る
IS

O
規

格
の

デ
ザ

イ
ア

ビ
リ

テ
ィ

及
び

フ
ィ

ー
ジ

ビ
リ

テ
ィ

報
告

書
」
を

作
成

し
、

C
O

PO
LC

O
へ

提
出

し
た

。
 

C
O

PO
LC

O
 

（
20

02
年

5
月

）
 

（
C

O
PO

LC
O

決
議

20
/2

00
2）

 
・
（
消

費
者

保
護

W
G

の
報

告
書

の
提

出
に

よ
り

、
）
IS

O
理

事
会

に
対

し
C

SR
規

格
の

新
規

作
業

を
提

案
 

理
事

会
 

（
20

02
年

9
月

）
 

（
IS

O
理

事
会

決
議

29
/2

00
2）

 
・
TM

B(
技

術
管

理
評

議
会

)の
も

と
に

ハ
イ

レ
ベ

ル
・
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

・
グ

ル
ー

プ
（
以

下
H

LA
G

）
を

設
置

す
る

こ
と

 
・
C

O
PO

LC
O

の
C

SR
報

告
書

を
参

考
に

規
格

化
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
 

・
そ

の
結

果
を

20
03

年
3

月
に

理
事

会
へ

報
告

す
る

こ
と

 
H

LA
G

 
（

20
03

年
3
月

）
 

以
下

の
よ

う
な

内
容

の
勧

告
を

作
成

 
・
IS

O
は

、
技

術
報

告
書

(T
ec

hn
ic

al
 R

ep
or

t)を
20

03
年

ま
で

に
開

発
す

る
 

・
H

LA
G

は
、

が
技

術
報

告
書

が
開

発
さ

れ
た

後
に

、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

第
三

者
認

証
で

は
な

く
自

己
適

合
宣

言
を

対
象

と
す

る
か

ど
う

か
検

討
す

る
た

め
の

資
料

を
作

成
す

る
 

・
TM

B
は

、
そ

の
正

当
化

作
業

を
行

う
 

・
IS

O
は

、
IS

O
規

格
類

が
多

く
に

受
け

入
れ

ら
れ

る
よ

う
に

、
当

該
プ

ロ
セ

ス
を

レ
ビ

ュ
ー

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

※
勧

告
が

出
た

後
も

検
討

を
継

続
し

て
行

っ
て

い
る

が
、

C
SR

が
多

く
の

分
野

を
含

む
た

め
、

20
03

年
ま

で
の

TR
の

作
成

は
出

来
な

か
っ

た
。

 
IS

O
/T

C
20

7 
（

20
03

年
6
月

）
 

企
業

の
社

会
的

責
任

(C
SR

)に
関

す
る

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
(T

F)
 

IS
O

/T
C

 
20

7
は

、
C

SR
TF

 I
SO

/T
C

20
7 

N
62

4 
R

1
か

ら
報

告
書

を
受

け
取

り
、

C
SR

 T
F 

は
、

C
SR

に
関

す
る

IS
O

/T
M

B
（
技

術
管

理
評

議
会

）
St

ra
te

gi
c 

Ad
vi

so
ry

 G
ro

up
（
SA

G
：
戦

略
諮

問
グ

ル
ー

プ
）
か

ら
の

指
令

に
、

引
き

続
き

全
面

的
に

協
力

す
る

こ
と

と
し

た
。

加
え

て
、

書
記

長
に

対
し

て
、

SA
G

へ
の

連
絡

と
C

AG
（
C

ha
irm

an
 A

dv
is

or
y 

G
ro

up
）
 お

よ
び

C
SR

 T
F 

へ
、

折
り

返
し

報
告

す
る

こ
と

を
依

頼
し

た
。

 
TM

B 
（

20
03

年
9
月

）
 

（
TM

B
決

議
59

/2
00

3）
 

・
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

グ
ル

ー
プ

（
H

LA
G

と
同

意
、

以
下

AG
）
は

、
次

の
2

種
類

の
発

行
物

を
迅

速
に

作
成

す
る

 
①

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
作

業
報

告
書

 
 

 
 

 
 

 
 

②
世

界
的

な
C

SR
規

格
の

要
請

に
耐

え
う

る
よ

う
な

項
目

の
リ

ス
ト

と
分

析
 

・
20

04
年

1
月

の
TM

B
会

議
の

前
に

最
初

の
報

告
書

を
提

出
す

る
。

ま
た

、
最

終
的

な
報

告
書

は
20

04
年

4
月

ま
で

に
提

出
す

る
 

・
20

04
年

6
月

の
会

合
の

前
に

C
SR

に
関

す
る

国
際

会
議

を
IS

O
中

央
事

務
局

と
TM

B
と

AG
議

長
の

主
催

に
よ

り
開

催
す

る
 

TM
B 

（
20

04
年

1
月

）
 

（
TM

B
決

議
2/

20
04

）
 

・
20

04
年

6
月

21
日

～
22

日
に

C
SR

（
決

議
で

は
SR

）
会

議
を

ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
で

開
催

す
る

 
・
会

議
の

１
ヶ

月
以

上
前

に
AG

の
報

告
書

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

掲
載

す
る

 
・
TM

B
は

SR
会

議
後

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

会
議

で
、

将
来

の
ア

ク
シ

ョ
ン

に
関

す
る

決
定

を
下

す
  

国
際
的
な
動
き
：

IS
O

に
お
け
る
取
組

日
本
工

業
標
準
調
査
会
の

H
P
を
も
と
に
作
成
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－
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－

 

  
  

*：
Pr

om
ot

in
g 

a 
Eu

ro
pe

an
 fr

am
ew

or
k 

fo
r c

or
po

ra
te

 s
oc

ia
l r

es
po

ns
ib

ilit
y 

G
re

en
 P

ap
er

 C
O

M
(2

00
1)

36
6 

fin
al

 
 

●
EU

の
C

SR
に
関
す
る
定
義

 
     

●
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
の
主
な
方
針

 
        

 
責
任
あ
る
行
動
が

持
続
可
能
な
事
業
に
つ
な
が
る
と
言
う
認
識
を
、
企
業
が
深
め
、
社
会
・
環
境
問
題
を
自
発
的
に
、

そ
の
事
業
活
動
及
び

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
相
互
関
係
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
概
念

 

欧
州
連
合
（

EU
）
の
取
組

 

・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
へ
の
対
応

 
企
業
の
自
主
性
の
協
調
、
労
働
組
合
・
市
民
団
体
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
設
定
、
投
資
家
へ
の

SR
Iに

関

す
る
評
価
方
法
、
年
金
運
用
の
情
報
公
開
、
消
費
者
に
対
す
る
倫
理
・
社
会
・
環
境
情
報
の
提
供
、

C
SR

フ
ォ
ー
ラ

ム
の
創
設
と
持
続
可
能
性
報
告
の
奨
励

 
・

C
SR

の
原
則

 
自
主
性
、
信
頼
性
と
透
明
性
、
経
済
的
・
社
会
的
・
環
境
的
問
題
お
よ
び
消
費
者
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
あ
る

C
SR

の

模
索
、
中
小
企
業
の
取
組
の
必
要
性
、
国
際
合
意
と
の
強
調

 
・
推
進
戦
略

 
途
上
国
に
お
け

る
C

SR
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
重
要
性
、

C
SR

の
経
験
の
企
業
間
で
の
共
有
、

C
SR

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス

キ
ル
の
向
上
、
中
小
企
業
の

C
SR

意
識
の
育
成
、

C
SR

推
進
手
段
の
向
上
、

C
SR

の
EU

政
策
へ
の
組
み
込
み

 

「
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
（
公
開
素
案
）

* ：
企
業
の
社
会
的
責
任
に
お
け
る
欧
州
枠
組
み

の
促
進
」
（

20
01

年
7
月
）
の
検
討
状
況
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（

2）
 



 
－
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9 
－

 

  
（
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
：

グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
（
公

開
素
案
）
に
対
し
て
寄
せ

ら
れ
た
産
業
界
、
労
働
界

、
N

PO
等
の
意
見
を
も
と
に
作
成

し
た
戦
略
文
書
）

 
**：

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 F
O

R
M

 T
H

E 
C

O
M

M
IS

SI
O

N
 c

on
ce

rn
in

g 
C

or
po

ra
te

 S
oc

ia
l R

es
po

ns
ib

ilit
y:

 A
 b

us
in

es
s 

co
nt

rib
ut

io
n 

to
 

Su
st

ai
na

bl
e 

D
ev

el
op

m
en

t C
O

M
(2

00
2)

34
7 

fin
al

 
 

●
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
に
示
さ
れ
た
取
組
方
針

 
          

○
EU

と
し
て
は
、

C
SR

は
企
業
の
自
主
的
努
力
に
ゆ
だ
ね
る
。

 
○

EU
と
し
て
は
、

C
SR

の
法
制
化
は
行
わ
な
い
か
わ
り
に
、
企
業
の
事
業
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て

C
SR

を
組
み
込

む
た
め
の
、
次
の
推
進
活
動
を
支
援
す
る
。

 
・

C
SR

に
つ
い
て
の
理
解
や
情
報
交
換
の
促
進

 
・

C
SR

の
実
践
方
法
や
、
ツ
ー
ル
の
開
発

 
・
「

EU
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
－
ズ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
設
立
に
よ
る
関
係
者
の
協
議
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

 
・

EU
の
各
政
策
に
お
け
る

C
SR

関
連
部
分
の
調
整

 

ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
（
戦
略
文
書
）

**
の
公
表
（

20
02

年
7
月
）
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－

 4
0 
－

 

  
 

 （
社
）
経
済
同
友
会
は

20
03

年
3
月
に
「
「
市
場
の
進
化
」
と
社
会
的
責
任
経
営

―
企

業
の

信
頼
構
築

と
持
続
可
能
な
価
値
創
造
に
向
け
て
ー
」
を

公
表
し
、

C
SR

へ
の
取
組
を
提
唱
す
る
と
同
時
に
、
具
体
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
の
「
企
業
評
価
基
準
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

 
 

●
具
体
的
実
践
に
向
け
た
「
企
業
評
価
基
準
」
の
提
唱

 
具
体
的
実
践
に
一
刻
も
早
く
踏
み
出
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
促
進
の
た
め
の
手
法
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
で
あ
り
、

20
03

年
度

は
こ
の
「
企
業
評
価
基
準
」
に
基
づ
い
た
評
価
の
実
施
を
会
員
所
属
企
業
に
呼
び
か
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 
●
「
企
業
評
価
基
準
」
の
特

徴
、
構
成

 
[特

徴
] 
・
経
営
者
が
社
会
の
価
値
観
の
変
化
に
「
気
づ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
優
れ
た
経
営
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
基
準

 
・
一
定
の
価
値
観
に
基
づ
く
画
一
的
な
評
価
で
は
な
く
、
多
様
な
取
組
み
の
中
か
ら
先
進
的
事
例
を
発
掘
・
評
価
す
る
も
の

 
・
現
状
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
概
ね

3年
後
を
目
安
に
実
現
を
目
指
す
目
標
を
設
定
し
、
経
営
者
が
そ
れ
を
コ
ミ
ッ
ト
（
約
束
）
し
、

実
践
を
促
進
す
る
も
の

 
[構

成
] 
①
こ
の
評
価
基
準
は
、
大
き
く

5分
野
（
市
場
、
環
境
、
人
間
、
社
会
、
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
に
わ
た
る

11
0項

目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 

②
「
企
業
の
社
会

的
責
任
」
（
市
場
、
環
境
、
人
間
、
社
会
の
各
分
野
）
は

83
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

 
 我
が
国
の
取
組

 

（
社
）
経
済
同
友
会
の

C
SR

へ
の
取
組
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－
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1 
－

 

          

 

出
典

：
社

団
法

人
 
経

済
同

友
会

 
第

15
回

企
業

白
書
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－
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－

 

2.
市

場
か
ら
の
要
請
の
深
化

 
（

1）
資
本

市
場
の
グ
リ
ー
ン

化
：
環
境
面
を
含
め

た
社
会
的
責
任
投
資

の
拡
大

 

 「
企

業
の

社
会

的
責

任
」
（
C

S
R

)に
対

す
る

社
会

か
ら

の
要

求
の

進
展

「
企

業
の

社
会

的
責

任
」
（
C

S
R

)に
焦

点
を

当
て

た
投

資
行

動
と

し
て

の
「
社

会
的

責
任

投
資

」
(S

R
I: 

S
o
c
ia

lly
R

e
sp

o
n
si

bl
e
 I
n
ve

st
m

e
n
t)

の
急

成
長

環
境

面
も

含
め

た
C

S
R

と
い

う
側

面
か

ら
企

業
を

評
価

す
る

評
価

機
関

や
S
R

I基
準

で
選

定
さ

れ
た

構
成

銘
柄

か
ら

な
る

株
価

指
数

や
投

資
信

託
フ

ァ
ン

ド
な

ど
が

次
々

と
登

場
。

そ
れ

ぞ
れ

が
価

値
観

や
手

法
を

競
い

な
が

ら
急

速
に

発
展

。

○
米
国
で
は
総
運
用
資
産
に
占
め
る
SR
I運

用
資
産

は
11
%を

突
破
（

2
00
3

年
現
在
）
。

○
英
国
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
各
国

で
投
資

に
お

け
る
環

境
面

や
社
会
面
の
考
慮
を
促
す
法
制
度
の
整
備
が
進

展
。

○
例
え
ば
、
英
国
で
は
、
企
業
年
金
法
規
則
を

改
正
し

、
年

金
基
金

の
運

用
に
当
た
っ
て
環
境
面
や
社
会
面
を
考
慮
し
て

い
る
か

ど
う

か
に
つ

き
情

報
開
示
を
義
務
付
け
。
こ
の
結
果
、
年
金
基
金

の
運
用

残
高

の
約
８

割
が

SR
I手

法
を
既
に
導
入
。

欧
米

諸
国
の

取
組
（

環
境
・

社
会
面

の
両

方
を

重
視

）

○
近
年

の
環

境
問
題
に
対
す
る
消
費
者
や
投
資
家
の
関
心
の
高
ま
り
と

　
企
業

の
自

主
的
な
環
境
対
策
の
進
展
か
ら
、
積
極
的
な
環
境
配
慮
に

　
取
り

組
ん

で
い
る
企
業
を
投
資
対
象
と
す
る
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
（
投
資

　
信
託

）
の

市
場
が
発
展

○
19
9
9年

８
月

か
ら
各
証
券
会
社
が
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
の
販
売
を
開
始
し
、

　
20
0
3年

12
月

末
時

点
で
の
純
資
産
額
は
8
00
億
円
を
超
え
る
状
況

我
が

国
の

取
組

（
主

と
し

て
環
境

面
を

重
視
）

具
体

的
に

は

企
業

の
環

境
配

慮
へ

の
取

組
状

況
が

投
資

判
断

の
際

の
重

要
な

要
素

と
し

て
浮

上

環
境

リ
ス

ク
等

の
評

価
　

（
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
）

環
境

配
慮

の
取

組
の

評
価

　
（
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
）
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－
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①
 
諸
外
国
に
お
け
る

SR
Iの

動
向

 

欧
米
で
は
、

10
0

年
の
社
会
的
責
任
投
資

(S
R

I)の
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
中
で
企
業
評

価
が
成
長
し
て
き
た
。
こ
の
中
で
、
企
業
の

財
務
に
関
す
る
評
価
に
あ
わ
せ
て
、
社
会
、
倫
理
、
環
境
的
側
面
か
ら
の
企
業
評
価
が
行
わ
れ
て
き
た
。

 
近
年
、
公
表
さ
れ
て
い
る

SR
Iイ

ン
デ
ッ
ク
ス
に
は
、
日
本
企
業
も
数
多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

 
 

 
19

00
年
初
頭
 
社
会
的
責
任
投
資
が
欧
米
で
始
ま
る

 
• 

始
ま
り
は
宗
教
団
体
等
が
主
体

 
• 

た
ば
こ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
へ
の
関
連
企
業
を
投
資
先
か
ら
排
除

 

社
会
的
責
任
投
資

(S
R

I)の
動
向

  
19

80
年
代
後
半
～
 
環
境
、
消
費
者
保
護
へ
と
関
心
が
広
が
る

 
• 

株
主
が
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
（
現

C
ER

ES
）
原
則
へ
の
署
名
を

要
求

 
 

19
90

年
代
後
半
 
経
済
、
環
境
、
社
会
の

3
つ
の
側
面
か
ら

の
企
業
評
価
が
進
展

 

 
19

60
～

80
年
代
 
社
会
的
な
価
値
観
を
強
く
反
映

 
• 

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
き
っ
か
け
に
武
器
製
造
企
業
を
除
外

 
• 

反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
 
南
ア
で
の
操
業
企
業
を
除
外

 
 
株
主
権
行
使
の
原
型
が
形
成

 
• 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

G
M

等
 

倫
理
的
側
面
か
ら
特
定
活
動
を
行
う
企
業
を
除
外

 

経
済
、
社
会
、
環
境
の
３
つ
の
側
面
か
ら
の
評
価

 

企
業
活
動
を
広
く
プ
ラ
ス
面
、
マ
イ
ナ
ス
面
か
ら
の
評
価
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－
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4 
－

 

・
ダ
ウ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（

D
JS

I：
米
）

 
ダ
ウ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
社
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
を
構
成
す
る
全
世
界

2,
50

0
社
を
持
続
可
能
性
の
観
点
か

ら
審
査
し
た
結
果
を
も
と
に
選
定
し
た

31
7
社
を
組
み
入
れ
た
株
価
指
数

 
・

FT
SE

社
に
よ
る

FT
SE

4 
G

oo
d 

G
lo

ba
l I

nd
ex

（
英
）

 
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
タ
イ
ム
ス
と
ロ
ン
ド
ン
証
券
会
議
所
の
共
同
出
資
会
社

FT
SE

が
発
表
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
株
価

指
数
の
う
ち
の
社
会
的
責
任
投
資
株
価
指
数

 

代
表
的
な

SR
Iイ

ン
デ
ッ
ク
ス

 

• 
エ
コ
フ
ァ
ン
ド

 
• 

SR
Iフ

ァ
ン
ド

 
評

価
機

関
等

の
評

価
結

果
（

Ｓ
Ｒ

Ｉ
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
）

を

反
映

し
て

組
み

入
れ

銘
柄

が
決

定
さ

れ
る

。
 

 【
評
価
機
関
例
】

 
・

SA
M

社
（
ス
イ
ス
）

 
・

EI
R

IS
社
（
英
）

 
（
日
本
の
場
合
）

 
・
株
式
会
社
グ
ッ
ド
バ
ン
カ
ー

 
・
株
式
会
社

U
FJ

総
合
研
究
所

 
・
損
保
ジ
ャ
パ
ン
グ
ル
ー
プ

 
・
株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所

 

投
資
市
場
で
の
評
価

 

ﾀ
ﾞ
ｳ
･
ｼ
ﾞ
ｮ
ｰ
ﾝ
ｽ
ﾞ
 ｻ
ｽ
ﾃ
ｲ
ﾅ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｨ
･
ｲ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ
(2

00
3
年

) 
組
み
入
れ
銘
柄

 上
位
企
業

 
DJ

SI
 W

or
ld

 - 
C

om
po

ne
nt

s 
(b

y 
Si

ze
)

Na
m

e
Co

un
try

M
ar

ke
t S

ec
to

r

1
Pf

iz
er

 In
c.

U
ni

te
d 

St
at

es
H

ea
lth

ca
re

2
C

iti
gr

ou
p 

In
c.

U
ni

te
d 

St
at

es
Fi

na
nc

ia
l S

er
vi

ce
s

3
In

te
l C

or
p.

U
ni

te
d 

St
at

es
Te

ch
no

lo
gy

4
BP

 P
LC

U
ni

te
d 

Ki
ng

do
m

En
er

gy
5

Jo
hn

so
n 

& 
Jo

hn
so

n
U

ni
te

d 
St

at
es

H
ea

lth
ca

re
6

H
SB

C
 H

ol
di

ng
s 

PL
C

 (U
K 

R
eg

)
U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
Ba

nk
s

7
Vo

da
fo

ne
 G

ro
up

 P
LC

U
ni

te
d 

Ki
ng

do
m

Te
le

co
m

m
un

ic
at

io
ns

8
G

la
xo

Sm
ith

Kl
in

e 
PL

C
U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
H

ea
lth

ca
re

9
Pr

oc
te

r &
 G

am
bl

e 
C

o.
U

ni
te

d 
St

at
es

N
on

-c
yc

lic
al

 G
oo

ds
10

N
ov

ar
tis

 A
G

Sw
itz

er
la

nd
H

ea
lth

ca
re

11
R

oy
al

 D
ut

ch
 P

et
ro

le
um

 C
o.

N
et

he
rla

nd
s

En
er

gy
12

To
yo

ta
 M

ot
or

 C
or

p.
Ja

pa
n

Au
to

m
ob

ile
s

13
N

es
tle

 S
.A

.
Sw

itz
er

la
nd

Fo
od

 &
 B

ev
er

ag
e

14
N

ok
ia

 C
or

p.
Fi

nl
an

d
Te

ch
no

lo
gy

15
Am

ge
n 

In
c.

U
ni

te
d 

St
at

es
H

ea
lth

ca
re

　
　

　
：

　
　

　
：

　
　

　
：

　
　

　
：

　
　

　
：
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②
 
世
界
の

SR
I市

場
の
概

要
 

欧
米
の
社
会
的
責
任
投
資
（

SR
I）

は
、

10
0
年
の
歴
史
が
あ
る
が
、
日
本
で
エ
コ
フ
ァ
ン
ド

が
設
立
さ
れ
た
の
は
、

19
99

年
か
ら
で
あ
る
。

 
日
本
の

SR
Iの

純
資
産
残
高
は
、
欧
米
に
比
べ
て
ま
だ
小
さ
い
。

 

純
資
産
額

 
ﾌ
ｧ
ﾝﾄ

ﾞ
名

 
フ
ァ
ン
ド
形
態

 
委
託
会
社

 
SR

I調
査
会
社

 
設
定
日

 
（
億
円
）

 

日
興
ｴ
ｺ
ﾌｧ

ﾝﾄ
ﾞ
 

国
内
株
式

 
日
興
ｱ
ｾ
ｯﾄ

 
ｸ
ﾞ
ｯﾄ

ﾞﾊ
ﾞﾝ

ｶｰ
 

19
99

/8
/2

0 
37

9 
損
保
ｼ
ﾞ
ｬﾊ

ﾟﾝ
･ｸ

ﾞﾘ
ｰﾝ

ｵｰ
ﾌﾟ

ﾝ
 

国
内
株
式

 
損
保
ｼ
ﾞ
ｬﾊ

ﾟﾝ
ｱｾ

ｯﾄ
 

損
保
ｼ
ﾞ
ｬﾊ

ﾟﾝ
 

損
保
ｼ
ﾞ
ｬﾊ
ﾟﾝ
総

合
研
究
所

 
損
保
ｼ
ﾞ
ｬﾊ

ﾟﾝ
ﾘｽ

ｸﾏ
ﾈｼ

ﾞﾒ
ﾝﾄ

 

19
99

/9
/3

0 
82

 

ｴ
ｺ
･ﾌ

ｧﾝ
ﾄﾞ

 
国
内
株
式

 
興
銀
第
一
ﾗ
ｲ
ﾌ
 

ｸ
ﾞ
ｯﾄ

ﾞﾊ
ﾞﾝ

ｶｰ
 

19
99

/1
0/

29
 

50
 

日
本
株
式
ｴ
ｺ
･ﾌ
ｧﾝ
ﾄﾞ

 
国
内
株
式

 
U

BS
 

日
本
総
合
研
究

所
 

19
99

/1
0/

29
 

42
 

ｴ
ｺ
･ﾊ

ﾟｰ
ﾄﾅ

ｰｽ
ﾞ
 

国
内
株
式

 
U

FJ
ﾊﾟ
ｰﾄ
ﾅｰ
ｽﾞ

 
U

FJ
総
合
研
究
所

 
20

00
/1

/2
8 

29
 

ﾊ
ﾟ
ﾌﾞ

ﾘｯ
ｸﾘ

ｿｰ
ｽｾ

ﾝﾀ
ｰ
 

朝
日
ﾗ
ｲﾌ

SR
I社

会
貢
献
ﾌｧ
ﾝﾄ
ﾞ
 

国
内
株
式

 
朝
日
ﾗ
ｲ
ﾌｱ

ｾｯ
ﾄ
 

ｽ
ﾄ
ｯｸ

･ｱ
ｯﾄ

･ｽ
ﾃｲ

ｸ
(ﾍ
ﾞﾙ

ｷﾞ
ｰ
) 

20
00

/9
/2

8 
41

 

ｴ
ｺ
･ﾊ

ﾞﾗ
ﾝｽ

 
国
内
バ
ラ
ン
ス

 
三
井
住
友
ｱ
ｾ
ｯﾄ

 
ｲ
ﾝ
ﾀｰ

ﾘｽ
ｸ
総
研

 
20

00
/1

0/
31

 
12

 
日
興
ｸ
ﾞ
ﾛｰ

ﾊﾞ
ﾙ･

ｻｽ
ﾃﾅ

ﾋﾞ
ﾘﾃ

ｨ･
ﾌｧ

ﾝﾄ
ﾞ 

国
際
株
式

 
日
興
ｱ
ｾ
ｯﾄ

 
SA

M
(ｽ
ｲ
ｽ
) 

20
00

/1
1/

17
 

22
 

ｸ
ﾞ
ﾛｰ

ﾊﾞ
ﾙ･

ｴｺ
･ｸ

ﾞﾛ
ｰｽ

･ﾌ
ｧﾝ

ﾄﾞ
 

国
際
株
式

 
大
和
住
銀

 
ｲ
ﾝ
ﾍ
ﾞ
ｽ
ﾄ
･
ｽ
ﾄ
ﾚ
ﾃ
ｼ
ﾞ
ｯ
ｸ
･
ﾊ
ﾞ
ﾘ
ｭ
ｰ
･

ｱ
ﾄ
ﾞﾊ

ﾞｲ
ｻﾞ

ｰｽ
ﾞ
社

(米
国

) 
20

01
/6

/1
5 

54
 

U
BS

ｸ
ﾞﾛ

ｰﾊ
ﾞﾙ

株
式

40
 

な
し

 
U

BS
 ｸ

ﾞﾛ
ｰﾊ

ﾞﾙ
・
ｱｾ

ｯﾄ
・
ﾏﾈ

ｼﾞ
ﾒﾝ

ﾄ 
U

BS
 A

G
 

20
03

/1
1/

7 
11

6 

住
信

SR
I・

ｼ
ﾞｬ

ﾊﾟ
ﾝ
・
ｵ
ｰﾌ

ﾟﾝ
 

国
内
株
式

 
住
信
ｱ
ｾ
ｯﾄ

ﾏﾈ
ｼﾞ

ﾒﾝ
ﾄ
 

日
本
総
合
研
究

所
 

住
友
信
託
銀
行

 
20

03
/1

2/
26

 
18

 

合
計

 
84

5 

 

日
本
の

SR
I市

場
 

※
 
純
資
産
額
は

20
03

年
12

月
末
現
在

  
※
 
「
日
興
グ
ロ

ー
バ
ル
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
」
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
グ
ロ
ー
ス
フ
ァ
ン
ド
」

は
為
替
ヘ
ッ

ジ
な
し
、
為
替
ヘ
ッ
ジ
あ
り
の

2
コ
ー
ス
が
あ
り
、
純
資
産
額
は
両
コ
ー
ス
の
合
計
を
表
示

 
（
出
典
）
モ
ー
ニ
ン
グ
ス
タ
ー

H
P  
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－
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－

 

 
米
国
の
社
会
的
責
任
投
資
は
①
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
②
株
主
行
動
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
投
資
の
３
つ
に
分
類
さ
れ
、
全
体
の
規
模
は

2
兆

1,
75

0
億

ド
ル
（
全
米
の
専
門
的
投
資
運
用
規
模
の
約

11
％
）
に
達
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

 
「
環
境
」
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
型
の
投
資
行
動
の
評
価
項
目
と
し
て
運
用
事
例
の

50
％
以
上
で
採
用
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

 
 投
資
行
動
の
分
類

 
投

資
行

動
 

内
 
容

 
・

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

 
武

器
製

造
、
タ

バ
コ

製
造

、
化

粧
品

に
関

す
る

動
物

実
験

な
ど

非
倫

理
的

と
判

断
さ

れ
る

事

業
を

行
う

企
業

や
環

境
リ

ス
ク

の
高

い
企

業
に

投
資

す
る

こ
と

を
回

避
す

る
行

動
。

 

・
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
 

社
会

・
環

境
面

で
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

優
れ

、
他

の
企

業
を

リ
ー

ド
す

る
企

業
を

集
め

て

投
資

す
る

行
動

。「
ベ

ス
ト

・
イ

ン
・

ク
ラ

ス
」

ア
プ

ロ
ー

チ
。

 

ス ク リ ー ニ ン グ 

・
エ

ン
ゲ

ー
ジ

メ
ン

ト
 

社
会

・
環

境
面

で
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

改
善

を
促

す
た

め
に

、
企

業
に

公
開

質
問

状
の

送

付
や

改
善

の
働

き
か

け
等

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
行

動
。

 

株
主

行
動

 
株

式
を

保
有

し
て

い
る

企
業

の
社

会
・

環
境

面
で

の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
改

善
を

促
す

た
め

に
、

議
決

権
行

使
、

議
案

提
出

、
株

主
代

表
訴

訟
な

ど
を

行
う

行
動

。
 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
投

資
 

経
済

的
格

差
の

解
消

な
ど

を
目

的
に

、
資

本
流

入
の

乏
し

い
特

定
地

域
の

企
業

や
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

に
積

極
的

に
投

資
す

る
行

動
。

 

出
典

：
環

境
省

 
平

成
14

年
度

社
会

的
責

任
投

資
に

関
す

る
日

米
英

３
か

国
比

較
 
調

査
報

告
書

 

 米
国
の

SR
I型

投
資
運
用
資
産

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英
国
の

SR
I型

投
資
運
用
資
産

 
 

 
 

諸
外
国
の

SR
Iの

現
状

 

出
典
：

R
us

se
ll 

Sp
ar

ke
s 

“
So

ci
al

ly
 R

es
po

ns
ib

le
 In

ve
st

m
en

t”
, J

oh
n 

W
ile

y 
& 

So
ns

, L
td

, 2
00

2 

＊
宗
教
団
体
、
政
府
機
関
、
組
合
、
基
金
、
大
学
、
保
険
会
社
、
病
院
、
企
業
、
個
人
向
け
カ
ス
タ
ム
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

 
＊
＊
合
計
金
額
＝

SR
Iス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
運
用
資
産
＋
株
主
行
動
＋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
投
資
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
＋
株
主
行
動
） 

出
典
：

So
ci

al
 In

ve
st

m
en

t F
or

um
(S

IF
),2

00
3 

Tr
en

ds
 R

ep
or

t,w
w

w.
so

ci
al

in
ve

st
.o

rg
 

（
単

位
：

億
ド

ル
）

20
03

年
SR

I ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
運

用
資

産
21

,5
40

ミ
ニ

チ
ュ

ア
ル

フ
ァ

ン
ド

1,
62

0
（

フ
ァ
ン

ド
数

）
20

0
独

立
口
座

の
運

用
資

産
＊

19
,9

20
株

主
行
動

4,
48

0
（

う
ち
ス

ク
リ

ー
ン

＋
株

主
行

動
）

4,
41

0
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

投
資

14
0

合
計

＊
＊

21
,7

50
総

運
用
資

産
に

占
め

る
比

率
11

%

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

����
���
���
����
����
����
���

����
���
���
����
����
����
���

（
単

位
：

1
0
億

￡
）

20
01

年

宗
教
団
体

13
SR

I 投
資
信
託

3.
5

慈
善
団
体

25
年
金
基
金

80
保
険
会
社

10
3

合
計

22
4.

5
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－
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－

 

 
 

 
英
国
年
金
法
第

35
条
で
は
、
年
金
基
金
の
受
託
者
は
、
年
金
基
金
の
運
用
に
関
す
る
意
思

決
定
に
適
用
さ
れ
る
基
本
原
則
を
書
面
と
し
て
準
備
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

20
00

年
7
月
施
行
の
規
則
で
、
投
資
先
企
業
の
社
会
、
環
境
、
倫
理
的
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
項
目

が
追
加
さ
れ
た
。

 
英
国
年
金
法
第

35
条

 
（

1）
委
託

ス
キ
ー

ム
の
受
託

者
は
、

ス
キ

ー
ム
の

目
的
の

た
め
の

投
資

意
思
決

定
に
適

用
さ
れ

る
基

本
原
則

文
を
書

面
と
し

て
準

備
し

、

維
持
し
、
随
時
改
訂
す
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（

2）
原
則
文
は
と
り
わ
け
以
下
の
事
項
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（

a）
 
 
省
略

 
（

b）
以
下
の
事
項
に
関
す
る
受
託
者
の
方
針

 
（

3）
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
項
と
は
、

 
（

a）
保
有
す
る
投
資
の
種
類

 
（

b）
投
資
種
類
別
の
構
成

 
（

c）
リ
ス
ク

 
（

d）
投
資
の
期
待
収
益

 
（

e）
投
資
の
換
金
性

 
（

f）
そ
の
他
の
規
定
さ
れ
る
事
項

 
 20

00
年

7
月
 
施
行
規
則

 
19

95
年
年
金
法
第

35
条
（

3）
（

f）
の
そ
の
他
の
規
定
さ
れ
る
事
項
（
受
託
者
が
投
資
原

則
文
の
中
で
、
方
針
を
明
示
す
べ
き
そ
の
他

の

事
項
）
は
、

 
（

a）
 
投
資
の
銘
柄
選
択
、
保
有
、
換
金
に
お
い
て
、
社
会
、
環
境
、
倫
理
的
な
配
慮
が
仮
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
配
慮
の

程
度

 
（

b）
 
投
資
に
付
帯
す
る
権
利
の
行
使
（
議
決
権
を
含
む
）
に
関
連
し
て
、
仮
に
あ
る

の
で
あ
れ
ば
そ
の
方
針

 
 

英
国
 
年
金
法
に
お
け
る
投
資
方
針
に
関
す
る
条
項
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評
価
機
関

 
評
価
項
目
の
概
要

 
株
式
会
社
 
グ
ッ
ド
バ
ン
カ
ー

 
・

IS
O

 1
40

01
取

得
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

、
 

・
省

エ
ネ

、
省

資
源

、
 

・
製

品
・

サ
ー

ビ
ス

、
 

・
情

報
開

示
、

 
・

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
取

組
み

等
 

 
（

出
典

：
金

融
業

に
お

け
る

環
境

配
慮

行
動

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
）

 
株
式
会
社
 

U
FJ

総
合
研
究
所

 
10

年
後

を
み

た
環

境
戦

略
を

分
析

。
持

続
可

能
な

社
会

の
実

現
に

貢
献

す
る

企
業

を
評

価
 

・
ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
姿

勢
、

 
・

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

構
築

状
況

、
 

・
事

業
に

伴
う

環
境

負
荷

の
低

減
、

 
・

環
境

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

 
・

社
員

の
環

境
啓

発
教

育
、

 
・

環
境

配
慮

型
商

品
・

ビ
ジ

ネ
ス

開
発

 
（

参
照

：
金

融
業

に
お

け
る

環
境

配
慮

行
動

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
、

U
FJ

総
合
研

究
所

H
P）

 
株
式
会
社
 
イ
ン
タ
ー
リ
ス
ク
総
研

 
一

般
的

な
項

目
 

・
環

境
管

理
体

制
、

 
・

環
境

会
計

導
入

、
情

報
公

開
等

 
重

点
評

価
項

目
 

・
燃

料
・

電
力

消
費

量
、

 
・

産
業

廃
棄

物
排

出
量

、
 

・
企

業
の

把
握

・
開

示
し

て
い

る
C

O
2
排

出
量

、
 

・
C

O
2
排

出
量

削
減

へ
の

取
組

み
状

況
等

 
（

参
照

：
三

井
住

友
海

上
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
H

P）
 

損
保
ジ
ャ
パ
ン
グ
ル
ー
プ

 
・

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
展

開
度

、
 

・
情

報
開

示
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

環
境

会
計

、
 

・
環

境
負

荷
・

環
境

効
率

の
改

善
（

製
造

・
生

産
部

門
）、

製
品

に
対

す
る

環
境

配
慮

な
ど

 
（

参
照

：
損

保
ジ

ャ
パ

ン
・

ア
セ

ッ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

H
P）

 
株
式
会
社
 
日
本
総
合
研
究
所

 
・

環
境

保
全

の
取

組
み

方
針

、
 

・
環

境
管

理
シ

ス
テ

ム
、

 
・

情
報

公
開

、
 

・
製

品
開

発
・

生
産

・
調

達
、

 
・

業
界

特
有

の
環

境
リ

ス
ク

対
策

、
 

・
環

境
負

荷
低

減
目

標
の

定
量

化
、

実
施

状
況

 
（

出
典

：
金

融
業

に
お

け
る

環
境

配
慮

行
動

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
）

 

日
本
の
外
部

評
価
機
関
と
評
価
項
目
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－
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・
19

83
年
に
設
立
。
教
会
や
慈
善
団
体
を
基
盤
に
創
設
さ
れ
た
非
営
利
機
関
。
現
在
、
子
会
社
で
あ
る

EI
R

IS
 S

er
vi

ce
 L

td
. 
が
営
利
業
務
を

担
当
し
て
い
る
。

 
・
英
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
約

25
00

社
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は

FT
SE

 A
ll 

W
or

ld
 

D
ev

el
op

ed
 In

de
x 
対
象
の
企
業
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
。

 
・
英
国

FT
SE

社
が
開
発
し
た

SR
Iイ

ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
る

FT
SE

4 
G

oo
d 

In
de

x 
は

EI
R

IS
の
調
査
デ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
。

 
 

評
価
分
野

 
評
価
事
項

 
環
境
問
題

 
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
環
境
方
針
、
環
境
報
告
、
採
鉱
・
採
石
、
原
子
力
、

 
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
、
農
薬
、
除
草
剤
、
公
害
に
関
す
る
有
罪
判
決
、
熱
帯
雨
林
（
材
）、

 
水
質
汚
染

 
利
害
関
係
者
問
題

 
公
告
に
関
す
る
苦
情
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係
、
企

業
統
治
、
役
員
報
酬
、
機
会
均
等
、

 
健
康
・
安
全
、
労
働
組
合
、
従
業
員
参
加
状
況
、
教
育

 
そ
の
他
の
問
題

 
ア
ル
コ
ー
ル
、
動
物
実
験
、
情
報
開
示
、
毛
皮
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
、
遺
伝
子
工
学
、
人
権
、

 
集
約
農
業
、
食
肉
販
売
、
軍
需
品
生
産
、
販
売
、
政
治
献
金
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
、

 
成
人
向
け
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
、
好
ま
し
い
生
産
、
サ
ー
ビ
ス
、
第
三
世
界
、
た
ば
こ

 
 

外
国

の
外

部
評

価
機

関
の

評
価

項
目

 

Et
hi

ca
l I

nv
es

tm
en

t R
es

ea
rc

h 
Se

rv
ic

e 
（

EI
R

IS
：
英
国
）
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－

 

 
 

ス
イ
ス
に
本
拠
を
お
く
、
持

続
可
能
性
を
評
価
尺
度
と
し
た
投
資
の
運
用
ア
ド
バ
イ
ス
会
社
。
個
人
や
機
関
投
資
家
に
運
用
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供

す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
持
続
可
能
性
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
も
行
っ
て
い
る
。

 
 

評
価
分
野

 
評
価
項
目

 

方
針
と
戦
略

 
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
組
織
公
の
方
針
の
有
無
 
 

 
 

・
計
画
の
妥
当
性

 

・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
 
 
 
 
 
 
 
 
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

 

機
会
の
管
理

 
・
従
業
員
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
ア
プ
ロ
ー
チ
 
 
 
 
 
 

 
 

・
賢
い
資
本
管
理

 

・
Ｉ
Ｔ
化
の
度
合
い
 
 
 
 
 
 
 
 
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
自
主
管
理
計
画

 

・
環
境
と
健
康
安
全
報
告
書
 
 
 
 
 
・
社
会
的
責
任
報
告
書

 

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ の 機 会 

業
種
特
有
の
（

73
業

種
）
の
機
会

 

・
自
社
の
業
務
の
特
有
な
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
機
会
の
評
価

 

戦
略

 
・
包
括
的
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
戦
略
 
 
 
 
 
 
・
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

・
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
基
準
・
社
会
基
準
 
 
 
 
 
 
・
倫

理
要
綱
（
賄
賂
や
腐
敗
）

 

管
理

 
・
環
境
・
安
全
監
査
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
社
会
監
査

 

・
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価

 

・
健
康
安
全
性
レ
ポ
ー
ト
（
事
故
率
の
推
移
、
健
康
管
理
コ
ス

ト
な
ど
）

 

・
 
従
業
員
の
扱
い
に
つ
い
て
の
議
論
 
 
 
 
 
 
・
突
発
的
事
故
・
災
害
へ
の
準
備

 

・
環
境
債
務
 
 
 
 
 
 
 
・
従
業
員
か
ら
の
内
部
告
発
を

経
営
に
伝
達
す
る
手
段
が
あ
る
か

 

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ の リ ス ク 

業
種
特
有
の
リ
ス
ク

 
各
業
種
ご
と
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
設
置

 

  
出

典
：

環
境

省
 

事
業

者
の

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
－

20
00

年
度

版
―

 

SA
M
 

Su
st

ai
na

bi
lit

y 
G

ro
up

 

第
1
章

2.
（

1）
 



 
－

 5
1 
－

 

  
3
か
国

の
機
関
投
資
家
の
社
会
的
責
任
投
資
行
動
に
は
、
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。

 
日
本
：
我
が
国
で
は
機
関
投
資
家
の
社
会
的
責
任
投
資
行
動
は
、
個
人
向
け
の
投
資
信
託
を
設
定
・
運
用
す
る
投
資
信
託
会
社
に
し
か
見
ら
れ
ず
、

そ
の
形
態
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
限
ら
れ
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
や
株
主
行
動
も
、
普
及
し
て
い
な
い
。

 
米

国
：

個
人

向
け

投
資

信
託

を
設

定
・

運
用

す
る

投
資

信
託

会
社

に
、

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

株
主

行
動

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
投

資
を

積
極

的
に

行
う

例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

 
英

国
：

個
人

向
け

投
資

信
託

を
設

定
・

運
用

す
る

投
資

信
託

会
社

に
、

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
、

エ
ン

ゲ
ー

ジ
メ

ン
ト

、
株

主
行

動
を

積
極

的
に

行
う

例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

 
                 

日
・
米
・
欧

の
機
関
投
資
家
の
投
資
行
動
比
較

 ３
か
国
の
機
関
投
資
家
の
社
会
的
責
任
投
資
行

動
 

（
注

）
各

国
の

株
式

市
場

に
対

し
て

一
定

の
規

模
で

認
め

ら
れ

る
も

の
を

●
と

し
た

。
 

公
的

年
金

、
私

的
年

金
に

は
、

確
定

給
付

型
と

確
定

拠
出

型
の

双
方

を
含

む
。

 

ネ
ガ
テ
ィ
ブ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ポ
ジ
テ
ィ
ブ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト

株
主

行
動

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

投
資

公 的 年 金

私 的 年 金

投 資 信 託

保 険 会 社

公 的 年 金

私 的 年 金

投 資 信 託

保 険 会 社

公 的 年 金

私 的 年 金

投 資 信 託

保 険 会 社

●

● ● ●

●
●

●
●

●
●

●
●●

● ● ●

日
本

米
国

英
国

●

● ● ● ●

●
●

●●

●
●

●

ス ク リ ー ニ ン グ

出
典

：
環

境
省

 
平

成
14

年
度

社
会

的
責

任
投

資
に

関
す

る
日

米
英

３
か

国
比

較
 
調

査
報

告
書
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－
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－

 

  
個
人
投
資
家
の
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
や

SR
Iフ

ァ
ン
ド
に
つ
い
て
の
認
知
度
を
見
る
と
、
認
知
し
て
い
る
、
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
は
そ
れ
な
り
に
い
る
も
の
の
、

実
際

に
エ

コ
フ

ァ
ン
ド

を
購

入
し
て

い
る

割
合
は

、
非

常
に
わ

ず
か

で
あ
る

の
で

、
今
後

は
、
「

購
入

し
て

い
な
い

が
関

心
の
あ

る
層

」
の
実

際
の

購
買
へ
結

び
つ
け
、
認
知
や
関
心
を
持
っ
て
い
る
層
を
拡
大
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

 
                 

 
 

日
本

 
米
国

 
英
国

 
エ

コ
フ

ァ
ン

ド
、

SR
Iフ

ァ
ン

ド
を

知
っ

て
い

る
 

34
.6

%
 

32
.3

%
 

37
.5

%
 

す
で

に
購

入
し

て
い

る
 

 1
.2
％

 
12

.0
%

 
6.

1%
 

購
入

し
て

い
な

い
が

関
心

は
あ

る
 

75
.7

%
 

57
.0

%
 

60
.8

%
 

購
入

し
て

い
な

い
し

関
心

も
な

い
 

21
.7

%
 

24
.0

%
 

29
.6

%
 

知
っ

て
い

る
人

の
中

で
 

無
回

答
 

1.
4%

 
7.

0%
 

3.
5%

 

（
参

照
：

環
境

省
 

平
成

14
年

度
社

会
的

責
任

投
資

に
関

す
る

日
米

英
３

か
国

比
較

 
調

査
報

告
書

）
 

 

社
会
的
責
任
投
資
に
お
け
る
個
人
投
資
家
の
関
心
度

 

個
人
投
資
家
の
社
会
的
責
任
及
び

SR
Iに

関
す
る
考
え
方
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－
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－

 

         

 
 

日
本

 
 

米
国

 
 

英
国

 
 

１
位

 
環

境
問

題
へ

の
対

応
 

（
70

.4
）

 
汚

職
の

防
止
・
政

治
献

金
の

適
正

化
 

(6
1.

6)
 

環
境

問
題

へ
の

対
応

 
（

62
.8
）

 

２
位

 
製

品
等

に
お

け
る

顧
客

の
健

康
・

安
全

性
配

慮
 

（
68

.1
）

 
安

定
し

た
雇

用
の

確
保

 
（

54
.9
）

 
汚

職
の

防
止

・
政

治
献

金
の

適
正

化
 

(5
8.

1)
 

３
位

 
消

費
者

保
護

へ
の

配
慮

 
(6

0.
3)

 
環

境
問

題
へ

の
対

応
 

（
54

.2
）

 
児

童
労

働
・

強
制

労
働

の
回

避
 

（
57

.8
）

 

４
位

 
汚

職
の

防
止
・
政

治
献

金
の

適
正

化
 

(5
1.

0)
 

児
童

労
働

・
強

制
労

働
の

回
避

 
（

54
.2
）

 
従

業
員

の
健

康
・

安
全

 
（

53
.5
）

 

５
位

 
安

定
し

た
雇

用
の

確
保

 
（

30
.4
）

 
従

業
員

の
健

康
・

安
全

 
（

53
.9
）

 
消

費
者

保
護

へ
の

配
慮

 
(4

5.
7)

 

（
参

照
：

環
境

省
 

平
成

14
年

度
社

会
的

責
任

投
資

に
関

す
る

日
米

英
３

か
国

比
較

 
調

査
報

告
書

）
 

証
券

投
資

の
際

に
企

業
の

社
会

的
責

任
を

考
慮

に
い

れ
た

投
資

判
断

を
す

べ
き

、
あ

る
程

度
考

慮
す

べ
き

と
回

答
し

た
人

の
、
考

慮
に

入
れ

る
べ

き
だ

と
考

え
る

領
域

を
複

数
回

答
で

質
問

、
上

位
５

位
を

掲
載

 

社
会
的
責
任
投
資
に
お
け
る
個
人
投
資
家
の
考
慮
領
域
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（
2）

消
費

者
市
場
の
グ
リ
ー

ン
化
：
環
境
配
慮
型

市
場
の
台
頭

 

 

品
質

環
境

価
格

消
費

者
が

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

す
る

際
の

要
素

従
来

価
格

品
質

環
境

環
境

が
重

要
な

要
素

と
し

て
浮

上

現
在

○
「
物

を
買

う
と

き
は

環
境

へ
の

影
響

を
考

え
て

選
択

し
て

い
る

」
消

費
者

の
増

加
（
19

9
7
年

度
:6

5.
6
％

→
2
0
0
1
年

度
:7

4
.8

%
　

環
境

に
や

さ
し

い
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

実
態

調
査

）
○

商
品

や
サ

ー
ビ

ス
の

購
入

と
い

っ
た

企
業

利
用

と
企

業
の

環
境

評
価

と
の

相
関

関
係

の
増

大
（2

0
0
1

年
:0

.7
2
→

20
0
3
年

:0
.9

0　
日

経
Ｂ

Ｐ
社

調
査

（
数

字
は

利
用

意
向

度
と

環
境

評
価

と
の

相
関

係
数

）
）

グ
リ

ー
ン

・
コ

ン
シ

ュ
ー

マ
ー

の
環

の
広

が
り

＋

製
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

環
境

配
慮

度

企
業

自
身

の
環

境
配

慮
の

取
組

状
況

○
2
0
01

年
4
月

か
ら

施
行

さ
れ

た
グ

リ
ー

ン
購

入
法

に
基

づ
き

、
国

の
行

政
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
に

グ
リ

ー
ン

購
入

の
実

施
を

義
務

づ
け

。
○

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

も
グ

リ
ー

ン
購

入
の

取
組

が
急

速
に

進
展

（
都

道
府

県
・政

令
市

は
、

す
べ

て
の

団
体

が
グ

リ
ー

ン
購

入
を

実
施

）。
○

多
く
の

機
関

で
、

事
業

者
自

身
の

環
境

配
慮

の
取

組
（
IS

O
1
4
0
01

、
環

境
報

告
書

等
）
も

考
慮

行
政

機
関

に
よ

る
グ

リ
ー

ン
購

入
の

取
組

の
進

展

○
グ

リ
ー

ン
購

入
に

取
り

組
む

事
業

者
の

割
合

は
、

9
2
％

に
増

加
。

○
自

ら
が

使
用

す
る

オ
フ

ィ
ス

用
品

の
購

入
以

外
に

も
、

製
品

の
製

造
に

使
用

す
る

資
材

等
の

購
入

に
当

た
っ

て
グ

リ
ー

ン
調

達
を

実
施

す
る

事
業

者
も

5
6％

に
増

加
（
次

ペ
ー

ジ
参

照
）
。

出
典

：
第

７
回

グ
リ

ー
ン

購
入

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
結

果
報

告

　
　

　
　

（
グ

リ
ー

ン
購

入
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

企
業

に
よ

る
グ

リ
ー

ン
購

入
の

取
組

の
拡

大
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①
 
行
政
機
関
に
よ
る
グ
リ

ー
ン
購
入
・
調
達
の

取
組
の
進
展

 

   
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

12
年
法
律
第

10
0
号
）
の
仕

組
み

 

国
等

の
各

機
関

環
境

大
臣

に
よ

る
必

要
な

要
請

・ 
調

達
方

針
を

作
成

・ 
調

達
方

針
に

基
づ

き
調

達
推

進

　
　
　
　
　
（
努

力
義

務
）

で
き

る
限

り
環

境
物

品
等

を
選

択

　
　

　
　

（
一

般
的

責
務

）

調
達

方
針

を
作

成
・
公

表

調
達

方
針

に
基

づ
き

調
達

推
進

調
達

実
績

の
取

り
ま

と
め

･公
表

事
業

者
・
国

民

「
基

本
方

針
」
の

策
定

  
・ 

調
達

推
進

の
基

本
的

方
向

  
・ 

特
定

調
達

品
目

及
び

判
断

の
基

準
な

ど

グ
リ

ー
ン

購
入

を
理

由
に

、
物

品
調

達
の

総
量

を
増

や
す

こ
と

と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮

第
1
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－

 5
6 
－

 

 

国
等
の
機

関
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
実
績
の
一
例
 

紙
類

80
,9

32
㌧

74
,9

58
㌧

92
.6

%
84

,6
46

㌧
83

,3
73

㌧
98

.5
%

文
具

類
86

4,
26

2
本

83
4,

36
6

本
96

.5
%

87
4,

48
3

本
86

7,
60

3
本

99
.2

%

39
9,

26
5

個
38

2,
91

2
個

95
.9

%
41

9,
38

6
個

41
5,

56
8

個
99

.1
%

2,
98

1
千

本
2,

83
0

千
本

94
.9

%
2,

64
3

千
本

2,
59

7
千

本
98

.2
%

2,
15

4
千

本
2,

04
7

千
本

95
.1

%
2,

15
2

千
本

2,
10

0
千

本
97

.6
%

1,
97

2
千

本
1,

84
4

千
本

93
.5

%
2,

04
2

千
本

1,
98

4
千

本
97

.1
%

14
,3

72
千

冊
14

,1
34

千
冊

98
.3

%
15

,5
01

千
冊

15
,3

47
千

冊
99

.0
%

61
6,

09
1

冊
60

0,
53

3
冊

97
.5

%
65

5,
11

1
冊

64
6,

29
2

冊
98

.7
%

Ｏ
Ａ

機
器

26
2,

18
1

台
25

1,
19

1
台

95
.8

%
31

0,
49

5
台

27
7,

77
1

台
89

.5
%

家
電

製
品

12
,9

73
台

12
,1

51
台

93
.7

%
13

,1
96

台
12

,8
70

台
97

.5
%

シ
ャ
ー
プ
ペ

ン
シ
ル

シ
ャ
ー
プ
ペ

ン
シ
ル
替
芯

ボ
ー
ル
ペ
ン

フ
ァ
イ
ル

バ
イ
ン
ダ
ー

マ
ー
キ
ン
グ

ペ
ン

鉛
筆

テ
レ
ビ
受
信

機

コ
ピ
ー
用
紙

総
調

達
量

①
分

野
品

目

②
／
①

特
定

調
達

物
品

等

の
調

達
量

②

　
平

成
１

３
年

度
及

び
平

成
１

４
年

度
に

お
け

る
国

等
の

機
関

の
環

境
物

品
等

の
調

達
実

績
は

、
ほ

と
ん

ど
の

品
目

に
お

い
て

９
０

％
以

上
の

高
い

割
合

で
調

達
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

　
国

等
の

公
的

部
門

で
の

優
先

的
な

環
境

物
品

等
の

調
達

の
推

進
は

、
グ

リ
ー

ン
購

入
に

伴
う

環
境

負
荷

低
減

に
寄

与
す

る
と

と
も

に
、

環
境

物
品

等
の

市
場

形
成

の
牽

引
役

と
な

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

平
成

１
３

年
度

調
達
率

②
／
①

コ
ン
ピ
ュ
ー

タ

平
成

１
４

年
度

総
調

達
量

①
特

定
調

達
物

品
等

調
達
率

の
調

達
量

②
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（

2）
 



 
－

 5
7 
－

 

    
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の
施
行
（
平
成

13
年

4
月
）
以
降
、
組
織
的
に
グ
リ
ー
ン
購
入
を
実
施
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
割
合
が
、

 
法
律
施
行
以
前
の
平
成

11
年
度
と
比
較
し
て
、
平
成

13
年
度
で
は

23
.6

%
、
平
成

14
年

度
で
は

38
.7

%
と
年
々
増
加
し
て
い
る
。

 
 

3
8
.7

%

1
0
0
.0

%

6
4
.4

%

2
7
.2

%

2
3
.6

%

9
4
.9

%

4
6
.3

%

1
2
.7

%

1
5
.1

%

8
1
.4

%

2
7
.7

%

7
.9

%

0
.0

%
2
0
.0

%
4
0
.0

%
6
0
.0

%
8
0
.0

%
1
0
0
.0

%

全
体

都
道

府
県

・
政

令
市

区
市

町
村

平
成

１
１

年
度

平
成

１
３

年
度

平
成

１
４

年
度

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
組
織
的
な
グ
リ
ー
ン
購
入
実
施
率

 

第
1
章

2.
（

2）
 



 
－

 5
8 
－

 

  
 ・
平
成

12
年
度
に
お
け
る
我
が
国

の
国
内
総
支
出

51
3

兆
円

の
う

ち
、

国
と

地
方

公
共

団
体

を
あ

わ
せ

て

11
.2

%
と

な
る

が
、

こ
れ

に
対

し
て

民
間

の
最

終
消

費

支
出
の
割
合
は

55
.9

%
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
終
消
費

支
出

に
お

け
る

国
及

び
地

方
公

共
団

体
の

割
合

は

16
.7

%
（

28
6
兆

8
千
億
円
）
と
な
る
。

 
 ・

例
え

ば
、

コ
ピ

ー
用

紙
、

文
具

類
の

筆
記

具
に

つ
い

て

は
、
平
成

12
年
度
か
ら
平
成

13
年
度
に
か
け
て
数

%
か
ら

20
%
台
の
間
で
国
内
出
荷
量
に
占
め
る
特
定
調
達

物
品

の
割

合
が

増
加

し
て
い

る
が

、
公

的
機
関

に
よ
る

初
期

需
要

の
創

出
が

そ
の
要

因
の

一
つ

と
な
っ

て
い
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
今
後

更
に

地
方

公
共
団

体
に
グ

リ
ー

ン
購

入
が

普
及

す
る
に

従
い

、
同

様
の
効

果
が
増

加
し
て
い
く
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
取
組
に
よ
る
市
場
形
成
効
果

 

平
成

１
２

年
度

名
目

国
内

総
支

出
の

内
訳

（
51

3兆
61
億

円
）

民
間
支
出

75
.1

%

財
貨
サ
ー
ビ
ス

の
純
輸
出

1.
2%

政
府
支
出

23
.7

%

国
内
民
間

総
資
本
形
成

19
.2

%

民
間
最
終

消
費
支
出

55
.9

%

一
般
政
府
の

最
終
消
費
支
出

16
.9

%

公
的

総
資
本
形
成

6.
8%

社
会
保
障

基
金
等

0.
05

%

社
会
保
障

基
金

5.
7%

中
央

2.
7%

地
方

8.
5%

中
央

1.
9%

地
方

4.
8%

図
１
　

名
目
国
内
総
支

出
の
内
訳
（
平

成
12
年
度
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

資
料
：
財
務
省
編
「
財
政
統
計
」
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－

 5
9 
－

 

    
(N

：
14

2、
複

数
回

答
) 

①
「
特
に
何
も
し
て
い
な
い
」

 
66

.9
%
 
（

95
団
体
）

 

②
「
業
者

登
録

の
際
に

、
環
境

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
の

導
入
状

況

を
記
入
さ
せ
て
い
る

」
 

11
.3

%
 
（

16
団
体
）

 

③
「
設
備
や
物
品
の
種
類
に
よ
っ
て
は
優
遇
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
」

 
 4

.2
%
 
（

 6
団
体
）

 

④
「
地
方
公
共
団
体
独
自
の
認
定
制
度
を
設
け
て
い
る
」

 
 3

.5
%
 
（

 5
団
体
）

 

⑤
「
公
共
事
業
の
内
容
に
よ
っ
て
は
優
遇
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
」

 
 3

.5
%
 
（

 5
団
体
）

 

出
典

：
環

境
省

 
平

成
13

年
度

環
境

報
告

書
の

促
進

方
策

に
関

す
る

検
討

会
報

告
書

 

   
 

グ
リ

ー
ン

購
入

を
行

な
う

際
、

メ
ー

カ
ー

や
取

引
先

の
環

境
へ

の
取

り
組

み
を

考
慮

し
て

優
先

的
な

購
入

を
行

っ
て

い
る

か
 

 
ど

の
よ

う
な

取
り

組
み

を
考

慮
し

て
い
る

か
 

 
全

体
 

（
回

答
 

団
体

数
）

 考
慮

し
て

購
入

し
て

い
る

 

考
慮

し
て

い
な

い
 

不
明

 
 

全
体

 
（

回
答

 
団

体
数

）
 環

境
マ

ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

て
い

る
 

IS
O

 
14

00
1

の

認
証

を
取

得
し

て
い

る
 

グ
リ

ー
ン

購
入

に
取

り
組

ん
で

い
る

 

積
極

的
な

環
境

情
報

の
開

示
を

し
て

い
る

 使
用

済
み

製
品

の
回

収
シ

ス
テ

ム
を

確
立

し
て

い
る

 運
輸

・
配

送
で

の
環

境
に

関
す

る
取

り
組

み
が

あ
る

 そ
の

他
 

不
明

 

都
道

府
県

・
政

令
指

定

都
市

 
51

 
19

.6
 

80
.4

 
- 

 
10

 
20

.0
 

40
.0

 
10

.0
 

10
.0

 
30

.0
 

20
.0

 
20

.0
 

- 

市
区

 
35

1 
15

.7
 

82
.1

 
2.

3 
 

55
 

21
.8

 
27

.3
 

65
.5

 
29

.1
 

43
.6

 
10

.9
 

9.
1 

- 
町

村
 

98
 

21
.4

 
76

.5
 

2.
0 

 
21

 
19

.0
 

23
.8

 
71

.4
 

19
.0

 
33

.3
 

9.
5 

14
.3

 
- 

そ
の

他
の

行
政

機
関

 
8 

37
.5

 
62

.5
 

- 
 

3 
33

.3
 

66
.7

 
33

.3
 

- 
33

.3
 

- 
- 

- 
出
典

：
G

PN
 

第
7
回

グ
リ

ー
ン

購
入

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
結

果
 

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
取
引
事
業
者
へ
の
優
遇
措
置
等

 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
事
業
者
へ
の
主
な
優
遇
措
置
等

 

取
引
先
の
環
境
に
関
す
る
取
り
組
み
評
価
の
実
施
状
況

 

第
1
章

2.
（

2）
 



 
－

 6
0 
－

 

②
 
グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ

ー
マ
ー
の
環
の
広
が

り
 

  
                   

 
 

 

質
問

：
商

品
の

購
入

時
に

環
境

保
全

に
関

す
る

広
告

表
示
を
ど
の
程
度
考
慮
す
る
か

 

出
典
：

公
正
取
引
委
員
会
 
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
調
査
（
平
成

12
年

7
月
）

 

 

消
費
者
に
よ
る
環
境
配
慮

 

第
1
章

2.
（

2）
 



 
－

 6
1 
－

 

質
問
 

日
用
品
で
環
境
に
や
さ
し
い
商
品
に
興
味
が
あ
る
か

 
質
問
 
購
入
の
と
き
重
視
す
る
こ
と
は

 

ラ
イ
オ
ン
株
式
会
社
調
べ
：
「
生
活
の
中
の
環
境
配
慮
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
よ
り
整
理

 
20

～
40

歳
代
の
全
国
の
主
婦

20
8
名
（
回
答
率

 
89

％
）

 

消
費
者
に
よ
る
環
境
配
慮

 

第
1
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－

 6
2 
－

 

 

 
イ
ギ
リ
ス
で

19
88

年
に
“

Th
e 

G
re

en
 C

on
su

m
er

 G
id

e”
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
日
本
で
も
環
境
に
配
慮
し
た
購
入
活

動
へ
の
関
心
が
た
か
ま
り
、
今
日
で
は
様
々
な
団
体
か
ら
同
様
の
ガ
イ
ド
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

 

グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
下
記
の
よ
う
な
「
グ
リ
ー
ン
・

コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー

10
原
則
」
を
掲
げ
て

い
る
。

 1.
 
必

要
な

も
の

だ
け

買
う

  
2.

 
ご

み
に

な
る

も
の

は
買

わ
な

い
、

容
器

は
再

使
用

で
き

る
も

の
を

選
ぶ

  
3.

 
使

い
捨

て
商

品
は

避
け

、
長

く
使

え
る

も
の

を
選

ぶ
  

4.
 
使

う
段

階
で

環
境

負
荷

が
少

な
い

も
の

を
選

ぶ
  

5.
 
つ

く
る

と
き

に
環

境
を

汚
さ

ず
、

つ
く

る
人

の
健

康
を

そ
こ

な
わ

な
い

も
の

を
選

ぶ
  

6.
 
自

分
や

家
族

の
健

康
や

安
全

を
そ

こ
な

わ
な

い
も

の
を

選
ぶ

  
7.

 
使

っ
た

あ
と

、
リ

サ
イ

ク
ル

で
き

る
も

の
を

選
ぶ

  
8.

 
再

生
品

を
選

ぶ
  

9.
 
生

産
・

流
通

・
使

用
・

廃
棄

の
各

段
階

で
資

源
や

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

浪
費

し
な

い
も

の
を

選
ぶ

  
10

. 環
境

対
策

に
積

極
的

な
店

や
メ

ー
カ

ー
を

選
ぶ

 

グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ガ
イ
ド

 

第
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（

2）
 



 
－

 6
3 
－

 

③
 
グ
リ
ー
ン
購
入
・
調
達

の
進
展
の
状
況

 

 
グ
リ

ー
ン
購
入
の
現
状

 
A.
グ
リ
ー
ン
購
入
に
取
組
ん
で
い
る
団
体
は

92
%
、
明
文
化
さ
れ
た
方
針
を
持
つ
団
体
は

53
%
で
あ
る
。

 
B.
実
績
把
握
・
目
標
設
定
を
行
っ
て
い
な
い
団
体
の
割
合
は
、
企
業

51
%
、
行

政
35

%
と
な
っ
て
い
る
。

 
C

.「
環
境
配
慮
型
商
品
の
販
売

額
が
増
加
し
た
」
企
業
が

60
%
、
で
あ
り
、
環
境
配
慮
型
商
品
の
販
売
割
合
は
、
全
商
品
平
均
で
販
売
額
の

35
%

を
占
め
て
い
る
。
「
顧
客
の
関
心
が
高
ま
っ
た
」
と
答
え
た
企
業
が

74
%
で
あ
る
。

 
D

.製
品
特
性
だ
け
で
な
く
取
引
先
の
環
境
へ
の
取
り
組
み
を
考
慮
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。

 
E.
グ
リ
ー
ン
購
入
の
内
容
は
、
製
品
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
に
も
及
ん
で
い
る
。

 

出
典
：

G
PN

 
第

7
回
グ
リ
ー
ン
購
入
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

グ
リ
ー
ン
購
入
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体

 

出
典
：

環
境
省
 
平
成
１
４
年
度
環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

グ
リ
ー
ン
購
入
の
取
組
状
況

 

第
1
章
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（

2）
 



 
－

 6
4 
－

 

     

出
典
：

G
N

P 
第

7
回
グ
リ
ー
ン
購
入
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

 

顧
客
の
環
境
配
慮
型
商
品
へ
の
関
心
の
変

化
状
況

 
商
品
分

野
ご
と
の
グ
リ
ー
ン
購
入
の
取
り
組
み
状
況

 

出
典
：

G
PN

 
第

7
回
グ
リ
ー
ン
購
入
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

 

第
1
章
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（

2）
 



 
－

 6
5 
－

 

④
 
環
境
面
か
ら
の
企
業
評

価
を
踏
ま
え
た
消
費

行
動

 

企
業
の
「
環
境
評
価
」
の

形
成
要
因
や
「
環
境
評
価

」
が
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
力

に
与
え
る
影
響
を
探
る
た

め
に
行
っ
た
調
査
（
日

経
BP

環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
第

4
回
ブ
ラ
ン
ド
力
調
査
）
の
結
果
で
は
、
「
環
境
評
価
」
と
「
利
用
意
向
度
」
、
「
環
境
情
報
接
触
度
」
と
「
利
用

意
向
度
」
の
間
に
は
強
い
相
関
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

 

「
企
業
認
知
度
」
：
環
境
面
と
は
関
係
な
く
、
企
業
を
ど
の

く
ら
い
知
っ
て
い
る
か
の
程
度

 
「

環
境

情
報
接

触
度

」
：
メ
デ

ィ
ア

や
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
、
環

境
報

告
書
な

ど
を
通

し
て
各

企
業

の
環
境

活
動
に

関
す
る

情
報

を
ど
の
く
ら
い
見
聞
き
し
た
か
、
回
答
者
自
身
が
感
じ
る
度
合
い

 
「
利
用
意
向
度
」
：
具
体
的
に
は
、
企
業
の

“利
用

”に
結
び

付
く
関
心
や
感
情
な
ど

 
 

 
      

・
企
業
収
益
に
つ
な
が
る
利
用
意
向
度
へ
の
影
響
は
、
「
環
境
評
価
」
が
、
「
企
業
認
知
度
」
よ
り
大
き
い
。

 
・

環
境

の
プ

ラ
ス

イ
メ

ー
ジ

が
企

業
の

環
境

評
価

を
高

め
る

度
合

い
は

、
環

境
の

マ
イ

ナ
ス

イ
メ

ー
ジ

が
企

業
の

環
境

評
価

を
下

げ
る

度
合
い
よ
り
も
大
き
い
。

 
・

積
極

的
に

環
境

情
報

を
発

信
し

、
環

境
評

価
を

高
め

て
い

く
こ

と
が

、
「

利
用

意
向

度
」
、

す
な

わ
ち

ブ
ラ

ン
ド

力
の

強
化

に
つ

な
が

る
可
能
性
が
、
高
く
な
っ
て
い
る
。

 

調
査
結
果
の
要
点

 

第
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－
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－

 

 
          

「
環
境
評
価
」
と
各
要
素
と
の

相
関
係
数
の
経
年
変
化

 

「
利
用
意
向
度
」
と
各
要
素
と
の
相
関
係
数
の
経
年
変
化

 

「
環
境
評
価
」
の
形
成
要
因
と
し
て
、
消
費
者
、
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
と
も
に
「
企
業
認
知
度

」「
環
境
情
報
接
触
度
」
が

0.
9

以
上

の
相
関
係
数
を
示
し

て
い

る
。
企
業
認
知

度
と

と
も
に
、
環
境
情
報
の
発
信
の

重
要
性
が
う
か
が
え
る
。

 

ブ
ラ
ン
ド
力
の
指
標
で
あ
る
「

利
用
意
向
度
」
へ
の
影
響

は
、

20
03

年
で
は
環
境
情
報
接
触
度
が
も
っ
と
も
相
関
が

高
く
、
ま
た
、
わ
ず
か
だ
が
、
企
業
認
知
度
よ
り
、
環
境

評
価
の
相
関
が
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
２
年
で
、

環
境
評
価
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
、
株
や
債
権
の
購

入
と
い
っ
た
企
業
利
用
に
ま
で
結
び
つ
く
度
合
い
が
強
ま

っ
て
い
る
。

 

環
境
情
報
と
の
接
触
が
大
き
い
ほ
ど
環
境
評
価
が
高
い

 

利
用
意
向
度
に
影
響
す
る
環
境
評
価
接
触
度
・
環
境
評
価

 

出
典
：
日
経

BP
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
第

4
回
ブ
ラ
ン
ド
力
調
査
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（
3）

サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
市

場
の
グ
リ
ー
ン
化
：

取
引
先
に
対
す
る
環

境
配
慮
の
要
求
の
進

展
 

 
背

　
景

対
応

策
と

し
て

の
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
の

グ
リ

ー
ン

化

　 　

取
引

先
企

業
の

環
境

配
慮

度
を

考
慮

自
ら

が
製

造
す

る
製

品
等

に
使

用
す

る
部

品
、

原
材

料
等

の
調

達
に

当
た

っ
て

、
当

該
部

品
、

原
材

料
等

の
環

境
配

慮
度

を
考

慮

原
材

料
等

の
環

境
配

慮
度

を
考

慮
取

引
先

の
選

定
に

当
た

っ
て

、
IS

O
1
4
0
0
1
の

認
証

取
得

、
環

境
報

告
書

の
作

成
等

の
当

該
取

引
先

の
環

境
配

慮
の

取
組

を
考

慮

C
S
R
の

理
念

の
進

展

部
品

や
材

料
の

一
部

に
環

境
配

慮
が

不
十

分
な

も
の

が
含

ま
れ

て
い

た
場

合
、

社
会

か
ら

の
批

判
は

最
終

製
品

の
製

造
メ

ー
カ

ー
に

も
及

ぶ
状

況
に

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

は
グ

ロ
ー

バ
ル

な
規

模
で

拡
大

し
て

お
り

、
グ

ロ
ー

バ
ル

に
展

開
す

る
企

業
に

限
ら

ず
、

取
引

先
の

環
境

配
慮

は
世

界
各

国
の

企
業

に
関

わ
る

切
実

な
課

題
と

し
て

浮
上

○
原

材
料

の
選

定
に

当
た

り
、

約
６

割
の

企
業

が
、

グ
リ

ー
ン

調
達

基
準

書
や

グ
リ

ー
ン
調

達
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

な
ど

に
よ

り
、

製
品

の
製

造
に

使
用

す
る

資
材
の

購
買

活
動

に
当

た
っ

て
グ

リ
ー

ン
調

達
を

実
施

（
平

成
1
4
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

）

○
さ

ら
に

、
取

引
先

の
選

定
に

当
た

っ
て

、
I
S
O
1
4
0
0
1
認

証
取

得
や

環
境

報
告

書
の

策
定
・

公
表

な
ど

の
実

施
を

求
め

て
い

る
企

業
は

約
１

割
に

の
ぼ

り
、

選
定

基
準

を
設

け
て

は
い

な
い

が
考

慮
は

し
て

い
る

企
業

も
あ

わ
せ

る
と

、
約

６
割
の

企
業

が
取

引
先

の
環

境
配

慮
を

考
慮

（
平

成
1
4
年
度

環
境

に
や

さ
し

い
企
業

行
動

調
査

）
。

過
半

数
以

上
の

事
業

者
が

取
引

先
の

環
境

配
慮

を
考

慮

最
終

製
品

メ
ー

カ
ー

に
お

け
る

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

の
グ

リ
ー

ン
化
対

応
の

効
率

化
を

図
る

必
要

性
か

ら
、

化
学

物
質

の
使

用
に

係
る
調

達
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

共
通

化
を

国
内

関
連

企
業

グ
ル

ー
プ

で
目
指

す
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
を

海
外

の
業

界
団

体
と

も
連

携
し

て
、

国
際

標
準

化
を

目
指

し
た

取
組

が
進

展

最
終

製
品

メ
ー

カ
ー

に
よ

る
連

携
・
協

力
の

進
展

さ
ら

な
る

取
組

の
進

展

欧
州

市
場

等
に

お
け

る
製

品
に

係
る

環
境

規
制

強
化

の
流

れ
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1
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①
 
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
背
景

 

 

 欧
州
連
合
（

EU
）
加
盟
国
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
欧
州
指
令
に
よ
っ
て
廃
棄
物
中
の
重
金
属
削
減
を
目
的
に
、
電
子
機
器
、
自
動
車
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
包
装
材
料
に
鉛
・
カ
ド
ミ
ウ
ム
・
水
銀
・
六
価
ク
ロ
ム
の
重
金
属
等
の
含
有
量
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

 
 ・
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
へ
の
使
用
制
限
指
令
（
欧
州
指
令

91
/3

88
/E

EC
）

 
・
電
気
・
電
子
機
器
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
使
用
制
限
に
関
す
る
指
令
（

R
oH

S
指
令
）
（
欧
州
指
令

20
02

/9
5/

EC
）

 
・
廃
自
動
車
指
令
（

EL
V
指
令
）
（
欧
州
指
令

20
00

/5
3/

EC
）

 
・
包
装
・
包
装
廃
棄
物
指
令
（
欧
州
指
令

94
/6

2/
EC

）
 

 

欧
州
に
お
け
る
製
品
・
廃
棄
物
関
係
の
法
制
化
の
進
展

 

第
1
章

2.
（

3）
 



 
－

 6
9 
－

 

   
 

出
典

：
ソ

ニ
ー

株
式

会
社

 
H

P 

ソ
ニ
ー
株
式
会
社
の
事
例
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②
 
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に

お
け
る
環
境
対
応
を

求
め
る
動
き

 

 

 
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
環
境
対
応
を
求
め
る
動
き

 

出
典
：
環
境

省
 
平
成

14
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

結
果

 
出

典
：

環
境

省
 

平
成

14
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

結
果
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③
 
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全

体
で
の
環
境
配
慮
の

取
組
事
例

 

・
納

入
企
業
の
グ
リ
ー
ン
化
促
進
の
観
点
か
ら
、「

グ
リ
ー
ン
な
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
」
の
購
入
に
加
え
て
、「

グ
リ
ー
ン
調
達
指
針
」
の
中

に
、
環
境
保
全
体
制
の
整
備
、
環
境
保
全
活
動
の
推
進
等
の
要
求
事
項
を
盛
り
込
む
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

 
・
欧
州
の
電
気
・
電
子
工
業
協
会
で
は
、
各
種
の
製
品
に
含
有
さ
れ
る
特
定
の
化
学
物
質
を
自
己
宣
言
す
る
た
め
の
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
と

、
・

自
己
宣
言
の
基
準
と
な
る
環
境
に
影
響
を
与
え
る
恐
れ
の
あ
る
化
学
物
質
の
解
説
・
リ
ス
ト
化
が
進
ん
で
い
る
。

 
・
日
本
で

は
、
グ
リ

ー
ン

調
達
調
査

共
通
化
協

議
会

（
JG

PS
SI
）
に
よ
っ
て

調
査
用
フ

ォ
ー
マ
ッ

ト
と

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
が
定

め
ら

れ
て

い
る
。

 
・

グ
リ
ー

ン
調
達

調
査

共
通

化
協
議

会
（

JG
PS

SI
）

の
取
組

は
、
欧

州
の

電
気

・
電
子

工
業
協

会
（

EI
C

TA
）
及

び
米
国

電
子

工
業

会

（
EI

A）
、
と
の
連
携
の
動
き
が
あ
る
。

 
     

  
環
境
関
連
物
質
を
適
切

に
管
理
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
取
引
先
に
よ
る
原
材
料

/部
品
取
引
先
様
に
環
境
品
質
保
証
体
制
（
グ
リ
ー
ン

パ
ー
ト
ナ
ー
環
境
品
質
認
定
）
の
構
築
を
進
め
て
い
る
。

 

A.
グ
リ
ー
ン
調
達
の
体
系

 

  
    

グ
リ
ー
ン
調
達
の
仕
組

 

ソ
ニ
ー
株
式
会
社
の
事
例
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B.
部
品
調
達
先
に
求
め
る

5
段
階
の
目
標

 

各
社
の
目
標
達
成
を
支

援
す
る
一
方
、
対
応
で
き
な
い
企
業
と
の
取
引
を
見
直
す
。

 

       
 

 

   
   

レ
ベ

ル
Ｅ

：
自

社
の

環
境

に
関

す
る

取
組

の
現

状
を

「
環

境
活

動
レ

ポ
ー

ト
」
に
ま
と
め
て
報
告

 

レ
ベ
ル
Ｄ
：
化
学
物
質
の
削
減
・
廃
止
期
限
の
設
定

 

レ
ベ
ル
Ｃ
：

Pb
、

C
d、

H
g
な
ど
有
害
物
質
を
含
ま

な
い
部
品
の
開
発

 

レ
ベ
ル

B：
工
場
の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や

C
O

2
の
排
出
抑
制

 

レ
ベ
ル

A：
IS

O
14

00
0
シ
リ
ー
ズ
の
取
得

 

出
典
：
ソ
ニ
ー
株
式
会
社
 
環
境
品

質
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
 

［
原
材
料
料

/
部

品
取
引
先
用

］
 

5
段
階
評
価
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松
下
電
器
産
業
株
式
会
社
で
は
、
資
材
の
グ
リ
ー
ン
調
達
に
つ
い
て
、
資
材
の
選
定
基
準
の
ほ
か
に
、
購
入
先
の
選
定
基
準
を
設
け
て
い
る
。

 
同
社
の
調
達
先
の
選
定
基
準
は
、

IS
O

14
00

1 
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
以
下
の
通
り
。

 
 

購
入
先
の
選
定
基
準

 
①
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（

EM
S）

を
構
築
し
、
常
に
維
持
向

上
に
努
め
て
い
る
こ
と

 
②

環
境

保
全

活
動
に

関
す

る
企

業
理

念
・

方
針
を

有
し

、
関

連
会

社
を

含
む
全

部
門

、
全

従
業

員
に
周
知
す
る
と
共
に
、
一
般
の
人
々
に
も
開
示
し
て
い
る
こ
と

 
③
環
境
保
全
活
動
を
推
進
す
る
組
織
お
よ
び
環
境
管
理
計
画
を
有
す
る
こ
と

 
④

法
規

制
や

製
品
ア

セ
ス

メ
ン

ト
お

よ
び

環
境
側

面
を

評
価

・
管

理
す

る
シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

て
改
善
を
進
め
て
い
る
こ
と

 
⑤

環
境

保
全

に
関
す

る
教

育
・

啓
蒙

を
従

業
員
お

よ
び

関
連

す
る

業
務

従
事
者

に
対

し
行

な
っ

て
い
る
こ
と

 
⑥
省
資
源
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
排
ガ
ス
抑
制
等
の
た
め
の
物
流
合
理
化
に
取
組
ん
で
い
る
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
出
典
：
松
下
電
器
グ
ル
ー
プ
 
グ
リ
ー
ン
調
達
基
準
書

 

松
下
電
器
産
業
株
式
会
社
の
事
例
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 サ
プ
ラ
イ

チ
ェ

ー
ン
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

に
お

け
る
調

達
基
準
の
項

目
に

、
「
環

境
」
の
要
素

に
加

え
て
「

社
会
的
責
任

」
に

関
す
る

要
素
を
取
り

入
れ

る
ケ

ー
ス
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

 
 

 
 

ア
サ
ヒ

ビ
ー
ル

株
式

会
社

で
は
、

購
買
基

本
方

針
の

な
か
に

、
「
環

境
や

社
会

的
責
任

へ
の
配

慮
」

を
取

り
入
れ

、
新
規

の
取

引
に

際
し
て

は
、
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
と
と
も
に
、
取
引
を
継
続
す
る
場
合
も
繰
り
返
し
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
 ●
環
境
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目

 
製
造
工
程
に
つ
い
て

 
1.

 
IS

O
14

00
1
の

認
証

を
取

得
し

て
い

る
 

2.
 

IS
O

14
00

1
の

認
証

を
半

年
以

内
に

取
得

予
定

で
あ

る
 

3.
 

自
主

的
な

環
境

保
全

へ
の

取
り

組
み

（
上

記
1.

2.
項

が
N

o
の

場
合

の
み

）
 

3.
1  

環
境

保
全

に
対

す
る

方
針

ま
た

は
経

営
理

念
が

あ
る

 
3.

2  
関

係
す

る
環

境
関

連
法

規
制

を
把

握
し

遵
守

を
確

認
し

て
い

る
 

3.
3  

C
O

2
削

減
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

、
グ

リ
ー

ン
購

入
に

関
す

る
目

標
、

計
画

を
設

定
し

、
実

績
を

把
握

し
て

い
る

 
3.

4  
環

境
管

理
組

織
が

あ
る

 
3.

5  
上

記
組

織
に

経
営

ト
ッ

プ
が

参
加

し
て

い
る

 
3.

6  
過

去
３

年
間

関
係

監
督

官
庁

か
ら

勧
告

や
罰

則
を

受
け

て
い

な
い

 
3.

7  
環

境
保

全
へ

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
内

部
監

査
を

実
施

し
て

い
る

 
3.

8  
環

境
保

全
上

の
緊

急
事

態
へ

の
対

応
方

法
が

明
ら

か
に

な
っ

て
い

る
 

3.
9  

環
境

保
全

活
動

を
報

告
で

き
る

 
4.

 
製

造
工

程
で

別
表

１
の

使
用

禁
止

物
質

を
使

用
し

て
い

な
い

 
5.

 
製

造
工

程
で

別
表

２
の

物
質

を
管

理
し

使
用

量
削

減
を

目
指

し
て

い
る

 
6.

 
事

業
活

動
で

発
生

す
る

廃
棄

物
の

3R
（

リ
デ

ュ
ー

ス
、

リ
ユ

ー
ス

、
リ

サ
イ

ク
ル

）
に

努
め

て
い

る
 

7.
 

発
生

廃
棄

物
の

最
終

処
分

ま
で

の
流

れ
を

評
価

・
検

証
す

る
仕

組
み

が
あ

る
 

8.
 

委
託

物
流

会
社

も
含

め
物

流
に

お
け

る
環

境
負

荷
低

減
目

標
と

、
そ

の
実

現
の

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
あ

る
 

 

グ
リ
ー
ン
調
達
基
準
の
「
社
会
的
責
任
」
へ

の
拡
大

 

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
株
式
会
社
の
事
例
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納
入
さ
れ
る
製
品
に
つ
い
て

 
1.

 
原

料
・

容
器

に
は

別
表

３
の

物
質

を
含

ん
で

い
な

い
 

2.
 

原
料

・
容

器
以

外
の

外
装

材
な

ど
で

は
別

表
４

の
物

質
を

管
理

し
て

い
る

 
*1

 
3.

 
製

品
省

資
源

化
に

努
め

て
い

る
 

4.
 

製
品

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
る

 
5.

 
包

装
材

料
の

軽
量

化
に

努
め

て
い

る
 

6.
 

包
装

材
料

の
リ

サ
イ

ク
ル

化
を

進
め

て
い

る
 

 ●
社
会
的
責
任
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項

目
 

1.
 

企
業

倫
理

方
針

や
規

定
、

あ
る

い
は

そ
れ

に
類

す
る

も
の

を
定

め
て

い
る

 
2.

 
法

令
お

よ
び

企
業

倫
理

方
針

（
規

定
）

を
遵

守
さ

せ
る

方
策

を
講

じ
て

い
る

 
3.

 
苦

情
対

応
等

、
社

会
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
担

当
す

る
窓

口
が

あ
り

、
か

つ
、

迅
速

な
対

応
が

可
能

な
体

制
が

で
き

て
い

る
 

4.
 

消
費

者
に

正
確

か
つ

適
切

な
企

業
情

報
・

製
品

情
報

を
継

続
的

に
提

供
し

て
い

る
 

5.
 

国
内

外
の

事
業

所
及

び
協

力
会

社
に

お
い

て
、

よ
り

安
全

で
衛

生
的

な
職

場
環

境
を

提
供

す
る

措
置

を
講

じ
て

い
る

 
6.

 
国

内
外

の
事

業
場

及
び

協
力

会
社

に
お

い
て

、
男

女
・
障

害
者

・
人

種
等

に
対

す
る

差
別

の
排

除
と

社
会

的
弱

者
に

対
す

る
配

慮
を

行
っ

て
い

る
 

7.
 

国
内

外
の

事
業

場
及

び
協

力
会

社
に

お
い

て
、

児
童

労
働

・
強

制
労

働
が

発
生

し
な

い
措

置
を

講
じ

て
い

る
 

8.
 

社
会

と
の

共
生

を
め

ざ
し

、
方

針
を

定
め

、
社

会
へ

の
支

援
活

動
行

っ
て

い
る

 
9.

 
国

内
外

の
公

務
員

に
対

し
贈

賄
を

禁
止

す
る

定
め

を
持

ち
、

遵
守

を
求

め
て

い
る

 
10

.  
談

合
価

格
協

定
禁

止
に

関
す

る
定

め
を

持
ち

、
遵

守
を

求
め

て
い

る
 

11
.  

社
会

的
責

任
に

関
す

る
何

ら
か

の
国

際
憲

章
に

参
加

し
社

会
的

誓
約

を
行

っ
て

い
る

（
例

え
ば

、
グ

ロ
ー

バ
ル

コ
ン

パ
ク

ト
な

ど
）

 
Ye

s
の

場
合

：
参

加
し

て
い

る
国

際
憲

章
 

 
出
典
：
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
株
式
会
社
の

H
P 
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グ
リ
ー
ン
調
達
に
関
連
し
て
、
最
終
製
品
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て

“R
oH

S
指
令

”に
代
表
さ
れ
る
特
定
の
化
学
物
質
を
制
限
す
る
法
規
制
へ
の

対
応
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
指
令
に
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
、
最
終
製
品
メ
ー
カ
ー
は
製
品
を
出
せ
な
く
な
る
。

 
ま
た
、
グ

リ
ー
ン

調
達
を

進
め
る
う

え
で
、

“川
上

”の
素
材
メ

ー
カ
ー

か
ら
、

部
品
メ
ー

カ
ー
の

一
次
／

二
次
請
け

な
ど
を

経
て
、

“川
下

”
の
最
終
製
品
メ
ー
カ
ー
に
至
る
過
程
で
、
化
学
物
質
に
関
す
る
情
報
が
伝
達
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

 
 

●
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
現
状

 
JG

PS
SI

参
加
の
Ａ
最
終
製
品
メ
ー
カ
ー
で
は
、
複
写
機
を
例
に
取
る
と
、

25
0
社
、

2
万

5,
00

0
種
類
の
部
品
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
他
の
製
品
を
含
め
る
と
、
一
次
取
引
先
は
約

3,
00

0
社
に
な
る
。

 
 

JG
PS

SI
参
加
の
電
気
／
電
子
機
器
の
調
査
対
象
企
業
（
一
次
取

引
先
）
の
例

 
区
 
分

 
Ａ
社

 
Ｂ
社

 
Ｃ
社

 
Ｄ
社

 
国
内
取
引
先

 
1,

50
0
社

 
5,

50
0
社

 
海
外
取
引
先

 
1,

50
0
社

 
9,

00
0
社

 
4,

20
0
社

 
2,

50
0
社

 

合
 
計

 
3,

00
0
社

 
14

,0
00

社
 

4,
20

0
社

 
2,

50
0
社

 

 
JG

PS
SI

に
は
最
終
製
品
メ
ー
カ
ー

30
社
が
参
加
し
て
お
り
、
上
記
の
例
か
ら

見
る
と
、
一
次
請
け
メ
ー
カ
ー
が

1
社
平
均
約

3,
00

0
社
、

全
体
で
約

90
,0

00
社
に
達
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
二
次
、
三
次
請
け
メ
ー
カ
ー
を
加
え
る
と
、

10
万

社
を

超
え

る
と

言
わ

れ
て

い
る

。
 

 
   

グ
リ
ー
ン
調
達
の
共
通
化

 

グ
リ
ー
ン
調
達
調
査
共
通
化
協
議
会
（

JG
PS

SI
）
の
取
組
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●
グ
リ
ー
ン
調
達
調
査
の
課
題

 
       

 
●
共
通
化
の
取
組

 
約

2,
50

0
種
類
の
化
学
物
資
を

29
種
類
の
共
通
調
査
対
象
物
質
群
に
分
類
す
る
と
と
も
に
、
“川

上
”か

ら
“川

下
”ま

で
協
力
し
共
通

の
フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

を
開

発
・

活
用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
部

品
・

材
料

に
含

有
す

る
化

学
物

質
調

査
に

か
か

わ
る

取
引

先
の

調
査

労
力

の
軽

減
と

、

回
答
品
質
の
向
上
を
目
指
す
。

 
 

・
情
報
の
共
通
化

 
共
通
調
査
対
象
物
質
群
の
決
定

 
レ
ベ
ル

A
物
質
 

15
群

 
国

内
外

の
法

律
で

禁
止

・

制
限

・
報

告
義

務
が

あ
る

も
の

 

カ
ド

ミ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物
な
ど

 

レ
ベ
ル

B
物
質
 

14
群

 
リ

サ
イ

ク
ル

の
推

進
な

ど
、

主
に

持
続

的
な

資
源

の
利

用
の

た
め

に
調

査
す

る
も
の

 

ア
ン

チ
モ

ン
及

び
そ

の
化

合
物
な
ど

 

 
・
回
答
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と

調
査
回
答
を
行
う
ツ
ー
ル
（
ソ
フ
ト
）
の
共
通
化

 
 

Ｂ
社

 
Ｃ

社
 

共
通
調
査
対
象

 
29

物
質
群

 

Ａ
社

 

・
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
数
が
非
常
に
多
い
：
一
次
か
ら
三
次
メ
ー
カ
ー
を
考
慮
す
る
と

、
JG

PS
SI

加
盟
の

30
社
で
、

10
万

社
を
超
え
る
と
の
推
定
も
あ
る
。

 
・
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
負
担
が
大
き
い
：
対
象
と
す
る
化
学
物
質
の
数
が
多
く
（
約

2,
50

0
物
質
）
、
ま
た
、
各
社
の
化
学
物

質
調
査
の
グ
リ
ー
ン
調
達
基
準
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。

 
・
調
査
の
時
間
・
精
度
に
問
題
が
あ
る

 

参
考
：

JG
PS

SI
資
料
、
日
経
エ
コ
ロ
ジ
ー
／

20
03

年
11

月
号
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3.
環

境
配
慮
の
取
組
に
対
す

る
外
部
評
価
の
進
展

 

 

社
会

か
ら

の
要

請
の

高
ま

り

単
な

る
規

制
遵

守
か

ら
自

主
的

取
組

へ

環
境

面
も

含
め

た
総

合
的

な
取

組
へ

市
場

か
ら

の
要

請
の

高
ま

り

取
引

先
に

対
す

る
環

境
配

慮
の

要
求

の
進

展

環
境

配
慮

型
市

場
の

発
展

環
境

面
を

含
め

た
社

会
的

責
任

投
資

の
進

展

環
境

配
慮

に
対

す
る

要
求

の
高

ま
り

環
境

面
も

含
め

た
企

業
評

価
が

活
発

化

○
環
境
面
を

含
め
た
「
企
業
の
社
会
的
責
任

」
（

Ｃ
Ｓ

Ｒ
）
と

い
う

観
点

か
ら
企
業
を

評
価
す
る
動
き
が
拡
大
。

○
既
に
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
観
点
か
ら
の
民
間
の
評
価

機
関

が
数

多
く
存

在
し

、
機

関
投
資
家
が

投
資
判
断
を
下
す
際
や
消
費
者

が
商

品
選

択
を
す

る
際

に
こ

う
し
た
評
価

を
利
用
す
る
な
ど
、
様
々
な
利

害
関

係
者

に
広
く

浸
透

。

欧
米

諸
国
の
取

組
（

環
境
・

社
会

両
面
の

評
価

）

○
企

業
や
商

品
の
環
境
的
側
面
に
係
る
情
報
提
供
の
動
き
や
企
業
に
対
す
る
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
等
を
基
に
企
業
を
ラ
ン
キ
ン
グ
す
る
動
き
が
拡
大
。

（
具

体
例
）

　
・

環
境
経

営
度
調
査
（
日
本
経
済
新
聞
社
）

　
・

環
境
ブ

ラ
ン
ド
調
査
（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
な
ど

我
が
国

の
取

組
（
主
と

し
て
環

境
面
の

評
価

）

具
体

的
に

は

環
境

面
も

含
め

た
総

合
的

な
企

業
価

値
が

評
価

さ
れ

る
よ

う
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

時
代
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①
 
環
境
配
慮
の
取
組
に
対

す
る
外
部
評
価
の
類

型

• 
環
境
経
営
度
ラ
ン
キ
ン
グ
（
日
本
経
済
新
聞
社
）

 
上
場
、
非
上
場
の
製
造
業
有
力
企
業
を
対
象
に
調
査
を
実
施
、
ラ
ン
キ
ン
グ

 
• 

環
境
ブ
ラ
ン
ド
調
査
（
日
経

BP
）

 
各
業
種

の
売
上
上
位
企
業

56
0
社

 
消
費
者
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
評
価
結
果
を
ラ
ン
キ
ン
グ

 
• 

ト
ー
マ
ツ
審
査
評
価
機
構

 
環
境
報
告
書
発
行

33
0
社
（

20
03

年
）

 
公
開
情
報
（
環
境
報
告
書
）
か
ら
評
価

 
AA

A～
Ｃ
の

9
ラ
ン
ク
で
格
付
け
、
上
位
公
表
 
 
等

 

・
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
号
事
件

 
・
ナ
イ
キ
事
件

 
・
シ
ェ
ル
：
北
海
油
田
石
油
貯
蔵
施
設
海
洋
投
棄
事
件

 等
 

③
一
般
社
会
か
ら
の
評
価

 

ア
．
ブ
ラ

ン
ド
力
評
価

 

• 
融

資
審

査
で

の
企

業
の

環
境

リ
ス

ク
評

価
、

成

長
性
評
価
の
た
め
の
環
境
経
営
評
価

 
• 

一
般

保
険

引
受

で
の

環
境

リ
ス

ク
評

価
、

新
規

補
償
機
会
獲
得
の
た
め
の
環
境
経
営
評
価

 

イ
.
融
資
・
保
険
契
約
上
の
評
価
 

ア
.
投
資
市
場
で
の
評
価
 

• 
エ
コ
フ
ァ
ン
ド

 
• 

SR
Iフ

ァ
ン
ド

 
評

価
機

関
等

の
評

価
結

果
を

反
映

し
て

組
み

入

れ
銘
柄
が
決
定
さ
れ
る
。

 

①
金
融
市
場
に
お
け
る
評
価

 

ア
．
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
の
評
価

 

調
達
基
準
へ
の
適
合

 
・
素
材
の
調
達

 
・
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
取
組

 
・
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築

 

②
商
品
市
場
で
の
評
価

 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
評
価

 

グ
リ
ー
ン
購
入
に
関
連
す
る
評
価

 
・
グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ガ
イ
ド

 
・
企
業
の
社
会
的
責
任
面
を
評
価

 
利
用
者
は
投
資
家
、
消
費
者
（
商
品
選
択
に
も
参
考

と
な
る
）

 

イ
．
社
会
的
不
公
正
等
に
関
連
す
る
評
価
、
風
評
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②
 
日
本
政
策
投
資
銀
行
に

よ
る
環
境
配
慮
型
経

営
促
進
事
業
の
事
例

 

   
(1

)環
境
配
慮
型
経
営
を
行
っ
て
い
る
企
業
を
選
定

 
 
 
 
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
（
次
頁
）
に
よ
り
環
境
配
慮
型
経
営
度
を
評
点
化

 
 
 
 
 
①
経
営
全
般
（
ｶ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ﾅ
ﾝ
ｽ
・
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ
・
情
報
開
示
等
）

 
 
 
 
 
②
事
業
関
連
（
研
究
開
発
・
ｻ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｲ
ﾁ
ｪ
ｰ
ﾝ
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
・
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
等
）

 
 
 
 
 
③
環
境
ﾊ
ﾟ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾏ
ﾝ
ｽ
（
温
室
効
果
ｶ
ﾞ
ｽ
・
水
資
源
・
廃
棄
物
等
）

 
(2

)環
境
負
荷
低
減
に
資
す
る
事
業
活
動
を
幅
広
く
支
援

 
(3

)融
資
対
象
企
業
の
環
境
配
慮
型
経
営
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 
 

 
  

(1
)わ

が
国
で
初
め
て
「
環
境
格
付
け
」
の
手
法
を
用
い
た
融
資
制
度
を
創
出

 
(2

)社
債
保
証
に
も
活
用
 
 

 
(3

)環
境
省
の
「
環
境
ﾊ
ﾟ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾏ
ﾝ
ｽ
指
標
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
」
に
準
拠

 
(4

)中
堅
・
中
小
企
業
の
利
用
に
資
す
る
配
慮

 
(5

)製
造
業
・
非
製
造
業
の
各
業
種
に
対
応
す
る
項
目
の
設
定

 
(6

)特
に
優
れ
た
事
例
に
対
応
す
る
た
め
加
点
項
目
を
整
備

 
 

環
境
配
慮
型
経
営
促
進
事
業
の
概
要

 

日
本
政
策
投
資
銀
行
資
料
よ
り
作
成

 

約
10

0
の
評
価
項
目

 

環
境
配
慮
型
経
営
促
進
事
業
の
特
色
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企 業

環 境 ス ク リ ー ニ ン グ の 実 施

私
募

債
へ

の
保

証

融
資

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
特

に
先

進
的

と
認

め
ら

れ
る

企
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

策
金

利
Ⅲ

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
十

分
と

認
め

ら
れ

る
企

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

策
金

利
Ⅰ

モ ニ タ リ ン グ　 告 知 義 務

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
先

進
的

と
認

め
ら

れ
る

企
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

政
策

金
利

Ⅱ

（
対

象
外

）

申
込

日
本

政
策

投
資

銀
行

資
料

よ
り

作
成

企 業

環 境 ス ク リ ー ニ ン グ の 実 施

私
募

債
へ

の
保

証

融
資

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
特

に
先

進
的

と
認

め
ら

れ
る

企
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

策
金

利
Ⅲ

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
十

分
と

認
め

ら
れ

る
企

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

策
金

利
Ⅰ

モ ニ タ リ ン グ　 告 知 義 務

環
境

へ
の

配
慮

に
対

す
る

取
り

組
み

が
先

進
的

と
認

め
ら

れ
る

企
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

政
策

金
利

Ⅱ

（
対

象
外

）

申
込

日
本

政
策

投
資

銀
行

資
料

よ
り

作
成

環
境
配
慮
型
経
営
促
進
事
業
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
フ
ロ
ー
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第
2
章
 
事
業
活
動
に
お
け

る
環
境
配
慮
の
取
組

の
進
展

 
 1.
企

業
に
お
け
る
環
境
配
慮

の
考
え
方
の
深
化

 

 

環
境

配
慮

へ
の

取
組

は
社

会
貢

献
の

一
つ環

境
配

慮
に

向
け

た
自

主
的

積
極

的
な

行
動

へ

環
境

配
慮

へ
の

取
組

は
企

業
の

業
績

を
左

右
す

る
重

要
な

要
素

の
一

つ

環
境

配
慮

へ
の

取
組

は
企

業
戦

略
の

中
核

的
要

素

意
識

の
変

化

社
会

や
市

場
か

ら
の

要
求

の
高

ま
り

環
境

保
全

意
識

の
高

ま
り

事
業

活
動

と
環

境
と

の
関

わ
り

の
増

大
環

境
制

約
の

高
ま

り

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
構

築
・
IS

O
14

00
1等

事
業

者
の

環
境

配
慮

の
取

組
の

進
展

取
組

状
況

の
情

報
開

示
・
環

境
報

告
書

・
環

境
ラ

ベ
ル

環
境

へ
の

取
組

成
果

を
把

握
す

る
た

め
の

自
己

評
価

手
法

・
環

境
会

計
・
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

評
価

指
標

・
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

・ア
セ

ス
メ

ン
ト

背
　

景

環
境

配
慮

の
た

め
の

具
体

的
な

手
法

第
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企
業
の
環
境
に
関
す
る
考
え
方

 

企
業
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
考
え
方
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2.
企

業
の
自
主
的
な
環
境
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
展
開

 

 

第
2
章

2.
 

E
M

A
S

（
E
U

独
自

の
環

境
ﾏ

ﾈ
ｼ
ﾞ

ﾒﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
規

格
）

○
欧

州
独

自
の

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ・

監
査

規
格

　
で

あ
り

、
以

下
の

五
つ

の
要

求
事

項
を

満
　

た
し

た
組

織
・
事

業
所

を
認

証
。

　
　

①
環

境
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

　
　

②
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
施

と
　

　
　

　
環

境
監

査
　

　
③

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
環

境
　

　
　

　
声

明
書

（一
種

の
環

境
報

告
書

）
の

作
成

　
　

④
環

境
声

明
書

の
第

三
者

人
に

よ
る

検
証

　
　

⑤
環

境
声

明
書

の
所

轄
官

庁
へ

の
提

出
と

　
　

　
公

表
○

認
証

取
得

事
業

者
は

、
環

境
優

良
企

業
と

し
て

　
官

報
に

告
示

。
ま

た
、

ロ
ゴ

マ
ー

ク
の

使
用

が
可

　
能

。

Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｓ

の
概

要

○
ＩＳ

Ｏ
1
40

0
1は

、
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

仕
様

（
ス

ペ
ッ

ク
）

を
定

め
た

規
格

で
あ

り
、

ＩＳ
Ｏ

規
格

に
沿

っ
た

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
際

に
守

ら
な

け
れ

ば
い

け
な

い
事

項
が

盛
り

込
ま

れ
て

い
る

。
○

ＩＳ
Ｏ

1
40

0
1の

基
本

的
な

構
造

は
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

と
呼

ば
れ

、
（１

）
方

針
・計

画
（P

la
n
）、

（２
）
実

施
（D

o）
、

（３
）
点

検
（
C

he
ck

）
、

（４
）
是

正
・見

直
し

（A
c
t）

と
い

う
プ

ロ
セ

ス
を

繰
り

返
す

こ
と

に
よ

り
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
レ

ベ
ル

を
継

続
的

に
改

善
し

て
い

こ
う

と
い

う
も

の
で

あ
る

。

IS
O

1
4
0
0
1
の

概
要

○
我

が
国

の
IS

O
1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
1
4
,3

0
9
件

（
世

界
全

体
の

約
2
割

）
に

上
っ

て
お

り
、

我
が

国
の

登
録

件
数

が
世

界
の

国
々

の
中

で
は

最
多

。
○

 日
本

で
は

、
当

初
、

電
気

機
械

・
一

般
機

械
・
化

学
工

業
と

い
っ

た
輸

出
型

の
業

種
で

IS
O

1
4
0
0
1
認

証
取

得
が

伸
び

を
見

せ
た

が
、

最
近

で
は

、
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
通

じ
た

環
境

配
慮

の
実

践
、

取
引

先
の

要
請

な
ど

か
ら

様
々

な
業

種
に

広
が

り
を

見
せ

て
い

る
。

日
　

本
米

国
の

IS
O

1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
3
,4

7
4
件

米
　

国

欧
州

（
Ｅ

Ｕ
圏

内
）
で

の
IS

O
1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
2
3
,6

0
7
件

欧
　

州

IS
O

14
0
01

（環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

国
際

規
格

）

世
界

全
体

で
の

IS
O

1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
6
1
,2

8
7
件

欧
州

（
E
U

圏
内

）
で

の
E
M

A
S
の

認
証

取
得

件
数

は
2
0
0
3
年

1
2
月

現
在

で
3
,7

1
8
件

E
M

A
S

は
、

IS
O

14
00

1と
比

較
す

る
と

、
次

の
よ

う
な

特
色

を
有

し
て

い
る

。

①
環

境
声

明
書

が
公

表
さ

れ
、

情
報

公
開

が
　

行
わ

れ
て

い
る

。
②

IS
O

1
40

01
は

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

直
　

接
の

対
象

と
せ

ず
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
　

ス
テ

ム
の

み
に

関
す

る
規

格
で

あ
る

の
に

　
対

し
、

E
M

A
S

は
、

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
に

　
加

え
て

、
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

も
重

視
し

　
て

い
る

規
格

と
な

っ
て

い
る

。

ＩＳ
Ｏ

１
４

０
０

１
と

Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｓ

と
の

比
較

○
環

境
と

経
済

の
統

合
を

図
る

た
め

に
は

、
経

済
社

会
活

動
の

あ
ら

ゆ
る

局
面

で
環

境
へ

の
負

荷
を

減
ら

し
て

い
く
こ

と
が

重
要

。
○

そ
の

た
め

に
は

、
幅

広
い

事
業

者
が

、
単

に
規

制
を

遵
守

す
る

だ
け

で
な

く
、

そ
の

活
動

全
体

に
わ

た
っ

て
、

自
主

的
か

つ
積

極
的

に
環

境
保

全
の

取
組

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

必
要

。
○

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

は
、

そ
の

た
め

の
有

効
な

ツ
ー

ル
。

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄの

意
義



 
－
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－

 

①
 

IS
O

 1
40

01
の

特
徴

 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
代
表
的
規
格
で
あ
る

IS
O

 1
40

01
（
国
際
標
準
化
機
構
（

IS
O
）
が
定
め
た
環
境
規
格
）
は
、
次
の

よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

 
○
環
境
方
針
の
策
定
な
ど
に
最
高
責
任
者
の
関
与
を
求
め
る
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
規
格
で
あ
る
。

 
○
継
続
的
改
善
を
目
指
し
た

PD
C

A
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
規
格
で
あ
る

 
○

IS
O

 1
40

00
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
唯
一
の
認
証
に
用
い
ら
れ
る
規
格
で
あ
り
、
適
用
対
象
の
組
織
を
限
定
せ
ず
、
活
動
、
製
品
・
サ

ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
部
分
を
対
象
と
す
る
。

 
○
事
業
者
の
経
営
面
で
の
管
理
手
法
を
定
め
た
シ
ス
テ
ム
規
格
で
あ
り
、
具
体
的
な
対

策
の
内
容
や
水
準
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。

 
 

   IS
O

は
各
国
の
代
表
か
ら
成
る
国
際
標
準
化
機
関
。
民
間
の
組
織
で
あ
り
、
本
部
は
ス
イ

ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
あ
る
。

 
日
本
か
ら
は
、
日
本
工
業
標
準
調
査
会
（

JI
SC

）
が
参
加
し
て
い
る
。

 
   

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

が
IS

O
 1

40
01

の
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

か
を

、
第

3
者

機
関

で
あ

る
審

査
登

録
機

関
が

審
査

し
、

 
適

合
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
（
財
）
日
本
適

合
性
認
定
協
会
（

JA
B：

日
本
に
お
け
る
認
証
機
関
）
に

登
録

し
、

公
表

す
る

制
度

を
認

証
と

い
う

。
 

国
際
標
準
化
機
構
（

In
te

rn
at

io
na

l O
rg

an
iz

at
io

n 
fo

r S
ta

nd
ar

di
za

tio
n：

IS
O
）

 

IS
O

 1
40

01
の
認
証
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IS
O

 1
40

01
の

構
成

 
4.

2 
環
境
方
針

 
環
境
方
針
の
制
定
及
び
公
表

 
 4.

3 
計

画
 
＜

PL
AN

＞
 

環
境
側

面
の
特
定
及
び
、
環
境
目
的
や
目
標
等
の
文
書
化

 
 4.

3.
1 

環
境
側
面

 
4.

3.
2 

法
的
及
び
そ
の
他
の
要
求
事
項

 
4.

3.
3 

目
的
及
び
目
標

 
4.

3.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
 4.

4 
実
施
及
び
運
用
 

＜
D

O
＞

 
効
果
的
な
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実

施
に
必
要
な
手
順
の
確
立
及
び
、
運
用
の

実
施

 
 4.

4.
1 

体
制
及
び
責
任

 
4.

4.
2 

訓
練
、
自
覚
及
び
能
力

 
4.

4.
3 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
4.

4.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書

 
4.

4.
5 

文
書
管
理

 
4.

4.
6 

運
用
管
理

 
4.

4.
7 

緊
急
事
態
へ
の
準
備
及
び
対
応

 
 4.

5 
点
検
及
び
是
正
処
置
 

＜
C

H
EC

K＞
 

環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ

る
工
程
の
監
視
及
び
管
理
の
実
施
、
環
境

監
査
の
手
順
の
確
立
及
び
実
施

 
 4.

5.
1 

監
視
及
び
測
定

 
4.

5.
2 

不
適
合
並
び
に
是
正
及
び
予
防
処
置

 
4.

5.
3 

記
録

 
4.

5.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
監
査

 
 4.

6 
経
営
層
に
よ
る
見
直
し
 

＜
AC

T＞
 

経
営
層
に
よ
る
一
定
期
間
ご
と
の
見
直
し

 

出
典
：
環
境
省
の

H
P 

IS
O

 1
40

01
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
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審
査
登
録
機
関
等
の
認
定

 

各
機
関
の
機
関
数
は

20
03

年
11

月
1
日
現
在

 
 出
典
：
（
財
）
日
本
適
合
性
認
定
協
会
の

H
P 

 

39
機
関

 

1
機
関

 

21
機
関
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－
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②
 

IS
O

 1
40

01
の

取
得
状

況
（
我
が
国
に
お
け

る
状
況
及
び
国
際
的

状
況
）

 

 

出
典
：
（
財
）
日
本
規
格
協
会
の

H
P 

日
本
の

IS
O

 1
40

01
審
査
登
録
件
数
の
推
移
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－
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－

 

   

企
業

だ
け

で
は

な
く

、
公

共
団

体
な

ど
様

々
な

団
体

が
登

録
し

て
い

る
。

企
業

の
登

録
も

あ
ら

ゆ
る

業
種

に
及

ん
で

い
る

が
、

IS
O

 
14

00
1
発
行
当
初
、
認
証
取
得
の
中
心
で
あ
っ
た
電
気
機
械
、
一
般
機
械
、
化

学
工
業
の
割
合
が
徐
々
に
減
少
し
、
最
近
で
は
、
サ

ー
ビ

ス
業
、
総
合
建
設
業
の
割
合
が
伸
び
て
き
て
い
る
。

 

出
典
：
（
財
）
日
本
規
格
協
会
の

H
P 

日
本
の
業
種
別

IS
O

 1
40

01
審
査
登
録
件
数
及
び
構
成
比

 

IS
O

 1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
推

移

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
2
,0

0
0

1
4
,0

0
0

1
6
,0

0
0

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

そ
の

他

化
学

工
業

一
般

機
械

電
気

機
械

IS
O

 1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
比

率
の

推
移

5
4
.2

%
5
6
.3

%
5
5
.6

%
4
4
.9

%
3
2
.1

%
2
3
.8

%
1
7
.2

%
1
3
.9

%
1
2
.0

%

2
9
.2

%
1
3
.9

%
1
3
.3

%

9
.7

%

8
.5

%
7
.3

%
6
.2

%
5
.3

%
4
.8

%

8
.3

%

9
.9

%
7
.8

%

8
.4

%

9
.3

%

9
.3

%
8
.7

%
7
.8

%
6
.7

%

8
.3

%
1
9
.9

%
2
3
.3

%
3
7
.1

%
5
0
.1

%
5
9
.6

%
6
7
.9

%
7
3
.1

%
7
6
.6

%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

そ
の

他

化
学

工
業

一
般

機
械

電
気

機
械
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出
典
：

IS
O

 W
or

ld
 

H
P 

世
界
の

IS
O

 1
40

01
登
録
件
数
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③
 

IS
O

 1
40

01
取

得
の
目

的
と
効
果

 

• 
認
証
取
得
の
目
的

 
製
造
業
：
“
企
業
の
社

会
的
責
任
の
遂
行
”
、
“
地
球
環
境
へ
の
配
慮
”

 
建
設
業
：
“
企
業
の
社
会
的
責
任
の
遂
行
”
、
“
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
”

 
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
：
“
企
業
の
社
会
的
責
任
の
遂
行
”
、
“
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
”

 
• 

認
証
取
得
の
効
果

 
環
境
へ
の
意
識
向
上
、
環
境
負
荷
低
減
、
コ
ス
ト
削
減
を
挙
げ
る
企
業
が
多
く
、

 
つ
い
で
、
対
外
信
用
の
向
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化

 
 

出
典

：
日

本
工

業
標

準
調

査
会

 
環

境
管

理
シ

ス
テ

ム
規

格
適

合
性

評
価

委
員
会
報
告

 

公
共

調
達

の
参

入
条

件
を

満
た

す
た

め
3%

国
際

的
な

標
準

化
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

適
用

3%

一
般

取
引

先
等

か
ら

の
要

求 5%

経
営

基
盤

の
強

化
4%

競
争

力
確

保
4%

顧
客

の
評

価
の

向
上

15
%

企
業

イ
メ

ー
ジ

の
向

上
19

%

企
業

の
社

会
的

責
任

の
遂

行
24

%

そ
の

他
1%

無
回

答
3%

他
の

種
々

の
審

査
業

務
の

軽
減

0%

地
域

環
境

へ
の

配
慮

19
%

認
証
取
得
の
目
的
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－

 

IS
O

 1
4
0
0
1
認

証
取

得
の

効
果

（
複

数
回

答
）

6
968
94

5
94

1
25

9

1
15

9

8
11

1
26

6

1
38

2

9
11

6
45

6
22

3
66

8
30

7
44

5
01

0
1
00

0
2
00

0
3
00

0
4
00

0
5
00

0

平
成

1
4年

度
(N

=
15

97
)

平
成

1
3年

度
(N

=
14

21
)

平
成

1
2年

度
(N

=
10

48
)

①
コ

ス
ト

削
減

②
環

境
負

荷
低

減
③

環
境

へ
の

意
識

向
上

④
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

円
滑

化
⑤

対
外

的
信

用
向

上
⑥

メ
リ

ッ
ト

が
な

か
っ

た
⑦

そ
の

他
回

答
な

し

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度

環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

認
証
取
得
の
効
果
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④
 
欧

州
独
自
の
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
取
組

 

 
 

EM
AS

の
内
容

 

 
19

93
年
に
制
定
さ
れ
、

19
95

年
か
ら
本
格
運
用
、

20
03

年
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。

 

 
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
加
え
、
環
境
声
明
書
の
作
成
と
公
表
、
環
境
認
証
人
に
よ

る
認
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

 
IS

O
 1

40
01

と
EM

AS
の
比
較

 
 

IS
O

 1
40

01
 

EM
AS

 II
 7

61
/2

00
1/

EC
 

対
象
範
囲

 
全
般

 
全
般

 
初
期
環
境
レ
ビ
ュ
ー

 
任
意

 
要
求
さ
れ
る

 
組
織
自
体
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
、
ま
た
は
外
部
機
関
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
が
必
要

 
環
境
法
規
制
遵
守

 
遵
守
の
「
仕
組
み
」
が
必
要

 
要
求
さ
れ
る

 
法
規
制
を
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
、
環
境
声
明
は

有
効
と
さ
れ
な
い

 
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
改
善

 
「
シ
ス
テ
ム
」
の
継
続
的
改

善
が
必

要
 

要
求
さ
れ
る

 

環
境
声
明
書
（
活
動
の
報

告
、
方
針
、
目
的
と
目
標
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

プ

ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
）

 

不
要
（
方
針
の
み
）

 
要

求
さ

れ
る

印
刷

物
ま

た
は

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
等

で
一

般
市

民
が

入
手

し
や

す
い

よ
う

に
公

開
が

必
要

 
地
域
へ
の
説
明
責
任
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
目
的

 
・
環
境
政
策
と

EM
S
の
要
約

 
・
重
大
な
直
接
・
間
接
的
環
境
側
面
に
関
す
る
記
述
と
影
響

 
・
上
記
に
関
す
る
環
境
目
的
、
目
標

 
・
環
境
目
的
、
目
標
に
対
す
る
デ
ー
タ
の
ま
と
め
（
年
次
デ
ー
タ
）

 
・
法
的
要
件
に
対
す
る
活
動
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等
に
関
す
る
情
報

 
・
環
境
認
証
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等

 
環
境
声
明
書
の
検
証

 
不
要

 
要
求
さ
れ
る
環
境
監
査
人
／
認
証
機
関
に
よ
る
検
証
が
必
要

 
環
境
関
連
業
者
の
管
理

 
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

及

び
運

用
管

理
の

範
囲

で
管

理
。
法

的
要
求
事
項
が
あ
れ

ば
従
う
。

 

組
織
に
よ
る
監
視

 

間
接
環
境
側
面
：
設
計
デ

ザ
イ
ン
・
開
発
・
包
装
・

輸
送
・
購
入
等

 

企
業

の
自

主
性

に
ま

か
さ

れ
る

 
明
確
に
要
求

 

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス

評
価

 
シ

ス
テ

ム
の

結
果

と
し

て

達
成
さ
れ
る
と
考
え
る

 
要
求
さ
れ
る

 
数
値
を
含
め
た
証
拠
が
必
要

 
ロ
ゴ
（
認
証
マ
ー
ク
）

 
無

 
有

2
種
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
認
証
と
環
境
声
明
に
対
す
る
証
明
）

 

 
 

E
M
A
S
の

HP
を
も
と
に
作
成
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－

 

         

EM
AS

の
フ
ロ
ー
図

 

EM
AS

の
H

P
を
も
と
に
作
成

 

E
M

A
S

登
録

件
数

　
（
2
0
0
4
年

2
月

9
日

現
在

）

2
,1

0
4

3
1
4

2
8
6

1
7
2

1
2
4

1
1
5

7
6

4
2

3
9

2
9

2
5

2
3

1
3

1
0

7
1

0

5
0
0

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0 ドイ

ツ ス
ペ

イ
ン

オ
ー

ス
トリ

ア イ
タ

リ
ア

デ
ン

マ
ー

ク

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

英
国 ノル

ウ
ェ

ー
フ

ィン
ラ

ン
ド オ

ラ
ン

ダ ベ
ル

ギ
ー フ

ラ
ン

ス
ポ

ル
トガ

ル ギ
リ

シ
ャ

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

ル
ク

セ
ン

ブ
ル

グ

EM
AS

の
登
録
件
数

 

20
03

年
12

月
31

日
現
在
 
登
録
件
数
 

3,
49

8
件

 

初
回
環
境
レ

ビ
ュ
ー

In
iti

al
 E

nv
iro

nm
en

ta
l R

ev
ie

w

環
境
声
明
書

E
nv

iro
nm

en
ta

l S
ta

te
m

en
t

評
価
と
登
録

V
al

id
at

io
n 

an
d 

R
eg

is
tra

tio
n

環
境
政
策
と

計
画

E
nv

iro
nm

en
ta

l P
ol

ic
y

an
d 

P
ro

gr
am

m
e

環
境
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

E
nv

iro
nm

en
ta

l
M

an
ag

em
en

t S
ys

te
m

改
善
作
業

C
or

re
ct

ive
 A

ct
io

ns

環
境
監
査

E
nv

iro
nm

en
ta

l A
ud

it
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3.
自

己
評
価
手
法
の
活
用
の

進
展

 
 環

境
会

計
の

活
用

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
（
Ｅ

Ｐ
Ｉ）

の
活

用
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

･
ア

セ
ス

メ
ン

ト
手

法
の

活
用

○
企

業
の

事
業

活
動

に
お

け
る

環
境

保
全

の
た

め
の

費
用

と
そ

の
効

果
を

可
能

な
限

り
定

量
的

に
測

定
し

、
伝

達
す

る
手

法
○

経
営

管
理

上
の

分
析

手
段

（
内

部
機

能
）
と

有
力

な
情

報
提

供
手

段
（
外

部
機

能
）
の

二
つ

の
意

義

○
環

境
会

計
は

環
境

報
告

書
の

公
表

に
あ

た
っ

て
重

要
な

一
要

素

環
境

会
計

の
定

義
と

意
義

○
国

連
貿

易
開

発
会

議
（
Ｕ

Ｎ
Ｃ

Ｔ
Ａ

Ｄ
）

→
「
企

業
レ

ベ
ル

に
お

け
る

環
境

財
務

会
計

と
報

告
書

」
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

公
表

○
国

際
会

計
士

連
盟

（
ＩＦ

Ａ
Ｃ

）
→

作
業

部
会

レ
ベ

ル
で

環
境

会
計

の
あ

り
方

を
議

論
○

国
連

持
続

可
能

開
発

部
→

環
境

会
計

専
門

家
会

合
を

設
置

し
研

究
を

実
施

環
境

会
計

の
国

際
的

取
組

の
進

展

○
環

境
会

計
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
環

境
省

：
2
0
0
0
年

、
2
0
0
2
年

改
訂

）
の

発
行

を
発

端
と

し
て

取
組

が
拡

大
○

平
成

１
４

年
度

の
環

境
会

計
導

入
状

況
→

環
境

会
計

導
入

企
業

数
：
５

７
３

社
　

 導
入

検
討

企
業

数
：
４

６
１

社
　

 環
境

会
計

を
公

表
し

て
い

る
企

業
数

：
４

７
４

社
（
平

成
1
4
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

）

環
境

会
計

の
国

内
取

組
の

進
展

○
環

境
へ

の
取

組
の

成
果

を
把

握
し

、
評

価
す

る
た

め
の

一
定

の
モ

ノ
サ

シ

○
企

業
の

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

環
境

報
告

書
で

公
表

す
る

際
の

基
礎

情
報

の
把

握
に

重
要

な
要

素
○

環
境

会
計

に
お

け
る

物
量

単
位

の
定

量
的

情
報

と
し

て
利

用Ｅ
Ｐ

Ｉの
定

義
と

意
義

○
ＩＳ

Ｏ
１

４
０

３
１

→
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

指
標

の
選

択
の

考
え

方
や

手
順

を
提

示
→

指
標

の
具

体
的

な
内

容
は

ほ
と

ん
ど

示
し

て
い

な
い

Ｅ
Ｐ

Ｉの
国

際
的

取
組

の
進

展

○
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

評
価

指
標

を
具

体
的

に
提

示
→

事
業

者
の

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
環

境
省

：
2
0
0
0
年

度
、

2
0
0
2
年

度
改

訂
）

○
平

成
１

４
年

度
の

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

把
握

状
況

→
重

要
な

環
境

負
荷

デ
ー

タ
は

す
べ

て
把

握
：
1
2
6
0
社

　
　

（
平

成
1
4
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

）

Ｅ
Ｐ

Ｉの
国

内
取

組
の

進
展

環
境

配
慮

へ
の

取
組

の
効

率
化

や
環

境
報

告
書

の
情

報
内

容
の

充
実

な
ど

質
の

面
で

の
向

上
に

資
す

る

自
己

評
価

手
法

の
適

切
な

活
用

○
製

品
の

生
涯

（
原

料
採

取
か

ら
廃

棄
ま

で
）
を

通
じ

た
環

境
負

荷
を

把
握

、
評

価
す

る
手

法

○
よ

り
環

境
負

荷
の

少
な

い
設

計
を

行
う

環
境

配
慮

設
計

（
Ｄ

ｆＥ
）
を

実
施

す
る

際
の

重
要

な
要

素

Ｌ
Ｃ

Ａ
の

定
義

と
意

義

○
ＩＳ

Ｏ
１

４
０

４
０

－
４

３
→

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
ア

セ
ス

メ
ン

ト
手

法
に

つ
い

て
規

格
化

が
な

さ
れ

て
い

る

Ｌ
Ｃ

Ａ
の

国
際

的
取

組
の

進
展

○
Ｌ
Ｃ

Ａ
に

つ
い

て
は

手
法

の
調

査
研

究
段

階
○

平
成

１
４

年
度

の
Ｌ
Ｃ

Ａ
実

施
状

況
→

Ｌ
Ｃ

Ａ
を

実
施

、
結

果
公

表
：
１

６
６

社
　

 Ｌ
Ｃ

Ａ
を

実
施

、
結

果
非

公
表

：
２

４
６

社
　

 Ｌ
Ｃ

Ａ
の

実
施

を
検

討
中

：
２

７
８

社
　

　
（
平

成
1
4
年

度
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

）

Ｌ
Ｃ

Ａ
の

国
内

取
組

の
進

展

第
2
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（
1）

環
境

会
計
の
導
入
の
進

展
 

 ①
 
環

境
会
計
の
概
要
・
特

徴
 

○
環
境
会
計
は
、
企
業
の

環
境
に
関
連
す
る
活
動
に
係
る
コ
ス
ト
（
財
務
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
）
や
そ
の
活
動
に
よ
り
得
ら
れ
た
効
果
（
環

境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
を
可
能

な
限
り
体
系
的
に
認
識
、
測
定
、
伝
達
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

 
○
環
境
会
計
の
持
つ
二
つ
の
機
能
の
う
ち
主
に
外
部
機
能
に
着
目
し
、
企
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
外
部
公
表
）
に
活
用
す
る
場
合
と
、

内
部
機
能
に
着
目
し
、
経
営
管
理
（
内
部
活
用
）
に
活
用
す
る
場
合
が
あ
る
。

 
○

外
部

公
表

の
た

め
の

環
境

会
計

は
、

自
社

の
環

境
問

題
へ

の
取

組
や

そ
の

効
果

を
よ

り
具

体
的

に
利

害
関

係
者

に
伝

え
る

こ
と

に
よ

り
、
利
害
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
。

 
○
内
部
活
用
の
た
め
の
環
境
会
計
は
、
具
体
的
な
環
境
保
全
活
動
の
費
用
対
効
果
等
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ス
ト
削
減
や
環
境
資

源
の
適
切
な
配
分
な
ど
の
内
部
管
理
に
活
用
さ
れ
る
。

 
   

●
内
部
機
能

 
環
境
情
報
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
、
環
境

保
全
コ
ス
ト
の
管
理
や
、
環
境
保
全
対
策
の

コ
ス
ト
対
効
果
の
分
析
を
可
能
に
し
、
適
切

な
経
営
判
断
を
通
じ
て
効
率
的
か
つ
効
果
的

な
環
境
保
全
へ
の
取
組
を
促
す
機
能

 
 

→
経

営
管

理
ツ

ー
ル

と
し

て
の

役
割

●
外
部
機
能

 
環
境
保
全
へ
の
取
組
を
定
量
的
に
測
定
し
た

結
果
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
や

投
資
家
、
地
域
住
民
等
の
外
部
の
利
害
関
係
者

の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
、
そ
う
し
た
利
害

関
係
者
に
対
し
て
説
明
責
任
を
履
行
す
る
機

能
 

 
→
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
役
割

 

 

環
境

保
全

 

効
果

 

環
境

保
全

 

コ
ス

ト
 

環
境

保
全

対
策

 

に
伴

う
 

経
済

効
果

 

環
境

 

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
 

財
務

 

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
 

環
境

会
計

 

環
境

保
全

の
た

め
の
コ

ス
ト
と

そ
の

活
動

に
よ

り
得

ら
れ

た
効

果
を

認
識
し

、
可
能

な
限

り
定

量
的

に
測

定
し
伝
達
す
る
仕

組
み
 

環
境
会
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

20
02

年
版
）
の
枠
組
み

 
環
境
会
計
の
機
能
と
役
割
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財
務

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

(
1
)
環

境
保

全
コ

ス
ト

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
2
)
環

境
保

全
効

果

　
　

・
事

業
エ

リ
ア

内
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

事
業

活
動

に
投

入
す

る
資

源

　
　

・
上

・
下

流
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
投

入

　
　

・
管

理
活

動
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水

の
投

入

　
　

・
研

究
開

発
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各

種
資

源
の

投
入

　
等

　
　

・
社

会
活

動
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

事
業

活
動

か
ら

排
出

す
る

環
境

負
荷

　
　

・
環

境
損

傷
対

応
コ

ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及

び
廃

棄
物

　
　

・
そ

の
他

コ
ス

ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大

気
へ

の
排

出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
水

域
、

土
壌

へ
の

排
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃

棄
物

等
の

排
出

 
(
3
)
環

境
保

全
対

策
に

伴
う

経
済

効
果

　
　

　
　

　
　

 
 
 
・

事
業

活
動

か
ら

産
出

す
る

財
･
サ

ー
ビ

ス

　
　

・
実

質
的

効
果

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使

用
時

・
廃

棄
時

の
環

境
負

荷

 
 
 
 
 
 
　

収
益

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

輸
送

そ
の

他

　
　

　
　

費
用

節
減

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
輸

送
に

伴
う

環
境

負
荷

の
減

少

　
　

・
推

定
的

効
果

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

 
 

環
境
会
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
す
コ
ス
ト
と
効
果
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②
 
環

境
会
計
を
巡
る
国
際

的
な
議
論
の
動
向

 

  
組
織
／
地
域
等

 
活
動
内
容
等

 
国

連
持

続
可

能
開

発
部

(U
N

D
SD

)に
お

け
る

研
究

プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
 

19
99

年
に
設
置

 
• 

報
告
書
「
環
境
管
理
会
計

�
 
－
手
続
き
と
原
則
－
」

(2
00

0
年

11
月

) 
• 

報
告
書
「
環
境
管
理
会
計

�
 
－
政
策
と
リ
ン
ケ
ー
ジ
－
」

(2
00

0
年

11
月

) 
環
境
管
理
会
計
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(E
M

AN
) 

(E
M

AN
-E

U
) 

 
19

96
～

98
年
に

EC
が
環
境
管
理
会
計
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

(E
C

O
M

AC
) 

 
現
在
は

EM
AN

-E
U
に
活
動
が
引
き
継
が
れ
て
い
る

 
 (E

M
AN

-A
P)

 
 

20
01

年
に
環
ア
ジ
ア
太
平
洋

14
カ
国
（
日
本
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

な
ど
）
の
参
加
に
よ
り
設
立

 
 

 
企
業
等
に
よ
る
環
境
管
理
会
計
手
法
の
導
入
・
活
用
の
促
進
、
持
続
可
能
な
開
発
の
推
進
へ

の
寄
与
を
目
的
と
す
る

 
EM

AR
IC

（
En

vi
ro

nm
en

ta
l M

an
ag

em
en

t 
Ac

co
un

tin
g 

R
es

ea
rc

h 
& 

In
fo

rm
at

io
n 

C
en

te
r）

 
 
世

界
各

国
の

環
境

会
計

に
関

す
る

情
報

を
共

有
す

る
た

め
の

ツ
ー

ル
で

あ
る

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
を
運
営
（

20
02

年
4
月
）

 

国
際
会
計
士
連
盟

(IF
AC

) 
 

 
19

98
年

3
月
 
研
究
報
告
第

6
号
「
組
織
に
お
け
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 
－
環
境
管
理

の
役
割
－
」
を
発
行

 
ア
メ
リ
カ
環
境
保
護
庁

 
 

19
92

年
よ
り
環
境
会
計
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

 
ド
イ
ツ
環
境
保
護
庁

 
 

19
96

年
に
環
境
原
価
計
算
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
発
行

 
 

国
際
的
な
取
組
み
状
況
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③
 
我

が
国
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
取
組

 

   
環
境
省

 
「
環
境
会

計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
02

年
版
」

(2
00

2
年

3
月

) 
経
済
産
業
省

 
「
環
境
管

理
会
計
手
法
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
」

(2
00

2
年

6
月

) 
機
械
製
造
業
界

 
(社

)日
本
機
械
工
業
連
合

会
 

「
環
境
会
計
・
環
境
報
告

書
の
標
準
化
に
関
す
る
調

査
研
究
報
告

書
＜
機
械
工

業
関
連
企
業
に
お
け
る
環

境

会
計
・
環
境
報
告
書
指
針
＞
」

(2
00

1
年

7
月

) 
建
設
業
界

 
(社

)日
本
建
設
業
団
体
連

合
会
を
中
心
と
し
た
建
設

3
団
体

 
「

20
02

年
版
建
設
業
に
お
け
る
環
境
会
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

(2
00

2
年

11
月

) 
ガ
ス
業
界

 
(社

)日
本
ガ
ス
協
会

 
「
都
市
ガ

ス
事
業
に
お
け
る
環
境
会
計
導
入
の
手
引
き

(2
00

0
年
度
版

)」
 

ゴ
ム
業
界

 
日
本
ゴ
ム

工
業
会

 
「
環
境
会
計
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（

20
00

年
9
月
）

 
石
油
業
界

 
(財

)石
油
産
業
活
性
化
セ

ン
タ
ー

(P
EC

) 
「
石
油
産
業
へ
の
環
境
会
計
導
入
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」

(2
00

0
年

3
月

) 
食
品
製
造
業

 
(社

)食
品
需
給
研
究
セ
ン

タ
ー

 
「
食
品
製
造
業
の
た
め
の
環
境
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ス
テ
ッ
プ
・
ガ
イ
ド
」

(2
00

1
年

3
月

) 
鉄
道
業
界

 
(社

)日
本
民
営
鉄
道
協
会

 
「
民
鉄
事
業
環
境
会
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(2
00

3
年
版

)」
(2

00
3
年

5
月

) 
 

環
境
会
計
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

出
典
：
環
境
省
 
環
境
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

20
02

年
版
 

に
加
筆
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－

 1
00

 －
 

④
 
環

境
会
計
へ
の
取
組
状

況
 

 

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
 

環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

環
境
会
計
の
導
入
状
況

 

環
境

会
計

導
入

企
業

数
の

推
移

5
7
3

4
9
1

3
5
6

1
9
.3

%
1
6
.9

%

1
3
.2

%

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

平
成

1
2
年

度
平

成
1
3
年

度
平

成
1
4
年

度

導 入 企 業 数

0
.0

%

5
.0

%

1
0
.0

%

1
5
.0

%

2
0
.0

%

2
5
.0

%

導 入 企 業 割 合 （ ％ ）

導
入

企
業

数
導

入
企

業
割

合
(%

)

環
境

会
計

の
導

入
状

況

5
7
3

4
9
1

3
5
6

4
6
1

5
8
0

6
6
0

1
5
21

1
4
51

1
3
85

2
4
6

2
4
8

2
1
5

0
5
0
0

1
0
00

1
5
00

2
0
00

2
5
00

3
0
00

平
成

1
4
年

度
(N

=
2
96

7
)

平
成

1
3
年

度
(N

=
2
89

8
)

平
成

1
2
年

度
(N

=
2
68

9
)

①
既

に
導

入
②

検
討

し
て

い
る

③
導

入
し

 て
い

な
い

④
知

ら
な

か
っ

た
⑤

関
心

が
な

い
⑥

そ
の

他
回

答
な

し

第
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－

 1
01

 －
 

⑤
 
環

境
会
計
の
効
果

 

 
 

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
 

環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

社
内
に
お
け
る

環
境
会
計
の
利
用
方
法
（
複
数
回
答
）

 

第
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3.
（

1）
 



 
－

 1
02

 －
 

（
2）

環
境

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

指
標
の
発
展

 
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
は
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
（

EP
E）

に
お
い
て
、
関
連
デ
ー
タ
の
分
析
・
評
価
等
を
行
う
た
め
に
選

択
さ
れ
る
指
標
で
あ
る
。

 
   

IS
O

 1
40

31
（
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
：

EP
E）

は
、
組
織
の
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
指
標
を
選
択
し
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
・

分
析
し
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
基
準

に
照
ら
し
て
そ
の
情
報
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
内
部
へ
の
報
告
や
外
部
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
利
用
し
、

さ
ら
に
、
プ
ロ
セ
ス
を
定
期
的
に
見
直
し
、
改
善
す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
IS

O
 1

40
31

の
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
指
標
は
、

IS
O

 1
40

31
付
属
書

A
で
事
例
が

示
さ
れ
て
い
る
。

 
       

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
評

価
の

た
め

の
指

標
（

In
di

ca
to

rs
 fo

r E
PE

）
 

環
境

状
態

指
標

（
EC

I：
En

vi
ro

nm
en

ta
l c

on
di

tio
n 

in
di

ca
to

rs
）

 

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
（

EP
I：

En
vi

ro
nm

en
ta

l p
er

fo
rm

an
ce

 in
di

ca
to

rs
）

 

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
指

標
（

M
PI
：

M
an

ag
em

en
t p

er
fo

rm
an

ce
 in

di
ca

to
rs
）

 

操
業
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
（

O
PI
：

O
pe

ra
tio

na
l p

er
fo

rm
an

ce
 in

di
ca

to
rs
）

 

IS
O

の
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
の
概
要
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－
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■
材
料

 
 ・
製
品
単
位
当
た
り
の
使
用
材
料
の
量

 
・
処
理
済
材
料
、
リ
サ
イ
ク
ル
材
料
又
は
再
使
用
材
料
の
量

 
・
水
の
使
用
量

 
・
再
使
用
し
た
水
の
量

 

■
エ
ネ
ル
ギ
ー

 
 ・
年
当
た
り
又
は
製
品
単
位
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

 
・
単
位
サ
ー
ビ
ス
又
は
単
位
顧
客
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

 
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
種
類
及
び
そ
の
使
用
量

 

■
組
織
の
操
業
を
支
援
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス

 
 ・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
契
約
者
が
使
用
す
る
有
害
物
質
の
量

 
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
契
約
者
が
使
用
す
る
清
掃
剤
の
量

 
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
契
約
者
が
排
出
す
る
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量

 

■
施
設
及
び
装
置

 
 ・
容
易
に
解
体
、
リ
サ
イ
ク
ル
及
び
再
使
用
で
き
る
よ
う
設

計
さ
れ
た
部
品
を
含
む
装
置
の
数

 
・
特
定
装
置
の
年
間
操
業
時
間

 
・
製
造
の
た
め
の
使
用
さ
れ
る
土
地
の
総
面
積

 
・
単
位
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
発
生
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
土
地

の
面
積

 

■
製
品

 
・
有
害
物
特
性
を
減
ら
し
て
市
場
に
導
入
し
た
製
品
の
数

 
・
再
使
用
又
は
リ
サ
イ
ク
ル
の
で
き
る
製
品
の
数

 
・
製
品
の
、
再
使
用
又
は
リ
サ
イ
ク
ル
材
料
の
含
有
百
分
率

 
・
欠
陥
製
品
率

 

■
組
織
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス

 
・

1
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
使
わ
れ
る
清
掃
剤
の
数
（
清

掃
サ
ー
ビ
ス
組
織
用
）

 
・
燃
料
消
費
量
（
サ
ー
ビ
ス
が
輸
送
を
伴
う
組
織
用
）

 
 ■

廃
棄
物

 
・
年
当
た
り
又
は
製
品
当
た
り
の
廃
棄
物
の
量

 
・
年
間
の
、
有
害
、
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
又
は
再
使
用
可
能
な

廃
棄
物
の
量

 
・
処
分
に
回
さ
れ
る
廃
棄
物
の
総
量

 

■
排
出
物

 
・
年
間
の
特
定
排
出
物
の
量

 
・
単
位
製
品
当
た
り
の
、
特
定
排
出
物
の
量

 
・
大
気
に
放
出
さ
れ
る
廃
熱
の
量

 

■
供
給
と
引
渡
し

 
 ・
車
両
輸
送
の
平
均
燃
料
消
費
量
 
 
 
 
 
・
一

日
当
た

り
の
、

輸
送
方

式
ご
と
の
貨
物
便
数
 
 
 
 
 
・
汚
染
抑
制
技
術
を
施
し
た
車
両
の
台
数

 
・
輸
送
方
式
ご
と
の
業
務
出
張
回
数
 
 
 
 
・
他

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
手
段
に
よ
っ
て
、
節
減
さ
れ
た
業
務
出
張
回
数

 

イ
ン
プ
ッ
ト

 
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
 

事
業

活
動

 

IS
O

 1
40

31
附
属
書

A
に
示
さ
れ
る
操
業
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
（

O
PI
）
の
例

 

IS
O

 1
40

31
附
属
書

A
を
基
に
作
成
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－

 1
04

 －
 

 
 

「
事
業
者
の
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
－

20
02

年
度
版
－
」（

環
境
省
）
は
、「

事
業
者
の
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
－

20
00

年

度
版
－
」
公
表
後
の
社
会
の
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
の
望
ま
し
い
あ
り
方
や
共
通
の
枠
組
み
を
示
す
と
と
も
に
、
環
境
へ

の
取
組
上
重
要
で
、
且
つ
実
際
に
事
業
者
が
活
用
し
う
る
指
標
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
は
、

9
つ
の
コ
ア
指
標
か
ら
構
成
さ
れ
る
コ
ア
セ
ッ
ト
と
、
コ
ア
セ
ッ
ト
を
質
的
に
補
完
す
る
サ
ブ
指
標
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 

出
典

：
環

境
省

 
事

業
者

の
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

指
標

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

20
02

年
度

版
 

マ
テ
リ
ア
ル
バ

ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
、
コ
ア
セ
ッ
ト
と
サ
ブ
指
標
の
関
係
（
例
）

 

コ
ア

指
標

（量
的

情
報

）
サ

ブ
指

標
（質

的
情

報
）

コ
ア

指
標

（量
的

情
報

）
サ

ブ
指

標
（質

的
情

報
）

①
総

エ
ネ

ル
ギ

ー
投

入
量

投
入

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

内
訳

④
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
量

京
都

議
定

書
対

象
６

物
質

の
排

出
量

（
ジ

ュ
ー

ル
）

・
購

入
電

力
（
ト

ン
－

Ｃ
Ｏ

２
）

・
C

O
2
、

C
H

4
、

N
2
O

、
H

F
C

、
P

F
C

、
S
F

6

・
化

石
燃

料
排

出
活

動
の

内
訳

・
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
・
そ

の
他

⑤
化

学
物

質
排

出
量

・
P

R
T
R

対
象

物
質

排
出

量
・
移

動
量

移
動

量
そ

の
他

管
理

対
象

物
質

排
出

量
（
ト

ン
）

②
総

物
質

投
入

量
指

標
の

例
（
ト

ン
）

資
源

の
種

類
⑥

総
製

品
生

産
量

又
は

重
量

以
外

の
単

位
に

よ
る

生
産

量
又

は
販

売
量

・
金

属
総

製
品

販
売

量
環

境
負

荷
低

減
に

資
す

る
製

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
（
ト

ン
）

生
産

量
又

は
販

売
量

・
ゴ

ム
、

等
環

境
ラ

ベ
ル

認
定

等
製

品
の

生
産

量
又

は
販

売
量

容
器

包
装

使
用

量

投
入

時
の

状
態

・
部

品
・
半

製
品

・
製

品
・
商

品

・
原

材
料

⑦
廃

棄
物

等
総

排
出

量
廃

棄
物

等
の

処
理

方
法

の
内

訳
・
補

助
材

（
ト

ン
）

・
再

使
用

・
容

器
包

装
材

・
再

生
利

用
・
熱

回
収

そ
の

他
指

標
・
単

純
焼

却
・
循

環
資

源
・
最

終
処

分
・
枯

渇
性

天
然

資
源

⑧
廃

棄
物

最
終

処
分

量
・
そ

の
他

・
更

新
性

天
然

資
源

廃
棄

物
等

の
種

類
の

内
訳

・
化

学
物

質
（
ト

ン
）

・
有

価
物

・
グ

リ
ー

ン
調

達
・
一

般
廃

棄
物

・
産

業
廃

棄
物

・
う

ち
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

③
水

資
源

投
入

量
水

源
の

内
訳

（
ｍ

３
）

・
上

水
・
工

業
用

水
⑨

総
排

水
量

排
水

先
の

内
訳

・
地

下
水

（
ｍ

３
）

・
公

共
用

水
域

・
海

水
、

河
川

水
・
下

水
道

・
雨

水
水

質
・
Ｂ

Ｏ
Ｄ

、
Ｃ

Ｏ
Ｄ

�� �� ��

� � � � �

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � �

�� �� �� �� ��

� � � � � � �

�� �� �� �� ��

　
イ

ン
プ

ッ
ト

　
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト

 事 　 業 　 活  動

我
が
国
に
お
け
る
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
の
概
要
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（
3）

ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
・
ア

セ
ス
メ
ン
ト
手
法
の

発
展

 
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
以
下
、

LC
A）

は
、
原
料
の
採
掘
か
ら
製
造
、
輸
送
、
使
用
、
廃
棄
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
全
体
を
通
じ
て
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
環
境
に
与
え
る
負
荷
を
定
量
的
に
評
価
す
る
手
法

で
あ
る
。

 
   

■
用
途
及
び
概
念

 
①
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
環
境
負
荷
を
低

減
す
る
取
り
組
み
の
方
向
性
を
決
め
る
手
段
と
し
て
の
活
用

 
・

LC
A
実
施
結
果
か
ら
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で
最
も
環
境
負
荷
を
多
く
排
出
す
る
段
階
を
調

べ
、
そ
の
段
階
の
環
境
負
荷
低
減
に
重
点
的
に
取
り
組
む

 
・
異
な
る
素
材
や
部
品
、
方
式
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
適
用
し
た
場
合
の

LC
A
結
果
を

比
較
し
、
最
も
環
境
負
荷
の
低
い
組
合
せ
を
選
択
す
る

 
②
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
環
境
調
和
性
を
社
会
に
伝
え
る
環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
活
用

 
・
新
製
品
と
旧
製
品
の
環
境
負
荷
低
減
の
成
果
の
表
明

 
・
環
境
ラ
ベ
ル
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
環
境
性
能
の
伝
達
手
法

 
  

LC
A
の
概
念

 

LC
A
の
概
要

 

出
典
：

(社
)日

本
機
械
工
業
連
合
会
編

 
 
 
 
 
「
企
業
の
た
め
の

LC
A
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
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日
本
電
気
株
式
会
社
は
、

LC
A
を
用
い
て
、
次
の
こ
と
を
示
し
た
。

 
・
携
帯
電
話
や
一
体
型
パ

ソ
コ
ン
の
場
合
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
の

C
O

2
排
出
量
の
大
半
を
購
入
部
品
の
製
造
段
階
か
ら
の

C
O

2
排
出

量
が
占
め
て
お
り
、
こ
の
段
階
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
が

C
O

2
排
出
量
削
減
の
効
率
的
な
取
組
で
あ
る
。

 
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
や
交
換
機
の
場
合
は
、
使
用
段
階
（
待
機
時
も
含
む
）
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
が
効
率
的
な
取
組
で
あ
る
と
い

え
る
。

 

LC
A
の
導
入
事
例

 

LC
A
で
評
価
し
た
製
品
の
地
球
温
暖
化
へ
の
影
響
（
製
品
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る

C
O

2
排
出
量
）

 

出
典
：
日
本
電
気
株
式
会
社

 
「
環
境
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト

20
01

」
 

日
本
電
気
株
式
会
社
の
事
例
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ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
は
、

LC
A
を
用
い
て
、
次
の
こ
と
を
示
し
た
。

 
・
「
プ

リ
ウ
ス

」
は

製
造

段
階
の

環
境
負

荷
排

出
は

従
来
の

ガ
ソ
リ

ン
自

動
車

を
上

回
っ
て
い

る
も

の
の

、
ラ
イ

フ
サ
イ

ク
ル

全
体

で
は
、
逆

転
し
て
い
る
。

 
・「

プ
リ
ウ
ス
」
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
の

C
O

2
排
出
量
は
、
走
行
距
離
が

20
,0

00
km

を
超
え
る
と
従
来
の
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
よ
り
低
く

な
る
。

 
 

 

 

出
典

：
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
 

Pr
iu

s 
G

re
en

 R
ep

or
t 

ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
の
事
例
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4.
環

境
報
告
書

 
 （

1）
環
境

報
告
書
の
作
成
・

公
表
の
意
義

 

環
境

報
告

書

○
環

境
報

告
書

は
、

事
業

者
が

、
社

会
に

対
し

て
開

い
た

窓
で

あ
り

、
環

境
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
重

要
な

ツ
ー

ル
。

○
外

部
の

利
害

関
係

者
（
株

主
、

金
融

機
関

、
投

資
家

、
取

引
先

消
費

者
、

生
活

者
、

地
域

住
民

、
消

費
者

団
体

等
）は

、
そ

の
窓

を
通

し
て

、
事

業
者

が
環

境
問

題
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

考
え

、
ど

う
対

応
し

て
い

る
の

か
を

知
る

こ
と

が
可

能
に

。
○

事
業

者
は

、
そ

の
窓

を
通

じ
て

外
部

の
利

害
関

係
者

が
何

を
求

め
、

ど
う

感
じ

て
い

る
の

か
知

る
こ

と
が

可
能

に
。

事
業

者
が

社
会

に
対

し
て

開
い

た
窓

○
経

済
活

動
の

大
き

な
部

分
を

占
め

る
事

業
活

動
に

起
因

す
る

環
境

負
荷

は
大

き
く
、

企
業

と
社

会
が

相
互

に
与

え
る

影
響

も
格

段
に

増
加

。
○

こ
う

し
た

中
で

、
環

境
報

告
書

は
、

事
業

者
が

ど
の

よ
う

な
環

境
負

荷
を

発
生

さ
せ

、
こ

れ
を

ど
の

よ
う

に
低

減
し

よ
う

と
し

て
い

る
の

か
、

ど
の

よ
う

な
環

境
配

慮
を

取
組

を
行

っ
て

い
る

の
か

に
つ

い
て

、
社

会
的

な
説

明
責

任
を

果
た

す
た

め
の

情
報

提
供

の
ツ

ー
ル

。

社
会

的
な

説
明

責
任

の
ツ

ー
ル

○
環

境
報

告
書

の
策

定
・
公

表
の

た
め

の
取

組
を

通
じ

て
、

事
業

者
自

身
の

環
境

配
慮

に
関

す
る

方
針

、
目

標
、

行
動

計
画

等
の

策
定

や
見

直
し

を
行

う
た

め
の

き
っ

か
け

に
。

環
境

配
慮

の
取

組
促

進
の

き
っ

か
け

○
環

境
報

告
書

に
よ

る
情

報
開

示
に

よ
り

、
積

極
的

な
環

境
配

慮
の

取
組

が
社

会
や

市
場

の
中

で
高

く
評

価
に

さ
れ

る
こ

と
を

通
じ

て
、

い
わ

ば
市

場
原

理
の

中
で

効
果

的
に

環
境

配
慮

の
取

組
を

進
展

さ
せ

る
た

め
の

重
要

な
ツ

ー
ル

。

持
続

可
能

な
社

会
構

築
の

た
め

の
重

要
な

ツ
ー

ル

出
典

：
「
環

境
報

告
書

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
2
0
0
0
年

版
）
」
（
環

境
省

）
よ

り
要

約
。

○
事

業
者

が
、

環
境

配
慮

の
取

組
方

針
や

取
組

状
況

等
に

つ
い

て
と

り
ま

と
め

て
一

般
に

公
表

す
る

も
の

で
あ

り
、

い
わ

ば
環

境
に

関
す

る
年

次
報

告
書

。

○
主

な
内

容
は

以
下

の
と

お
り

。
　

・経
営

責
任

者
の

緒
言

　
・環

境
保

全
に

関
す

る
方

針
・目

標
・計

画
　

・環
境

負
荷

の
低

減
に

向
け

た
取

組
の

状
況

　
・環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

（汚
染

物
質

の
排

出
　

　
量

等
）の

状
況

　
　

等
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①
 
環

境
報
告
書
と
は
何
か

 

 
環
境
報
告
書
は
、
企
業
が
自
ら
の
環
境
情
報
を
総
合
的
に
取
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
年
次
報
告
書
で
あ
る
。

 
財

務
面
の

み
な

ら
ず

環
境
面

で
企
業

を
評

価
す

る
動
き

が
広
が

っ
て

い
る

こ
と
を

受
け
て

、
ト

ッ
プ

ク
ラ
ス

の
企
業

の
多

く
が

作
成
し

、
普
及

が
進

ん
で
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
企
業
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
取
組
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

主
な
記
載
事
項

 
 

記
載
事
項

 
記
載
内
容
・
事
例

 
A.
対
象
期
間
及
び
対
象
組
織

 
 

B.
事
業
の
概
況

 
 

C
.事

業
活
動
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
方
針
等

 
環
境
に
関
す
る
基
本
理
念
、
経
営

責
任
者
自
身
の
考
え
方
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（
例
）
・
環
境
に
関
す
る
目
標
達
成
の
旨

 
・
環
境
対
応
の
経
営

上
の
位
置
づ
け

 
D

.事
業
活
動
へ
の
環
境
配
慮
の
組
込
み
に
関
す
る
目
標
、
計
画
及

び
実
績
等
の
総
括

 

環
境
配
慮
の
方
針
等
に
基
づ
く
、
具
体
的
な
目
標
、
そ
の
行
動
計
画
及
び
実
績
等
が
記
載
さ
れ
る
。 

（
例
）
・
廃
棄
物
の
発
生
量
を

10
%
削
減

 

E.
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
状
況

 
環
境
管
理
全
般
に
関
す
る
内
部
統

制
組
織
の
整
備
運
用
状
況
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（
例
）
・
環
境
に
関
す
る
社
内
の
責
任
体
制

 
・

IS
O

 1
40

01
認
証

取
得
状
況

 
F.
環
境
に
関
す
る
規
制
の
遵
守
状
況

 
環
境
関
連
法
規
制
等
の
違
反
の
有
無
、
改
善
の
状
況
、
環
境
に
関
す
る
重
要
な
訴
訟
事
件
等
が
記

載
さ
れ
る
。

 
G

.事
業

活
動

に
伴

う
環

境
負

荷
及

び
そ

の
低

減
に

向
け

た
取

組

の
状
況

 

事
業
活
動
に
伴
う
環
境
負
荷
の
状
況
及
び
そ
の
低
減
対
策
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（
例
）
・
化
学
物
質
排
出
量
及
び
そ
の
排
出
量
削
減
の
た
め
の
生
産
工
程
の
設
計
変
更

 
・
廃
棄
物
等
排
出
量
及
び
使
用
済
み
回
収
製
品
の
再
資
源
化
対
策

 
H

.環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
状
況

 
 

当
該
企
業
の
環
境
に
配
慮
し
た
製
品
、
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
状
況
及
び
そ
の
機
能
の
概
要
が

記
載
さ
れ
る
。

 
（
例
）
・
ノ
ン
フ
ロ
ン
冷
蔵
庫

 
・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自

動
車
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②
 
環

境
報
告
書
を
通
じ
た

環
境
と
経
済
の
好
循

環
政
策
に
関
連
す
る

内
外
の
取
組

 

 

時
 
期

 
内
 
 
 
 

 
容

 

平
成

5
年

6
月

 
欧
州
委
員
会
が
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
加
え
、
環
境
声
明
書
の
公
表
を
求
め
る
仕
組
み
で
あ
る
「

EU
環
境
管
理
・

監
査
制
度
（

EM
AS

）
規
則
」
を
公
布
。

19
95

年
4
月
よ
り
運
用
開
始
。

 
平
成

8
年

9
月

 
環
境
庁
が
、
中
小
企
業
向
け
の
環
境
配
慮
ツ
ー
ル
と
し
て
「
環
境
活
動
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
）
」
を
策
定
。

 

平
成

9
年

6
月

 
環
境
庁
の
後
援
に
よ
り
、
環
境
報
告
書
の
表
彰
制
度
「
環
境
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
大
賞
」（

平
成

11
年
よ
り
「
環
境
レ
ポ
ー
ト
大
賞
」
に

改
称
）
を
開
始
。
以
後
、
毎
年
実
施
。

 

平
成

9
年

6
月

 
環
境
庁
が
、
「
環
境
報
告
書
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
。
以
後
、
毎
年
開
催
。

 

平
成

10
年

6
月

 
環
境
庁
の
支
援
に
よ
り
、
民
間
有
志
に
よ
る
「
環
境
報
告
書
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
設
立
。
（
現
在
、
約

20
0
社
・
団
体
が
参
加
）

 
平
成

11
年

5
月

 
平
成

11
年
版
環
境
白
書
（
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
を
経
済
活
動
の
中
に
環
境
保
全
を
組
み
込
ん
で
い
く
た
め
の
重
要
な

取
組
と
し
て
位
置
づ
け
。

 

平
成

12
年

6
月

 
国
際

N
G

O
の

G
R

Iが
、
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
公
表
。

 

平
成

12
年

12
月

 
「
環
境
基
本
計
画
」（

閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、「

社
会
経
済
の
環
境
配
慮

の
た
め
の
仕
組
み
の
構
築
に
向
け
た
取
組
」
の
中
で
、
環
境
報

告
書
等
の
「
情
報
的
手
法
」
を
開
発
し
、
普
及
す
る
と
の
方
針
を
規
定
。

 

平
成

13
年

2
月

 
環
境
省
が
「
環
境
報
告
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
00

年
度
版
」
を
公
表
。

 

平
成

13
年

3
月

 
欧
州
委
員
会
が
、
環
境
負
荷
の
実
績
に
つ
い
て
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
を
改
正
し
、
新
「

EU
環
境
管
理
・
監
査
制
度
（

EM
AS

）

規
則
」
を
公
布
。

 

平
成

13
年

6
月

 
EU

委
員
会
が
、
企
業
の
環
境
デ
ー
タ
の
質
、
透
明
性
、
比
較
可
能
性
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「

年
次
会
計
報
告
で
の
環
境

関

連
情
報
の
開
示
に
関
す
る
勧
告
」
を
発
令
。

 

平
成

13
年

6
月

 
経
済
産
業
省
が
、
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
重
視
に
よ
る
環
境
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
01

」
を
公
表
。
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時
 
期

 
内
 
 
 
 

 
容

 

平
成

13
年

12
月

 
総
合
規
制
改
革
会
議
が
、
「
規
制
改
革
の
推
進
に
関
す
る
第

1
次
答
申
」
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の
普
及
促
進
及
び
信
頼
性
向
上
を
図

る
た
め
の
新
た
な
枠
組
み
の
検
討
が
必
要
と
指
摘
。

 
平
成

14
年

8
月

 
環
境
省
が
、
「
環
境
報
告
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
運
営
を
開
始
。

 

平
成

14
年

8
月

 
国
際

N
G

O
の

G
R

Iが
、
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
02

年
版
」
を
改
訂
・
公
表
。

 

平
成

14
年

8
月

 
～

9
月

 
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
（
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・
サ
ミ

ッ
ト
）
の
実
施
計
画
に
お
い
て
、
企
業
の
説
明
責
任
を
向
上
さ

せ
る
た
め
、
環

境
報
告
等
の
自
主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
通
じ
て
環
境
配
慮
の
取
組
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
、
産
業
界
へ
働
き
か
け
る
と

の
方
針
を
規
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
計
画
」（

閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の
普
及
に
つ
い
て
の
政
府
目
標
（
平
成

22
年
度
ま
で
に

上
場
企
業
の
約

50
%
及
び
非
上
場
企
業
の
約

30
%
が
環
境
報
告
書
を
公
表
）
を
決
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
「
規
制
改
革
推
進

3
か
年
計
画
（
再
改
定
）
」（

閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
環
境

報
告
書
の
普
及
促
進
及
び
信
頼
性
向
上
を
図
る
た
め
の
新

た
な
枠
組
み
を
検
討
す
る
と
の
方
針
を
決
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
環
境
省
の

「
環
境

報
告

の
促
進
方
策

に
関
す

る
検

討
会
」
に
お

い
て
、
「
環

境
報
告
書
の

比
較
可

能
性

及
び
信
頼
性

確
保
の

た
め
の

基
本

的
枠
組
み
に
つ
い
て
」
を
と
り
ま
と
め
。

 

平
成

15
年

6
月

 
経
済
産
業
省
が
、
「
環
境
報
告
書
プ
ラ
ザ
」
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
の
運
営
を
開
始
。

 

平
成

15
年

8
月

 
鈴
木
前
環
境
大
臣
が
、
記
者
会
見
で
環
境
配
慮
促
進
法
案
の
構
想
に
つ
い
て
発
言
。

 
平
成

15
年

9
月

 
中
央
環
境
審
議
会
総
合
政
策
部
会
に
、
「
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
小
委
員
会
」
を
設
置
。

 

平
成

16
年

1
月

 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
が
、
「
環
境
立
国
の
た
め
の

3
つ
の
取
り
組
み
」

に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の

3
年
倍
増
の
目
標
を
提
示
。

 

平
成

16
年

2
月

 
中
央
環
境
審
議
会
よ
り
意
見
具
申
。

 
「
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
方
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
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（
2）

環
境

報
告
書
の
作
成
・

公
表
の
世
界
的
な
進

展
 

日
　

本

環
境

報
告

書
の

策
定

・
公

表
企

業
数

の
拡

大
・
平

成
1
4
年

度
：
約

6
5
0
社

何
ら

か
の

環
境

報
告

書
の

第
三

者
レ

ビ
ュ

ー
を

受
け

た
事

業
者

は
1
3
1

社
（
平

成
1
4
年

度
）

「
環

境
報

告
書

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
2
0
0
0
年

版
）
」
（
改

訂
作

業
中

）
「
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
重

視
に

よ
る

環
境

レ
ポ

ー
テ

ィ
ン

グ
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
2
0
0
1
」

持
続

可
能

性
報

告
書

、
環

境
・
社

会
報

告
書

、
Ｃ

Ｓ
Ｒ

報
告

書
等

の
作

成
企

業
数

の
増

加

C
S

R
の

考
え

方
の

広
が

り
へ

の
対

応
欧

州
各

国

デ
ン

マ
ー

ク
：
環

境
負

荷
報

告
（
G

re
e
n
 A

c
c
o
u
n
ts

)の
義

務
付

け
（
環

境
保

護
法

：
1
9
9
5
～

）
オ

ラ
ン

ダ
：
環

境
報

告
書

の
作

成
・
公

表
を

義
務

づ
け

（
環

境
管

理
法

：
1
9
9
7
～

）
ノ

ル
ウ

ェ
ー

：
年

次
報

告
書

へ
の

環
境

情
報

記
載

の
義

務
付

け
（
会

社
法

及
び

会
計

法
：
1
9
9
9
～

）
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
：
年

次
報

告
書

で
重

要
な

環
境

負
荷

等
の

開

示
を

義
務

付
け

（
会

計
法

：
1
9
9
9
～

）
フ

ラ
ン

ス
：
年

次
報

告
書

へ
の

環
境

情
報

記
載

の
義

務
づ

け
（
新

経
済

調
整

法
：
2
0
0
1
～

）
イ

ギ
リ

ス
：
環

境
面

を
含

ん
だ

年
次

報
告

書
の

作
成

義
務

づ

け
を

検
討

中

策
定

・
公

表
の

義
務

づ
け

持
続

可
能

性
報

告
書

が
主

流

国
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

米
　

国

企
業

改
革

法
に

お
い

て
、

事
業

業
績

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

環
境

問
題

等
へ

の
対

応
を

含
む

事
項

を
年

次
報

告
書

に
記

述
す

る
こ

と
を

規
定

策
定

・
公

表
の

義
務

づ
け

国
　

際

G
R
I：

S
u
st

ai
n
ab

ili
ty

 R
e
po

rt
in

g 
G

u
id

e
lin

e
s

 (
2
0
0
2
年

版
）

W
B

C
S
D

: 
S
u
st

ai
n
ab

le
 D

e
ve

lo
pm

e
n
t 

R
e
po

rt
in

g
 (

2
0
0
2
年

版
）

等

民
間

団
体

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

環
境

報
告

書
を

含
め

た
環

境
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

規
格

化
を

検
討

中

IS
O

に
お

け
る

検
討

第
三

者
レ

ビ
ュ

ー
に

つ
い

て
も

検
討

が
進

展

信
頼

性
・
比

較
可

能
性

の
向

上
の

試
み

信
頼

性
・
比

較
可

能
性

の
向

上
の

試
み

第
三

者
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

○
報

告
書

作
成

事
業

者
の

う
ち

、
約

２
割

の
事

業
者

が
第

三
者

レ
ビ

ュ
ー

を
受

審
○

オ
ラ

ン
ダ

、
デ

ン
マ

ー
ク

で
は

、
第

三
者

レ
ビ

ュ
ー

の
規

定
あ

り
（
未

施
行

）

環
境

配
慮

の
取

組
を

含
ん

だ
年

次
報

告
書

の
作

成
を

促
進

す
る

た
め

具
体

的
な

措
置

を
と

る
こ

と
を

、
Ｅ

Ｕ
加

盟
各

国
に

対
し

て
勧

告
（
2
0
0
1
年

）

Ｅ
Ｕ

の
欧

州
委

員
会

勧
告

E
M

A
S

の
認

証
取

得
の

要
件

と
し

て
、

環
境

声
明

書
（
一

種
の

環
境

報
告

書
）
の

作
成

及
び

そ
の

第
三

者
レ

ビ
ュ

ー
を

要
求

E
M

A
S

Ｅ
Ｕ
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①
 
環

境
報
告
書
の
我
が
国

の
現
状

 

  
○
平
成

14
年
度
 
環
境
に
や
さ
し

い
企
業
行
動
調
査
結
果
：
有
効
回
答
 

2,
96

7で
は
、

 
・
環
境
報
告
書
を
す
で
に
公
表
し
て
い
る
企
業
数
 
 
 
 

65
0社

 
22

%
 

○
環
境
報
告
書
の
作
成
・
公
表
の
状
況
は
、
上
場
・
非
上
場
の
別
で
取
組
に
差
が
あ
り
、
上
場
企
業
で
は
、
平
成

14
年
度
に
は

34
.0

%
の

企
業
が
行
っ
て
い
る
が
、
非
上
場
企
業
で
は
、

12
.2

%
で
あ
り
、
前
年
か
ら
の
増
加
傾
向
に
つ
い
て
も
同
様
の
差
が
見
ら
れ
る
。

 
 

 
 

上
場
・
非
上
場
別
環
境
報
告
書
へ
の
取
組
状
況

 

環
境

報
告

書
作

成
企

業
数

の
推

移

1
6
9

1
9
7

2
7
0

4
3
0

5
7
9

6
5
0

2
1
.9

2
0
.0

1
6
.0

9
.8

7
.4

6
.5

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0 平

成
9年

度
平

成
10

年
度

平
成

11
年

度
平

成
12

年
度

平
成

13
年

度
平

成
14

年
度

作 成 企 業 数

0
.0

5
.0

1
0
.0

1
5
.0

2
0
.0

2
5
.0

作 成 企 業 割 合 （ ％ ）

作
成

企
業

数
作

成
企

業
割

合
(%

)

出
典

：
環

境
省

 
平

成
14

年
度

環
境

に
や

さ
し

い
企

業
行

動
調

査
 

出
典

：
環

境
省

 
平

成
14

年
度

 
環

境
に

や
さ

し
い

企
業

行
動

調
査

 

環
境
報
告
書
の
策
定
状
況
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－
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 出

典
：
環
境
省
 
平
成

1
4
年
度
環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
 

業
種

別
環

境
報

告
書

作
成

企
業

数

食
料

品
・
飲

料
・
飼

料
･た

ば
こ

6
.0

%
繊

維
･衣

服
・
そ

の
他

繊
維

製
品 1
.4

%
パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
2
.2

%

出
版

・
印

刷
0
.6

%

非
鉄

金
属

1
.7

%

鉄
鋼

業
1
.5

%

ゴ
ム

製
品

0
.9

%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

2
.0

%

石
油

製
品

・
石

炭
製

品
0
.9

%

金
属

製
品

3
.7

%

電
気

機
械

器
具

2
2
.6

%

そ
の

他
機

械
器

具
7
.2

%

そ
の

他
製

造
業

9
.2

%

電
気

ガ
ス

等
供

給
業

他
3
.2

%

運
輸

・
通

信
業

4
.2

%

卸
売

業
2
.8

%

化
学

工
業

1
2
.0

%

建
設

業
4
.9

%

そ
の

他
0
.5

%
サ

ー
ビ

ス
業

4
.0

%

不
動

産
業

0
.8

%

飲
食

店
0
.5

%

金
融

・
保

険
業

0
.9

%

小
売

業
6
.3

%
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日
本
の
株
式
売
買
高
の

94
.9

%
を
占
め
る
東
京
証
券
取
引
所
に
お
い
て
、
環

境
報
告
書
発
行
企
業
の
占
め
る
株
式
時
価
総
額
の
割
合
は

58
.4

%
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
環
境
報
告
書
発
行
企
業
が
日
本
の
経
済
規
模
に
お
い
て
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
と
い
え

る
。

 
  

＜
デ

ー
タ

＞
 

東
京

証
券

市
場

に
お

い
て

環
境

報
告

書
発

行
企

業
の

占
め

る
割

合
：

58
.4
％

 
東

京
証

券
市

場
１

部
及

び
２

部
上

場
企

業
時

価
総

額
：

30
1,

28
4,

29
6
百

万
円

 
う

ち
環

境
報

告
書

発
行

企
業

の
時

価
総

額
：

17
9,

16
9,

86
7
百

万
円

 

30
1 

兆
円

 
そ
の
他

 
5.

1％
 

東
証

 
94

.9
％

 

そ
の
他
の
企
業

 
41

.6
%

 

環
境
報
告
書
発
行
企
業

 
58

.4
％

 
17

9
兆
円

 

株
式
売
買
高
に
占
め
る
東
京
証
券
取
引
所
の
割
合

 
東
京
証
券
取
引
所
の
株
式
時
価
総
額
に
占
め
る

 
環
境
報
告
書
の
発
行
企
業
の
割
合

 

環
境
報
告
書
発
行
企
業
が
経
済
規
模
に
占
め
る
割
合
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平
成

14
年
度
環
境
に
や
さ
し
い

企
業
行
動
調
査
で
は
、
「
持
続
可
能
性
報
告
を
作
成
し
て
い
る
」
と
答
え
た
企
業
は

1/
4を

超
え
て
い
る
。

 
従
来
の
環
境
面
に
加
え
て
、
経
済
及
び
社
会
的
情
報
を
盛
込
ん
だ
「
持
続
可
能
性
報
告
書
」
と
呼
ば
れ
る
報
告
書
が
相
当
数
、
存
在
す
る

。
 

    

 

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
 

環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

社
会
・
経
済
的
側
面
の
記
載
状
況

 

環
境
報
告
書
の
記
載
内
容
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○
環
境
報
告
書

の
配
付
先
は
、
取

引
先

、
行
政
機
関
、
株
主

、
社
員

、
従
業
員
の
順
序

と
な
っ
て
い
る
。

 
○
環
境
報
告
書

の
役
割

な
ど
か
ら
見

て
、
環
境
報
告
書

の
作
成
目
的

、
重
視

し
て
い
る
情
報
公
開
先
等

が
推
定

さ
れ
る
。

 
 

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
環

境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

環
境
報
告
書

の
配
付
先

 

環
境
報
告
書
の
配
布
先

2
7
6

3
5
3

4
0
7

2
6
0

1
8
5

3
6
5

3
4
0

5
4
7

7
2

9

1
8
4

2
4
1

3
4
0

1
9
0

1
1
6

2
5
4

2
3
8

1
1
4

5
6

1
1

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

消
費
者
等

株
主
等

取
引
先
等

環
境
N
G
O
等

近
隣
住
民

行
政
機
関

社
員
等

要
求
に
対
応

そ
の
他

回
答
な
し

平
成

1
3
年

度
(N
=
6
5
0
)

平
成

1
4
年

度
(N
=
5
7
9
)
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②
 
環

境
報
告
書
の
進
展
の

た
め
の
我
が
国
の
取

組
 

  
Ⅲ
 
横
断
的
措
置
事
項

 
 

２
（
３
）

オ
 
情
報
的
手
法

を
用

い
た
企
業

の
自
主
的
取
組

の
推
進

 

①
環
境
報
告
書
及

び
環
境
会
計

の
普
及
促
進

の
方
策

 

ｂ
 

環
境

報
告

書
及

び
環

境
会

計
に

取
り

組
む

企
業

へ
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
付

与
の

方
策

や
こ

れ
ら

企
業

が
社

会
か

ら
適

正
な

評
価

が
得

ら
れ
結
果

と
し
て
企
業

の
競
争
力

の
向
上

に
つ
な
が
る
よ
う
な
方
策

な
ど
、
普
及
促
進

の
た
め
の
新
た
な
枠
組

み
や
普
及
定
着

に
向

け
た
政
府
目
標

の
設
定

に
つ
い
て
検
討

し
結
論
を
出

す
。

 

 

③
環
境
報
告
書
及

び
環
境
会
計

の
信
頼
性

の
確
保

 

国
際
的

な
動
向

を
踏

ま
え
、
我

が
国

に
お
い
て
も
第
三
者
機
関

に
よ
る
監
査
制
度

の
在

り
方

も
含

め
た
環
境
報
告
書
及

び
環
境
会
計
の

内
容

の
信
頼
性
確
保

を
図
る
た
め
の
枠
組

み
に
つ
い
て
、
以
下

の
点

に
留
意

の
上

、
検
討

し
結
論

を
出

す
。

 

ａ
 
監

査
実

施
者

の
専

門
家

資
格

の
創

設
あ

る
い

は
公

認
及

び
そ

の
養

成
や
資

質
向

上
に
つ

い
て
策

を
講

ず
る

。
専

門
家

資
格

を
創

設
す

る
場

合
に
は
資

格
に
期

限
を
設

定
す
る
と

と
も
に
民

間
の
認

証
機
関

と
し
、
公

認
の
資

格
の
場

合
は
現

在
監
査

を
実

施
し

て
い
る
公
認

会
計
士

な
ど
も
可
能

と
す
る
。

 

ｂ
 
可
能

な
限

り
、
監
査
手
法

や
監
査
範
囲

、
監
査
基
準

に
つ
い
て
標
準
的

な
も
の
を
明

ら
か
に
す
る
。

 

ｃ
 
第
三
者
監
査

は
報
告
書

を
作
成

す
る
者

に
と
っ
て
多
大

な
コ
ス
ト
負
担

と
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意

す
る
。

 

ｄ
 
企
業

に
不
利

な
情
報
に
つ
い
て
も
環
境
報
告
書
及

び
環
境
会
計

に
盛

り
込
む
。

 

ｅ
 
記
載
内
容

が
虚
偽

で
あ
っ
た
場
合

の
行
政

の
対
応

に
つ
い
て
も
検
討

す
る
。

 

 

規
制
改
革
推
進

3
か
年
計
画
（
再
改
定
）
（
平
成

15
年

3
月

28
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）
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 第
３
章

 循
環
型
社
会
形
成

の
た
め
の
数
値
目
標

 

第
２
節

 
３
（
２

）
環
境
経
営

の
推
進

  

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

と
し
て
、
上
場
企
業

の
約
５
０
％
及

び
非
上
場
企
業

の
約
３
０
％

が
環
境
報
告
書
を
公
表

し
、
環
境
会

計
を
実
施

す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標

と
し
ま
す
。

 

  

（
注
）
上
場
企
業
：

東
京
、
大
阪
及

び
名
古
屋
証
券
取
引
所
１
部
及

び
２
部
上
場
企
業
約

2,
70

0
社

 

非
上
場
企
業
：
従
業
員

50
0
人
以
上

の
非
上
場
企
業
約

3,
70

0
社

 
 

  

「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
計
画
（
平
成

15
年

3
月

14
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）
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－
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20

04
年

1
月

13
日

 
（
社
）
日
本
経
済
団
体
連
合
会

 
会
長

 
奥
田

 
碩

 

昨
年

1
月

1
日
に
発
表
し
た
「
活
力
と
魅
力
溢
れ
る
日
本
を
め
ざ
し
て
」
に
お
い
て
、
日

本
経

団
連

は
個

人
、
企

業
、
行

政
が

と
も
に
「
環

境
立

国
」
戦

略
を
進

め
る
こ
と
を
提

唱
し
ま
し
た
。
「
環

境
立

国
」
実

現
の

た
め
に
は

、
環

境
と
調

和
し
た
新

し
い
社

会
経

済
シ
ス
テ
ム
を
構

築
し
、
環

境
を
日

本
企

業
の

強
み

に
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
企
業
は
す
で
に
地
球
温
暖
化
対
策

や
リ
サ
イ
ク
ル
、
化
学
物
質

管
理
な
ど
に
自
主
的
に
取

り
組
み
、
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
を
展
開

し
大

き
な
成

果
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

 

20
04

年
の

年
頭

に
あ
た
り
、
「
環

境
立

国
」
の

実
現

に
向

け
、
企

業
の

自
主

的
取

り
組

み
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
、
日
本
経
団
連
な
ら
び
に
会
員
企
業
・
団

体
は
以
下
の
取
り
組
み
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 

第
1
に
、
日
本
経
団
連
は
、
企
業
が
環
境
を
経
営
に
必
須
の
事
業
と
し
て
取
り
込
む
た
め
に
、
地
球
温
暖
化
な
ら
び
に
廃
棄
物
に
関
す
る
環

境
自
主
行
動
計

画
を
着
実
に
推
進
・
達
成
し
て
い
き
ま
す
。

 

第
2
に
、
企

業
が

画
期

的
な
技

術
の

開
発

に
努

め
、
環

境
に
や

さ
し
い
製

品
を
積

極
的

に
市

場
に
投

入
し
、
自

然
保

護
を
は

じ
め
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
取

り
組

む
な
ど
環

境
改

善
に
積

極
的

に
取

り
組

み
、
国

民
生

活
の

観
点

か
ら
地

球
環

境
保

全
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
よ
う
、
働
き
か
け
を
強

化
し
て
い
き
ま
す
。

 

第
3
に
、
企

業
は

こ
う
し
た
取

り
組

み
を
積

極
的

に
情
報

発
信

し
、
広

く
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
に
配
慮
し
て
経
営
を
進
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手

法
も
多

様
化

し
て
お
り
、
い
わ

ゆ
る
環

境
報

告
書

、
C

SR
（
企
業
の
社
会

的
責
任
）
報
告
書
な
ど
は
、
市
場
、
消
費
者
、
投
資
家
と
企
業
を
結
ぶ
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。
す
で
に
日
本
経
団
連
の
会
員
企
業
で
も

30
0
社

以
上

が
環

境
報

告
書

等
を
策

定
・
公

表
し
て
お
り
ま
す
が

、
日

本
経

団

連
は

3
年
倍
増
を
め
ざ
し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
企
業
が

環
境
報
告
書
や

C
SR

報
告
書
な
ど
の
策
定
・
公
表
に
取
り
組
む
よ
う
、
会
員
企
業
・
団
体
に
呼
び
か
け
る

と
と
も
に
、
そ
の

動
き
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
、
環
境
経
営
の
進
め
方
や
、
そ
の
情
報
発
信
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
企
業
の

自
主
性
、
主
体
性
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る

べ
き
分
野
で
あ
り
、
法
制
度

の
も
と
で
の
官
（
行
政
）
の
関
与
で
は
な
く
、
民
間
の
自

主
責
任
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 

以
上

 

（
社
）
日
本
経
済
団
体
連
合
会

に
よ
る
環
境
立
国

の
た
め
の

3
つ
の
取

り
組

み
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③
 
環

境
報
告
書
の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
取
組

 

  
○
規
制
改
革
推
進

3
か
年
計
画
（
再
改
定
：
平
成

15
年

3
月

28
日

 
閣
議
決
定
）

で
は
、
環
境
報
告
書

の
普
及
啓
発

、
情
報

の
比
較

可
能
性

・
信
頼
性

の
確
保
が
課
題

と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

 
○
平
成

14
年
度

 
環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

で
は
、
環
境
報
告
書

を
作
成

し
て
い
る
」
と
回
答

し
た

65
0
社

の
う
ち
、

 
・
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
を
既
に
受

け
て
い
る
企
業
数

 
 

13
1
社

 
20

.2
％

 
・
今
後

、
受

け
る
こ
と
を
検
討

し
て
い
る
企
業
数

 
 

19
0
社

 
29

.2
％

 
   

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
環
境
に

や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

環
境
報
告
書

の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
受
審
状
況

 

環
境
報
告
書
第
三
者
レ
ビ
ュ
ー
の
受
審
状
況

1
3
1

1
1
3

1
9
0

2
0
1

2
8
8

2
3
1

3
1

1
9

1
0

1
5

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

平
成
1
4
年
度

平
成
1
3
年
度

既
に
受
審

今
後
受
審
を
検
討

受
審
予
定
は
な
い

そ
の
他

回
答
な
し

 

環
境
報
告
書

の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
取
組
状
況

 

第
2
章

4.
（

2）
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環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て
い
る
企
業

は
年

々
増
加

し
て
お
り
、
東
京
証
券

取
引
所

に
お
い
て
環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て

い
る
企
業

の
時
価
総
額

の
割
合

が
25

.1
%
を
占

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本

の
経
済
規
模

に
お
い
て
も
大
き
な
割
合

を
占

め
て
い
る
。

 

 

東
京
証
券
取
引
所
の
時
価
総
額
に
占
め
る
第
三
者
審
査
受
審

企
業
の
割
合

 

第
三
者
審
査
受
審
企
業

 
25

.1
％

 
 

30
1 

兆
円

 

環
境
報
告
書
発
行
企
業

 
58

.4
％

 
 

第
三
者
審
査
を
受
審
し
て
い
な
い
企
業

 
74

.9
％

 
 環

境
報
告
書
を
発
行
し
て
い
な
い
企
業

 
41

.6
％

 
 

環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て
い
る
企
業

の
割
合
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出
典
：
ソ
ニ
ー
（
株
）
 

C
SR

レ
ポ
ー
ト

20
03

 
出
典
：
ト
ヨ
タ
自
動
車
（
株
）
 

En
vi

ro
nm

en
ta

l &
 S

oc
ia

l R
ep

or
t 2

00
3 

第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
具
体
例

 
第

2
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（
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環
境
報
告
書
の
進
展
に
つ
れ
、
報
告
書
に
提
示
さ
れ

た
情
報
の
質
、
正
確
性
や

信
頼
性
、
提
示
さ
れ
た
情
報
が
企
業
の
環
境
、
社
会
面

の
負
荷
を
公
平
か
つ
完
全
に
表
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
懸
念
が
生
じ
て
き
て
い
る
。（

H
13

環
境
報
告
の
促
進
方
策
報
告
書
）
 

一
方
で
、
環
境
報
告
書
の

信
頼
性
を
高
め
る
た
め
に
、
第
三
者
検
証
意
見
な
ど

を
付
与
す
る
取
組
み
は
、
ま
だ
発
展
途
上
で
あ
り
、
い
く

つ
か
の
機
関
で
そ
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
が
作
成
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。

 
G

FT
25

0
社
（
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾝ
･ｸ
ﾞ
ﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ﾙ

50
0
社
中
の
ト
ッ
プ

25
0
社
）
中
の
報
告
書
発
行

11
4
社
中
、

29
％
は
第
三
者
機
関
の
検
証
を
つ

け
て
い
る
。

 
 

第
三
者
レ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の

概
要

 
発

行
主

体
 

タ
イ

ト
ル

及
び

作
成

時
期

 
概

要
 

目
的

 
対

象
 

構
成

 
１

．
日

本
公

認

会
計

士
協

会
 

（
JI

C
PA

) 

『
環

境
報

告
書

保
証

業
務

指

針
（

試
案

）
』
（

中
間

報
告

）

（
20

01
年

7
月

）
 

20
00

年
の

「
環

境
報

告
書

保
証

業
務

指
針

（
試

案
）
」（

案
）
に
対

す
る

意
見

等
を

踏
ま

え
て

取
り

ま
と

め
た

二
次

試
案

 

企
業

等
が

作
成

す
る

環
境

報
告

書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

環
境

情
報

の

信
頼

性
に

対
す

る
保

証
を

付
与

す

る
業

務
に

つ
い

て
の

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

示
す

こ
と

。
 

特
に

記
載

は
な

い

が
、

そ
の

目
的

と
内

容
か

ら
保

証
付

与
人

を
主

た
る

対
象

と
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

1
章

 
一

般
指

針
 

保
証

業
務

に
関

す
る

一
般

的
事

項
や

保
証

付
与

者
の

資
質

等
  

2
章

 
実

施
指

針
 

保
証

業
務

の
詳

細
な

手
続

き
等

 
3
章

 
報

告
指

針
 

保
証

業
務

の
結

果
の

報
告

方
法

等
に

つ
い

て
記

載
資

料
と

し
て

、

環
境

保
証

業
務

報
告

書
の

参
考

例
と

環
境

報
告

書
の

保
証

業
務

に
関

す
る

主
要

な
手

続
例

 
２

．
欧

州
会

計

士
連

盟
（

FE
E）

 FE
E 

di
sc

us
si

on
 P

ap
er

 
“

Pr
ov

id
in

g 
As

su
ra

nc
e 

on
 

En
vi

ro
nm

en
ta

l R
ep

or
ts
”

（
19

99
年

10
月

）
 

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

ペ
ー

パ
ー

及
び

そ
れ

に
関

連
し

て
コ

メ
ン

ト
を

求
め

る
た

め
の

質
問

事
項

 

国
際

監
査

実
務

委
員

会
（

IA
PC

 

現
 
国

際
監

査
・
保

証
基

準
審

査
会

（
IA

SS
B）

）
が

作
成

中
の

環
境

報

告
書

の
保

証
業

務
に

関
す

る
国

際

規
格

に
資

す
る

た
め

に
、
国

際
的

な

議
論

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

行

う
と

と
も

に
、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン

ペ
ー

パ
ー

自
体

や
そ

れ
に

対
す

る

反
応

等
に

基
づ

く
イ

ン
プ

ッ
ト

を

IA
PC

に
対

し
て

行
う

こ
と

。
G

R
I

が
行

っ
て

い
る

、
持

続
可

能
性

報
告

書
へ

の
保

証
付

与
の

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
策

定
に

資
す

る
こ

と
。

 
  

一
義

的
に

は
職

業
会

計
士

を
対

象
に

す
る

が
、

そ
の

他
の

専
門

家
が

保
証

を
行

っ
て

い
る

こ
と

も
認

識
し

て
お

り
、

多
様

な
グ

ル
ー

プ
か

ら
の

意
見

を
歓

迎
し

て
い
る

。
 

1
章

 
イ

ン
ト

ロ
ダ

ク
シ

ョ
ン

 
環

境
報

告
書

保
証

業
務

の
背

景
等

 
2
章

 
保

証
業

務
の

責
任

 
チ

ー
ム

で
行

う
保

証
の

際
の

論
点

や
責

任
の

所
在

、
能

力
等

 
3
章

 
業

務
の

受
諾

 
保

証
を

行
う

こ
と

が
決

ま
っ

た
際

の
論

点
等

 
4
章

 
保

証
付

与
に

お
け

る
主

要
な

問
題

点
 

実
施

の
指

針
等

 
5
章

 
そ

の
他

の
重

要
な

考
察

 
保

証
業

務
の

原
則

等
 

6
章

 
報

告
 

報
告

の
指

針
等

に
つ

い
て

記
載
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－
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発
行

主
体

 
タ

イ
ト

ル
及

び
作

成
時

期
 

概
要

 
目

的
 

対
象

 
構

成
 

３
．

ド
イ

ツ
会

計
士

協
会

（
ID

W
）

 

Ｉ
Ｄ

Ｗ
 A

ud
iti

ng
 

St
an

da
rd

: G
en

er
al

ly
 

Ac
ce

pt
ed

 S
ta

nd
ar

ds
 fo

r 
Au

di
ts

 o
f E

nv
iro

nm
en

ta
l 

R
ep

or
t (

ID
W

 A
uS

 8
20

)
（

19
99

年
9
月

）
 

環
境

報
告

書
の

保
証

業
務

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 

環
境

報
告

書
に

対
す

る
、
個

々
に

異

な
る

監
査

の
主

題
を

明
ら

か
に

す

る
と

と
も

に
、
監

査
実

施
者

の
責

任

を
制

限
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

な

方
法

で
専

門
的

な
基

準
を

設
定

す

る
こ

と
。
 

 
「

財
務

諸
表

の
監

査

に
お

け
る

一
般

的
に

合
意

さ
れ

た

基
準

（
G

en
er

al
ly

 
ac

ce
pt

ed
 

st
an

da
rd

s 
fo

r 
th

e 
au

di
t 

of
 

fin
an

ci
al

 s
ta

te
m

en
ts
）」

を
環

境

報
告

書
に

適
用

す
る

方
法

を
示

す

と
と

も
に

、
環

境
報

告
書

の
監

査
の

範
囲

と
限

界
を

示
す

こ
と

。
 

会
計

士
を

対
象

と
す

る
。

 
1
章

 
イ

ン
ト

ロ
ダ

ク
シ

ョ
ン

 
環

境
報

告
書

保
証

業
務

の
現

状
等

 
2
章

 
環

境
報

告
書

の
定

義
 

環
境

報
告

書
の

定
義

等
 

3
章

 
業

務
の

受
諾

 
業

務
の

範
囲

と
受

諾
条

件
等

 
4
章

 
監

査
実

施
基

準
 

監
査

の
詳

細
な

手
続

き
等

 
5
章

 
長

文
形

式
の

監
査

報
告

書
 

監
査

報
告

書
（

作
成

し
な

い
場

合
も

あ
る

）
の

内
容

 
6
章

 
証

明
報

告
書

 
そ

の
内

容
と

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

等
に

つ
い

て
基

準
を

設
定

 

４
．

グ
ロ

ー
バ

ル
・

レ
ポ

ー
テ

ィ
ン

グ
・

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ

（
G

R
I) 

O
ve

ra
rc

hi
ng

 P
rin

ci
pl

es
 fo

r 
Pr

ov
id

in
g 

In
de

pe
nd

en
t 

As
su

ra
nc

e 
on

 
Su

st
ai

na
bi

lit
y 

R
ep

or
ts

（
20

01
年

4
月

）
 

検
証

に
お

け
る

諸
原

則
を

列
記

し
た

ワ
ー

キ
ン

グ
ペ

ー
パ

ー
と

、

そ
れ

に
関

連
し

て
コ

メ
ン

ト
を

求
め

る
た

め
の

質
問

事
項

 

G
R

I
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

含
ま

れ
る

際
に

は
、
持

続
可

能
性

報
告

書
を

作

成
す

る
主

体
、
利

用
者

及
び

保
証

付

与
者

に
対

し
て

持
続

可
能

性
報

告

書
の

保
証

に
関

す
る

実
際

的
な

手

引
き

を
示

す
こ

と
。

 

持
続

可
能

性
報

告
書

を
作

成
す

る
主

体
、

利
用

者
及

び
保

証
付

与
者

を
対

象
と

す

る
。

 

1
章

 
独

立
し

た
保

証
を

受
け

る
た

め
の

企
業

の
立

場
 

受
審

者
が

行
う

べ
き

こ
と

 
2
章

 
保

証
業

務
の

必
要

条
件

 
証

拠
や

基
準

の
必

要
性

 
3
章

 
ア

プ
ロ

ー
チ

と
手

続
き

 
保

証
業

務
の

実
施

の
手

続
き

等
 

4
章

 
結

果
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
 

報
告

の
方

法
等

 
5
章

 
保

証
付

与
者

の
能

力
 

保
証

付
与

者
の

適
正

等
に

つ
い

て
記

載
 

5． Ac
co

un
t-A

bi
lit

y 

Th
e 

AA
10

00
 

As
su

ra
nc

e 
St

an
da

rd
 

AA
10

00
シ

リ

ー
ズ

は
社

会
会

計
、
監

査
、
報
告

プ
ロ

セ
ス

な
ど

を
扱

っ
て

い
る

規
格

 
20

03
年

に
持

続

可
能

性
報

告
の

保
証

基
準

を
公

開
 

企
業

等
が

出
す

、
社

会
、
環

境
、
経

済
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

に
関

す
る

報

告
書

の
信

頼
性

と
品

質
を

保
証

す

る
た

め
の

世
界

発
の

保
証

基
準

を

示
す

も
の

。
 

社
会

、
環

境
、

経
済

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
企

業
の

報
告

書
へ

の
保

証
付
与

者
 

1
章

 
保

証
格

差
を

埋
め

る
 

2
章

 
基

準
の

要
約

 
3
章

 
ア

カ
ウ

ン
タ

ビ
リ

テ
ィ

・
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

 
4
章

 
AA

10
00

の
原

則
３

原
則

：
重

要
性

、
網

羅
性

、
対

応
性

 
5
章

 
証

拠
 

報
告

書
中

の
情

報
の

裏
付

け
る

情
報

の
評

価
 

6
章

 
保

証
声

明
報

告
組

織
の

報
告

書
お

よ
び

そ
の

た
め

の
シ

ス

テ
ム

、
プ

ロ
セ

ス
、

能
力

の
保

証
に

つ
い

て
の

保
証

声
明

 
7
章

 
保

証
付

与
者

基
準

保
証

付
与

者
の

独
立

性
、
公
平

性
等

に
つ

い
て

 
付

属
書

Ａ
 

用
語

集
 

付
属

書
Ｂ

 
AA

10
00

シ
リ

ー
ズ
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④
 

諸
外
国
に
お
け
る
取
組

の
進
展

 

  
欧
米
諸
国
で
の
取
組

 

欧
米
諸
国
で
は
、
会
社
法
等
に
よ
る
経
済
面
・
環
境
面
・
社
会
面
に
関
す
る
取
組
の

報
告
書
へ
の
記
載
な
ど
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

 
 

項
目

 
デ
ン
マ
ー
ク

 
オ
ラ
ン
ダ

 
ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
フ
ラ
ン
ス

 
イ

ギ
リ
ス

 
EU

 
ア
メ
リ
カ

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
１
．
法
律
等

 
・

環
境

計
算

書
法

（
19

95
）

 
・
環
境
管
理
法

 
（

19
97

）
 

・
会
計
法

 
（

19
99

）
 

・
会
計
法

 
（

19
99

）
 

・
新
経
済
規
制
法

 
（

20
01

）
 

・
会
社

法
改
正
案

 
（

20
02

）
 

・
EU

規
則

＊
 

（
20

01
）
＊
＊

 
・
企
業
改
革
法

 
（

20
02

）
 

・
企
業
法

 
（

19
98

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
環
境
報
告
書

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報
告

書
へ

追
加
開
示

 
・

環
境

報
告

書
（
環

境
声
明
書
）

 
・
年
次
報
告
書

 
・

毎
年

発
行
す

る
取

締
役
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
任
意

 
・
任
意

 
・
義
務

 
・
義
務

 
３
．
記
載
項
目

 
・
環
境
報
告
書
の
内

容
等

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

自
由

 

・
事

業
所

の
概

要
、

環
境

影
響

、
事

業

所
が

環
境

保
全

の

た
め

に
実

施
し

た

対
策

及
び

導
入

設

備
、

関
連

す
る

環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン

ス
デ
ー
タ
 

等
 

・
環

境
に

著
し

い
影

響
を

与
え

う
る

活
動

、
製

品
に

関

す
る

情
報

、
種

別

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

、
製

品
内

の

有
害

物
質

の
種

類
と

量
、

等
 

・
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
状

況
、
環

境
保

全
対

策
の

内
容

、
法

規
制

遵

守
や

許
可

証
に

関
す

る
情

報
 

等
 

・
天

然
資

源
や

再
生

可
能

な
エ

ネ
ル

ギ

ー
の

使
用

状
況

、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

組

織
体

制
、

環
境

影

響
削

減
の

方
針

と

投
資
 

等
 

 
・

環
境

側
面

、
及
び

環
境

側
面

に
関

す

る
影
響

 
・

環
境

パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス

 
・

環
境

認
証

人
の
氏

名
、
認
証
日
 

等
 ・

事
業
内
容
等

 
・

環
境

規
制
の

遵
守

状
況
等

 

４
．
対
象

 
・
環
境
保
護
法
で
許

認
可

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
事

業
所

 

・
環

境
負

荷
の

大
き

さ
に

よ
る

特
定

の

事
業
所

 

・
会

社
法

の
対

象
と

な
る

す
べ

て
の

会

社
 

・
環

境
法

に
よ

り
報

告
や

操
業

許
可

を

義
務

づ
け

ら
れ

て

い
る

す
べ

て
の

会

社
 

・
全
上
場
企
業

 
・

会
社

法
改

正
案
に

よ
る

特
定

の
パ

ブ

リ
ッ

ク
・

カ
ン

パ

ニ
ー

お
よ

び
プ

ラ

イ
ベ

ー
ト

・
カ

ン

パ
ニ

ー
 

・
任

意
参
加

で
あ
り

制
限
は
な
い

 
・

株
式

を
公

開
す
る

全
て
の
事
業
者

 
・
上
場
企
業

 

・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 ・
約

3,
00

0
事
業
所

 ・
約

25
0
事
業

所
 
・

31
7,

19
3
事
業
者

 ・
約

10
,0

00
事
業
者

 ・
約

90
0
事
業

者
 

 
 

・
約

1
万
５
千
社

 
・

15
76

企
業

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金

属
工

業
、
セ

メ

ン
ト
業
、
化
学

工

業
、
製
紙

業
、
食

品
業
、
電
力
、
廃

棄
物
処
理
業
等

 

・
金

属
工

業
、

化
学

工
業

、
製

紙
業

、

廃
棄
物
処
理
業
等

  
・

19
98

:8
99

の
付
録

に
列

挙
さ

れ
た

内

容
が

業
務

に
含

ま

れ
る
業
種

 

 
・

業
種

に
よ

る
制
限

は
無
い

 
 

 
 

 ＊
 

EU
 環

境
管
理
監
査
制
度
（

EM
AS

）
へ
の
事
業
者
の
自
発
的
参
加
を
認
め
る
欧
州
閣
僚
理
事
会
及
び
欧
州
委
員
会
の
規
則
（

20
01

年
）

 
＊
＊
 
各
国
で
の
法
的
位
置
づ
け

 
・
イ
ギ
リ
ス
：

20
02

年
の
勧
告
を
受
け
、
英
国
政
府
は
事
業
者
に
向
け
て

IS
O

 1
40

01
並
び
に

EM
AS

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

 
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
参
加

EM
AS

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
具
体
的
な
政
策
は
な
い
。

・
ド
イ
ツ
：

EM
AS

に
登
録
し
た

SM
E
へ
の
投
資
の
斡
旋
：
環
境
に
関
す
る
外
部
監
査
の
緩
和
な
ど
の
政
策
を
施
行
し
て
い
る
。
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欧
州
諸
国
で
の
取
組

 

デ
ン
マ
ー
ク

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
環
境
計
算
書
法
（

19
95

）
 

（
20

01
年
及
び

20
02

年
に
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
）

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
行
政
機
関
に
提
出
後
、
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

 
３
．
記
載
項
目

 
・
事
業
者
は
法
律
の
定
め
る
記
載
事
項
の
開
示
さ
え
行
え
ば
、
環
境
報
告
書
の
内
容
等
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
自
由

 
４
．
対
象

 
・
環
境
保
護
法
で
許
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
事
業
所

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

3,
00

0
事
業
所

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金
属
工
業
、
セ
メ
ン
ト
業
、
化
学
工
業
、
製
紙
業
、
食
品
業
、
電
力
、
廃
棄
物
処
理
業
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
環
境
報
告
書
に
対
す
る
監
査
は
任
意
で
あ
る
。
従
っ
て
、
環
境
報
告
書
に
対
す
る
内
部
監
査
も
し
く
は
外
部
監
査
が
行
な
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て

G
re

en
 a

cc
ou

nt
に

記
述
す
る
か
ど
う
か
も
任
意
で
あ
る
。
記
述
す
る
場
合
、
監
査
人
名
、
役
職
、
会
社
名
を
明
ら
か
に
し
、
監
査
リ
ポ
ー
ト
の
フ
ル
コ
ピ
ー
を
添
付
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
な
お
、
上
記
の
監
査
と
は
別
に
、

20
02

年
の
改
定
に
よ
り
、
地

方
当
局
が
各
社

の
G

re
en

 A
cc

ou
nt

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
旨
を

G
re

en
 A

cc
ou

nt
に
記
入
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
監
査
で
は
な
く
、
行
政
が
も
っ
て
い
る
情
報
と
、
該
当
事
業
者

の
G

re
en

 A
cc

ou
nt

の
内
容
に
矛
盾
が
な
い
か
を
検
査
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意

 
 オ
ラ
ン
ダ

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
環
境
管
理
法
（

19
97

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
一
般
公
表
用
及
び
行
政
機
関
提
出
用
の

2
種
類
の
環
境
報
告
書
を
作
成
し
、
行
政
機
関
へ
の

提
出
及
び
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
（
義
務
付
け
は

20
01

年
7
月

1
日
よ
り
） 

３
．
記
載
項
目

 
・
事
業
所
の
概
要
、
事
業
所
に
起
因
す
る
環
境
影
響
（
関
連
す
る
定
量
的
デ
ー
タ
の
概
要
を
含

む
）
、
事
業
所
が
環
境
保
全
の
た
め
に
実
施
し
た
技
術
的
、
組
織
的
、
経
営
上
の

対
策
及
び
導
入
設
備
、
左
記
に
関
連
す
る
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
デ
ー
タ
（
実
績
値
と
目
標

値
の
両
方
を
記
載
）

 
４
．
対
象

 
・
環
境
負
荷
の
大
き
さ
に
よ
る
特
定
の
事
業
所

 
（
具
体
的
に
は
、
二
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
、
硫
黄
酸
化
物
、
廃
棄
物
、
排
水
量
等
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
全
体
の
総
排
出
量
の

0.
1％

以
上
を
排
出
す
る
事
業

者
）

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

25
0
事
業

所
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金
属
工
業
、
化
学
工
業
、
製
紙
業
、
廃
棄
物
処
理
業
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
環
境
報
告
書
の
発
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
組
織
の
中
に
は
、
規
模
の
大
き
な
下
水
処
理
場
、
電
力
会
社
、
空
港
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
民
営
化
さ
れ
て
い
る
が
、

国
が
株
を
保
有
し
て
い
た
り
、
整
備
に
税
金
が
投
入
さ
れ
る
な
ど
、
公
的
側
面
が
強
い

 
５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
監
査
制
度
は
未
だ
試
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
施
行
日
は
未
定
で
あ
る
。
従
っ
て
現
段
階
で
は
、
審
査
制
度
は
任
意
で
あ
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意
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ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
項
 

目
 

内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
計
法
（

19
99

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
年
次
報
告
書
の
中
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
報
告
で
の
環
境
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け

 
（
年
次
報
告
書
は
政
府
機
関
に
提
出
さ
れ
、
一
般
市
民
も
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
般
市
民
向
け
の
環
境
報
告
書
を
作
成
す
る
法
的
義
務
は
な
い
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・

運
営

：
環

境
に

著
し

い
影

響
を

与
え

う
る

活
動

、
原

材
料

、
製

品
に

関
す

る
情

報
、

環
境

保
全

計
画

、
対

策
の

内
容

、
企

業
が

設
定

し
た

目
標

等
 

・
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

デ
ー

タ
：

種
別

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

排
出

汚
染

物
質

、
騒

音
、

粉
塵

、
振

動
等

の
量

的
情

報
種

別
廃

棄
物

排
出

量
、

廃
棄

の
仕

方
、

河
川

・
海

へ

の
沈

殿
な

ど
事

故
の

危
険

性
運

輸
に

伴
う

環
境

負
荷

、
 

・
製

品
関

連
：

製
品

内
の

有
害

物
質

の
種

類
と

量
製

品
の

使
用

後
段

階
で

の
廃

棄
物

の
種

類
と

量
製

品
の

使
用

段
階

に
お

け
る

環
境

負
荷

 
４
．
対
象

 
・
会
社
法
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
会
社

 
（
小
企
業
を
含
め
、
除
外
さ
れ
る
企
業
は
無
い
）

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・

31
7,

19
3
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
な
し

 
（
財
務
上
の
監
査
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
）

 
・
義
務
／
任
意

 
－

 
 ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
計
法
（

19
99

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・

年
次

報
告

書
で

の
環

境
情

報
の

開
示

を
義

務
付

け
 

（
年
次
報
告
書
は
政
府
機
関
に
提
出
さ
れ
、
一
般
市
民
も
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

状
況

、
環

境
保

全
対

策
の

内
容

、
環

境
影

響
が

企
業

の
財

務
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

や
将

来
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

直
接

・
間

接
的

に
影

響
を

与
え

る
か

ど
う

か
、

及
び

法
規

制
遵

守
や

許
可

証
に

関
す

る
情

報
等

 
４
．
対
象

 
・
環
境
法
に
よ
り
報
告
や
操
業
許
可
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
会
社

 
環
境
に
被
害
を
与
え
る
恐
れ
の
あ
る
業
務
や
、
排
水
や
固
体
の
廃
棄
物
を
排
出
す
る
業
務
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
業
務
を
行
う
会
社

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

10
,0

00
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・

19
98

:8
99

の
付
録
に
列
挙
さ
れ
た
内
容
が
業
務
に
含
ま
れ
る
業
種

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
環
境
に
関
す
る
情
報
は
年
次
報
告
書
に
含
め
、
管
理
当
局
に
報
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
  

－
 1

28
 －
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フ
ラ
ン
ス

 
項
 
目

 
内

 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
新
経
済
規
制
法
（

20
01

）
 

（
会
社
法
改
正
の
一
環
と
し
て
成
立
）

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
（
違
反
に
対
す
る
罰
則
規
定
は
な
い
）（

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
、
環
境
報
告
書
を
作
成
す
る
か
否
か
は
企
業
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・
著
し
い
環
境
側
面
の
特
定
、
天
然
資
源
や
再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
状
況
、
大
気
・

水
質
土
壌
汚
染
状
況
、
廃
棄
物
発
生
状
況
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
組

織
体
制
や
緊
急
事
態
を
含
め
た
従
業
員
教
育
状
況
、
環
境
影
響
削
減
の
方
針
と
投
資
等

 
４
．
対
象

 
・
全
上
場
企
業

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

90
0
事
業

者
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
特
定
の
規
定
は
な
い
が
、
上
場
企
業
の
中
に
公
的
セ
ク
タ
ー
に
当
て
は
ま
る
特
殊
会
社
フ
ラ
ン
ス
テ
レ
コ
ム
や
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 

５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
会
計
監
査
役
は
年
間
報
告
書
に
記
載
の
年
次
決
算
お
よ
び
全
て
の
情
報
を
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
情
報
も
監
査
対
象
と
な
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
 イ
ギ
リ
ス

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
社
法
改
正
案
（

20
02

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意
（
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
目
的
に
沿
っ
て
取
締
役
が
判
断
を
行
う
）

 
３
．
記
載
項
目

 
 

４
．
対
象

 
・
会
社
法
改
正
案
に
よ
る
特
定
の
会
社

 
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
の
提
出
が
法
令
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
の
は
、

 
１
．
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー

 
(1

)売
上
高
が

£5
0M

を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
5M

を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
が

50
0
人
を
超
え
る

 
２
．
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー

 
(1

)売
上
高
が

£5
00

M
を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
50

M
を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
数
が

50
00

人
を
超
え
る

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
業
種
に
よ
る
制
限
は
無
い

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
カ
ン

パ
ニ
ー
に
は
、
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
の
提
出
が
法
令
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る

 
(1

)
売
上
高
が

£5
0M

を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
5M

を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
が

50
0
人
を
超
え
る

 
５
．
審
査
制
度

 
・
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
は
監
査
の
対
象
で
あ
り
、
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
監
査
対
象
外
と
す
る
よ
う
な
規
定
は
な
い

 
・
対
象
と
な
る
組
織
に
お
い
て
、
監
査
は
毎
年
実
施
さ
れ
る

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務
（
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
は
義
務
。
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
目
的
に
沿
っ
て

取
締
役
が
判
断
を
行
う
）

 
  

－
 1

29
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欧
州

連
合
で
の
取
組

 

EU
 

項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・

EU
 環

境
管
理
監
査
制
度
（

EM
AS

）
へ
の
事
業
者
の
自
発
的
参
加
を
認
め
る
欧
州
閣
僚
理
事
会
及
び
欧
州
委
員
会
の
規
則
（

20
01

年
）

 
◎
各
国
で
の
法
的
位
置
づ
け

 
－
イ
ギ
リ
ス
：

20
02

年
の
勧
告
を
受
け
、
英
国
政
府
は
事
業
者
に
向
け
て

IS
O

 1
40

01
並
び
に

EM
AS

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

 
－
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
参
加

EM
AS

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
具
体
的
な
政
策

は
な
い
。

－
ド
イ
ツ
：

EM
AS

に
登
録
し
た

SM
E
へ
の
投
資
の
斡
旋
：
環
境
に
関
す
る
外
部
監
査
の
緩
和
な
ど
の
政
策
を
施
行
し
て
い
る
。

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書
（
環
境
声
明
書
）

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意

 
３
．
記
載
項
目

 
・
活
動
、
製
品
、
サ
ー
ビ
ス

 
・
環
境
政
策
、
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム

 
・
深
刻
な
環
境
打
撃
を
招
く
直
接
的
、
間
接
的
な
環
境
側
面
、
及
び
環
境
側
面
に
関
す
る
影
響

 
・
重
大
な
環
境
側
面
や
環
境
へ
の
影
響
に
関
連
す
る
環
境
目
的
、
環
境
目
標
・
深
刻
な
環
境
影

響
を
考
慮
し
た
環
境
目
的
や
環
境
目
標
に
対
す
る
組
織
活
動
に
関
す
る
デ
ー
タ

 
・
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
他
の
事
項

 
・
環
境
認
証
人
の
氏
名
、
認
証
番
号
、
認
証
日

 
４
．
対
象

 
・
任
意
参
加
で
あ
り
制
限
は
な
い

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
 

５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
監
査
制
度

 
・
環
境
保
証
人
に
よ
り
、
環
境
声
明
の
信
頼
性
、
正
確
性
が
調
査
さ
れ
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務
（
制
度
へ
の
参
加
自
体
は
任
意
）

 
  

－
 1

30
 －
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欧
州
諸

国
以
外
で
の
取
組

 

ア
メ
リ
カ

 
項
 

目
 

内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
企
業
改
革
法
（

20
02

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
年
次
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・

SE
C
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
に
対
し
て
、
株
式
を
公
開
す
る
全
て
の
事
業
者
を
対
象
に

、
年
次
報
告
書
に
お
い
て
事
業
業
績
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
環

境
問
題
等
へ
の
対
応
を
含
む
事
項
を
記
述
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
則
の
制
定
を
義
務
付
け

 
・
こ
れ
を
受
け
て
、

SE
C
で
は
、
財
務
報
告
書
に
記
載
す
る
環
境
情
報
に
つ
い
て
の
要
求
事
項

を
定
め
て
い
る

 
３
．
記
載
項
目

 
・
企
業
改
革
法
は
事
業
内
容
の
公
開
を
義
務
付
け
て
い
る

(1
01

条
)。

ま
た
年
次
報
告
書
提
出
に
関
す
る
代
表
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

(3
02

条
)。

し
か
し
、
環

境
計
算
に
つ
い
て
は
特
別
に
言
及
し
て
い
な
い
。
財
務
会
計
基
準
審
議
会
の

St
at

em
en

t o
f F

in
an

ci
al

 A
cc

ou
nt

in
g 

St
an

da
rd

s 
N

o.
5 

当
該
偶
発
事
象
の
会
計
処
理
法
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
の

St
ae

m
en

t o
f P

os
iti

on
 9

6-
1 

は
環
境
負
債
の
公
開
に
関
し
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

 
４
．
対
象

 
・
株
式
を
公
開
す
る
全
て
の
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

1
万
５
千
社

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
企
業
法
（

19
98

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
毎
年
発
行
す
る
取
締
役
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
３
．
記
載
項
目

 
・
環
境
規
制
の
遵
守
状
況
。
環
境
規
制
に
反
す
る
活
動
を
行
な
っ
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
年
次
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
．
対
象

 
・
上
場
企
業

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・

15
76

企
業

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
は
な
い
。
公
的
セ
ク
タ
ー
は

Pu
bl

ic
 S

ec
to

r M
an

ag
em

en
t A

ct
19

95
,P

ub
lic

 F
in

an
ce

 a
nd

 A
ud

it 
Ac

t 1
98

7
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用
。
会
計
監
査
役
は
年
間
報
告
書
に
記
載
の
年
次
決
算
お
よ
び
全
て
の
情
報
を
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 

  
－

 1
31

 －
 



 
－

 1
32

 －
 

  
一

般
に
、
環
境

報
告

を
行
う
理

由
と
し
て
あ
げ

ら
れ

る
の
が

、
�
ア

カ
ウ

ン
タ

ビ
リ
テ

ィ
（

説
明
責

任
）
と

�
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

で
あ
る
。
企
業

が
自
主
的
に
行

う
環
境
報
告

で
あ
っ
て
も
、
情
報

が
受

け
手

に
と
っ
て
有
意
義

で
な
け
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
も

果
た
せ
ず
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
成
立

し
な
い
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体

か
ら
環
境
報
告
書

の
記
載
内
容
等

に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
行

さ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

発
表

、
ダ
ウ
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（

D
JS

I）
、
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ー
フ
ォ
ー
グ
ッ
ド
（

TF
SE

4 
G

oo
d）

 の
出

現
な

ど
に
よ
り
、
環
境
報
告

か
ら
持
続
可
能
性
報
告
書

へ
の
移
行

も
見

ら
れ
始

め
て
い
る
。

 
 

各
種
環
境
報
告

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 
（
民
間

レ
ベ
ル
）

 

C
C

C
:カ

ナ
ダ

商
業
会
議
所

 

C
ER

ES
：
環
境
に
責
任
を
持
つ
経
済
の
た
め
の
連
合

 

PE
R

I：
公
共
環
境
報
告
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

 

IIS
D
：
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
国
際
研
究
所

 

W
IC

E：
世
界
産
業
環
境
委
員
会

 

（
現
 
世
界
経
済
人
会
議
：

W
BC

SD
）

 

U
N

-IS
AR

：
国
連
－
会
計
・
報
告
の
国
際
基
準
に
関
す
る
専
門
家

に
よ
る
政
府
間
作
業
グ
ル
ー
プ

 

U
N

EP
：
国
連
環
境
計
画

 

EM
AS

：
環
境
管
理
・
監
査
要
綱
規
則

 

環
境
報
告
書

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
項
目

の
整
理

 

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

 
 内
容

 

CCC 

CERES 

PERI 

IISD 

WICE 

UN-ISAR 

UNEP 

EMAS 

GRI 

上
級
経
営
者

(最
高
経
営
責
任
者
な
ど

)に
よ
る
序
文

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

○
 

業
務
内
容
と
環
境
リ
ス
ク
の
記
述

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 ○

 
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
記
述

 
 

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 
○

 ○
 

全
社
的
な
方
針
・
目
的
・
目
標
の
声
明

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 ○
 

環
境
リ
ス
ク
に
注
意
を
喚
起
す
る
率
先
的
活
動
と
結
果
分
析

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 
○

 ○
 

・
資
源

(天
然
資
源
お
よ
び
人
工
資
源

) 
○

 
○

 
 

 
 

 
○

 
○

 ○
 

・
生
息
圏
の
改
変

 
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 
・
汚
染
（
排
出
、
放
出
）

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 
○

 ○
 

・
廃
棄
物

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 
○

 ○
 

・
エ
ネ
ル
ギ
ー

 
○

 
○

 
 

 
 

 
○

 
○

 ○
 

・
リ
ス
ク
（
有
害
・
危
険
生
産
物
、
報
告
可
能
な
事
故
）

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 
○

 ○
 

・
操
業
施
設
（
土
地
、
地
下
水
）

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
・
製
品
イ
ン
パ
ク
ト
（
包
装
、
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
性
）

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 
○

 
○

 
財
務
デ
ー
タ

 
○

 
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
○

 
法
的
遵
守

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

監
査
と
報
告
書

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

○
 
○

 
○

 
安
全
と
健
康

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係

 
 

 
○

 
 

○
 

 
○

 
 

○
 

環
境

パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス

報
告

（
カ

ナ
ダ

勅
許

会
計

士
協

会
）

に
加

筆
(2

00
0)

 

環
境
報
告
書

に
関

す
る
国
際
的

な
取
組

の
進
展
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G

R
I（

グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
）

 
W

BC
SD

（
持

続
可

能
な

発
展

の
た

め
の

 世
界

経
済

人
会

議
：

W
or

ld
 B

us
in

es
s 

C
ou

nc
il 

fo
r S

us
ta

in
ab

le
 D

ev
el

op
m

en
t）

 
19

97
年

に
米

国
の

非
営

利
組

織
C

ER
ES

（
C

oa
lit

io
n 

En
vi

ro
nm

en
ta

lly
 

R
es

po
ns

ib
le

 E
co

no
m

ie
s）

と
国
連
環

境
計
画

(U
N

EP
)が

合
同
事
業
と
し
て
、
持

続
可

能
性

の
報

告
書

の
質

、
厳

密
さ

、
利

便
性

の
向

上
を

目
的

に
発

足
し

た
組

織
で

あ
る

。
そ

の
活

動
と

、
作

成
さ

れ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
内

容
は

以
下

の
よ

う
に

な
っ

て
い
る
。

 
 

• 
19

97
年
 

G
R

I設
立

 

• 
19

99
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
－
公
開
草
案
」
公
表

 

• 
20

00
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
発
行

 

• 
20

02
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
改
訂

 
G

R
Iガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容

 
 

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
組
織
の
経
済
・
環
境
・
社
会
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
報

告
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

 
 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
使
い
方

 
 

報
告
原
則
 
（
厳
密
な
報
告
を
促
進
す
る
た
め
の
原
則
と
取
組
み
）

 
 

報
告
書
の
内
容
（
具
体
的
な
報
告
内
容
）

 
• 

ビ
ジ
ョ
ン
と
戦
略

 
• 

報
告
組
織
の
概
要

 
• 

統
治
構
造
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

 
• 

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
対
照
表

 
• 

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
統
合
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
社
会
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
• 

用
語
集
と
付
属
文
書

 

19
92

年
に
リ
オ
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
を
受
け
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
面
で
の
対
応
を
強
化
す
る

た
め
に
、
先
進
的
な
企
業
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。

 
 メ
ン
バ
ー
は
、
世
界

30
カ
国
、

20
業
種
に
わ
た
る

16
0
企
業
。

 
      W

BC
SD

「
St

rik
in

g 
th

e 
Ba

la
nc

e」
の
主
な
内
容

 
 ・
持
続
可
能
性
報
告
の
標
準
化
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
持
続
可
能
性
報
告
書
の

現
状
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
ま
た
持
続
可
能
性
報
告
書
の
作
成
を
検
討
中
の
企
業

が
掲
載
内
容
に

つ
い
て
ア
イ
デ
ア
を
ま
と
め
た
り
、
公
開
す
べ
き
情
報
を
検
討
す
る

た
め
の
実
践
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
な
る
よ
う
、
基
礎
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
示

し
て
い
る
。

 
 ・
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
、
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ
る
主
な

5
段
階
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 
①
 
レ
ポ
ー
ト
の
目
的
を
明
確
化
す
る

 
②
 
レ
ポ
ー
ト
を
計
画
す
る

 
③
 
レ
ポ
ー
ト
を
構
成
す
る

 
④
 
レ
ポ
ー
ト
を
配
布
す
る

 
⑤
 
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
集
め
て
分
析
す
る

 

持
続
可
能
性
報
告

に
つ
い
て
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5.
環

境
ラ
ベ
ル
に
よ
る
製
品

情
報
提
供
の
進
展

 

タ
イ
プ
Ⅰ

（
第
三
者

機
関

認
定

型
）

○
環
境

ラ
ベ
ル
は

、
製
品

及
び
サ
ー
ビ
ス
の
環

境
負

荷
に
関
す
る
情
報

を
開
示

す
る
た
め

の
ツ
ー
ル

○
消
費

者
→

グ
リ
ー
ン
購
入

の
重

要
な
判
断

基
準

と
な
る
も
の

○
事

業
者

→
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の

手
段

、
社

会
的

責
任

の
履

行
手

段

環
境
ラ
ベ
ル
の
意
義

○
環

境
ラ
ベ
ル

を
表

示
し
た
製

品
の

イ
メ
ー
ジ
向

上
や

環
境

ラ
ベ
ル

の
付

与
に
よ
る
製

品
に
関

す
る
事
業

者
の

社
会
的

責
任

の
履

行
の

促
進

と
消

費
者

の
環

境
配

慮
の

促
進

市
場
原
理
を
通
じ
て
環
境
配
慮
行
動
を
促
進

○
第
三

者
機

関
が

定
め
ら
れ
た
要
求

基
準

を
満
た

し
て
い
る
製

品
を
認

定
す
る
タ
イ
プ
の

環
境

ラ
ベ
ル

概
要

○
我
が

国
で
は

エ
コ
マ
ー
ク
が

該
当

→
平
成

1
6年

12
月

末
現
在

で
は

　
　
対

象
商

品
類

型
数
：
5
9

　
　
認

定
承

認
数
：
5
,6
73

普
及
状

況

タ
イ
プ
Ⅱ

（
自
己
宣

言
型

）

○
製

品
の

供
給

者
が

独
自

に
設

定
し
た
基

準
を
満

た
し
て
い
る
製

品
を
事

業
者

等
が

自
ら
宣

言
す
る
タ

イ
プ
の

環
境

ラ
ベ
ル

概
要

○
現

在
、
企

業
が

行
っ
て
い
る
環

境
ラ
ベ
ル

は
こ
の

タ
イ
プ
Ⅱ

が
大

部
分

→
エ
コ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
「
エ
コ
シ
ン
ボ
ル

」な
ど

普
及

状
況

タ
イ
プ
Ⅲ

（
定
量
的

環
境

情
報

表
示

型
）

○
Ｌ
Ｃ
Ａ
を
基

礎
に
製

品
の

環
境

情
報

を
定

量
的

に
表
示
す
る
タ
イ
プ
の
環

境
ラ
ベ
ル

概
要

○
我
が

国
で
は

エ
コ
リ
ー
フ
が
該

当
→
平
成

1
6年

3月
現
在

で
は

　
　
実

施
企

業
数
：
2
4
社

　
　
対

象
製

品
：
12
9
製
品

普
及
状

況
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（
1）

タ
イ

プ
別
環
境
ラ
ベ
ル

の
概
要

 
 

市
場
の
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る

に
は
、
消
費
者
が
積
極
的
に
グ
リ
ー
ン
購
入
を
進
め
る
と
と
も
に
、
事
業
者
が
グ
リ
ー
ン
な
商
品
を
開

発
・
販
売
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
 

環
境
ラ
ベ
ル
は
、
事
業
者
が
消

費
者
に
対
し
環
境
負
荷
の
少
な
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
際
に
、
製
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
環
境

負
荷
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
消
費
者
に
と
っ
て
は
グ
リ
ー
ン
購
入
の
重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
。
事
業
者

に
と
っ
て
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
場
原
理
に
よ
っ
て
環
境
改
善
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
。

 
IS

O
で
は
以
下
の

3
タ
イ
プ
の
環
境
ラ
ベ
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
・
タ
イ
プ
Ⅰ
：
第
三
者
認
証
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
エ
コ
マ
ー
ク
等
）

 
・
タ
イ
プ
Ⅱ
：
事
業
者
の
自
己
宣
言
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
グ
リ
ー
ン
マ
ー
ク
等
）

 
・
タ
イ
プ
Ⅲ
：
製
品
の
環
境
負
荷
の
定
量
的
デ
ー
タ
を
表
示
す
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
エ
コ
リ
ー
フ
等
）

 
我
が
国
で
も
、
こ
れ
ら
の
規
格
に
沿
っ
て
様
々
な
制
度
が
運
用
さ
れ
て
い
る
。

 
  

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
種
類

 
概
要

 
タ
イ
プ
Ⅰ
（
第
三
者
認
証
）

 
第

三
者

が
一

定
の

基
準

に
基

づ
い

て
環

境
保

全
に
資

す
る

製
品

を
認

定
す

る
タ

イ
プ

の
環

境
ラ

ベ
ル

を
タ

イ
プ

Ⅰ
と

い
う

。
我

が
国

の
エ

コ
マ

ー
ク

や
ド

イ
ツ
の

ブ
ル

ー
エ

ン
ジ

ェ
ル

が
こ

の
タ

イ
プ

に
該

当
す

る
。

 
タ

イ
プ

Iの
規

格
で

あ
る

IS
O

 1
40

24
で

は
、

基
本

的
な

運
用

の
原

則
や

手
続

き
の

み
が

定
め

ら
れ

、
ラ

ベ
ル

の
対

象
と

す
る

製
品

の
決

定
や

ラ
ベ

ル
授

受
の
判

断
基

準
の

決
定

方
法

等
は

、
国

ご
と

に
決

定
さ

れ
る

。
 

タ
イ
プ
Ⅱ
（
自
己
宣
言
）

 
企

業
が

自
己

の
製

品
や

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

環
境
改

善
を

、
自

己
主

張
し

て
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
手

段
と

す
る

も
の

を
タ

イ
プ

Ⅱ
と

い
い

、
製

品
そ

の
も

の
に

表
示

す
る

以
外

に
広

告
や

宣
伝

に
使

用
さ

れ
る

も
の

で

あ
る

。
 

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
の

手
段

と
し

て
の

性
格

の
強

い
環

境
ラ

ベ
ル

で
あ

る
。

 
IS

O
 1

40
21

で
は

、
タ

イ
プ

Ⅱ
の

環
境

ラ
ベ

ル
に

お
い

て
主

張
で

き
る

項
目

を
定

め
て

い
る

。
 

タ
イ
プ
Ⅲ
（
定
量
的
環
境
情

報
表
示
）

 
LC

A（
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

ア
セ

ス
メ

ン
ト

）
を

基
礎

に
製

品
の

環
境

情
報

を
、
定

量
的

に
表

示
す

る
ラ

ベ

ル
を

い
う

。
 

IS
O

で
は

IS
O

/T
R

 1
40

25
と

し
て

発
行

し
て

い
る

。
我

が
国

で
は

、（
社

）
産

業
環

境
管

理
協

会
が
「

エ

コ
リ

ー
フ

環
境

ラ
ベ

ル
」

と
し

て
、

運
用

し
て

い
る

。
 

タ
イ
プ
別
 
環
境
ラ
ベ
ル
の
概
要
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デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

 
製

品
ご

と
の

環
境

負
荷

に
関

す
る

情
報

を
第

3
者

が
一

覧
表

に
と

り
ま

と
め

、
提

供
す

る
も

の
。

 
・
掲

載
希

望
の

あ
っ

た
製

品
で

、
G

PN
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

沿
っ

た
製

品
で

あ
る

と
事

業
者

が
判

断
し

た
も

の
を

掲
載

す
る

も

の
（

グ
リ

ー
ン

購
入

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
G

PN
）

の
環

境
デ

ー
タ

ブ
ッ

ク
）

 
・

一
定

基
準

に
合

致
す

る
も

の
の

み
を

掲
載

す
る

も
の
（

率
先

実
行

計
画

に
基

づ
く

推
奨

製
品

リ
ス

ト
）

 
・

特
定

の
環

境
負

荷
の

み
に

着
目

し
た

も
の

（
省

エ
ネ
性

能
比

較
カ

タ
ロ

グ
、

低
公

害
車

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

）
 

な
ど

様
々

な
も

の
が

あ
る

。
 

デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
第

3
者

が
定

め
た

共
通

の
デ

ー
タ

シ
ー

ト
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
に

各
製

造
事

業
者

等
が

必
要

な
環

境
情

報
を

記
入

し
、

当
該

第
3
者

が

そ
れ

を
と

り
ま

と
め

て
提

供
を

行
う

も
の

。
グ

リ
ー

ン
購

入
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

実
施

中
の

も
の

な
ど

が
あ

る
。

 

 

IS
O

の
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
環
境
物
品
情
報
（
例
）
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－
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 －
 

（
2）

代
表

的
な
環
境
ラ
ベ
ル

の
状
況

 
 

タ
イ
プ
Ⅰ
：
第
三
者
認
証
に
よ
る

ラ
ベ
ル

 
世

界
的

に
様

々
な

環
境

ラ
ベ

ル
制

度
が

あ
る

が
、

日
本

の
エ

コ
マ

ー
ク

（
（

財
）

日
本

環
境

協
会

）
認

定
製

品
は

、
1,

90
2

社
の

59
類
型
、

5,
67

3
品
目
を
認
定
し
て
い
る
（

20
03

年
12

月
31

日
現
在
）
。

 
タ
イ
プ
Ⅱ
：
自
己
宣
言
ラ
ベ
ル
（
公
表
さ
れ
て
い
る
ラ
ベ
ル
の
特
徴
）

 
①
環
境
情
報
の
表
示
方
法
：
ラ
ベ
ル
の
み
を
表
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
ラ
ベ
ル
と
環
境
負
荷
情
報
を
表
示
し
て
い
る

も
の
や
環
境
負
荷
情
報
の
み
を
表
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

 
②

IS
O

へ
の
準
拠
状

況
 
：

IS
O

規
格
へ
の
準
拠
、
一
部
準
拠
し
て
い
る
ラ
ベ
ル
が
多
い
が
、
準
拠
し
て
い
な
い
ラ
ベ
ル
も

あ
る
。

 
タ
イ
プ
Ⅲ
：
定
量
的
環
境
情
報
表
示
ラ
ベ
ル

 
（
社
）
産
業
環
境
管

理
協
会
の
エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、
製
品
分
類
別
基

準
に
沿
っ
て
企
業
が
環
境
レ
ベ
ル
を
作
成
し
、

外
部
専
門
家
が
検
証
す
る
制
度
で
あ
る
。

 
  

 

タ
イ
プ
Ⅰ
 
エ
コ
マ
ー
ク

 

（
財

）
日

本
環

境
協

会
の

H
P 

エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類
型
数
と
認
定
商
品
数
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－
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・
環
境
ラ
ベ
ル
に
関
す
る
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
加

盟
の

、
世

界
の

主
要

な
環

境
ラ

ベ
ル

制
度

。
 

・
い
ず
れ
も
、

IS
O

の
タ
イ
プ

I環
境
ラ
ベ
ル
（
第
三
者
認
証
）
に
分
類
さ
れ
る
。

 
・
我
が
国
は
（
財
）
日
本
環
境
協
会
（
エ
コ
マ
ー
ク
）
が
加
盟
し
て
い
る
。

 
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
カ
ナ
ダ

 
"環

境
チ
ョ

イ
ス

 
プ
ロ
グ
ラ

ム
" 

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和

国
 

チ
ェ
コ
共
和
国

 
EU

ほ
か

 
ド
イ
ツ

 
"ブ

ル
ー
･
エ
ン
ジ
ェ
ル

" 

 
 

 
 

 
 

香
港

 
イ
ン
ド

 
大
韓
民
国

 
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
北
欧

 
"ノ

ル
デ
ィ
ッ
ク
･ス

ワ
ン

" 
台
湾

 

 
 

 
 

 
 

ス
ペ
イ
ン

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
タ
イ

 
米
国

 
"グ

リ
ー
ン
･シ

ー
ル

" 
日
本

 
"エ

コ
マ
ー
ク

" 

 
 

 
 

 
 

 
 タ
イ
プ
Ⅰ
 
世
界
の
主
要
な
環
境
ラ
ベ
ル
制
度

 

出
典
：
環
境
省
の

H
P 
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－
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 －
 

  
 

制
度
の
概
要

 
情

報
提

供

手
法

 
IS

O
14

02
1

へ
の
準
拠

 

マ
ー
ク
等

 
制
度
名

 
着
目
す
る
環
境
影
響

 
マ ー ク 等 表 示 

環 境 負 荷 デ ー タ 

表 示 ／ 提 供 

準 拠 
部 分 的 な 準 拠 

準 拠 し て い な い 

 

ウ
チ
ダ
環
境
マ
ー
ク

 
製
品
の
環
境
保
全

 

○
 

 
 

○
 

 

 

エ
コ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 
繊
維
製
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
よ
る
資
源
の
有
効
活
用

 

○
 

 
 

 
○

 

 

「
エ
コ
シ
ン
ボ
ル
」

 
低
消
費
電
力
化
、
Ｃ
Ｏ

2
排
出
量
把
握
、
省
資
源
化

及
び
リ
サ
イ
ク
ル
容
易
化
、
化
学
物
質

の
使
用
抑
制
、
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
等
製
品
の
様
々
な
環
境
配
慮
項
目
に
着
目

 
○

 
○

 
○

 
 

 

 

グ
リ

ー
ン

ウ
エ

ー
ブ

商
品

マ

ー
ク

 
「
省
資
源
化
」「

再
生
材
料
の
使
用
」「

再
資
源
化
」「

再
使
用

化
」「

長
寿

命
化
」「

安
全

性
・

環
境
保
全
」
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
」
等

 
尚
、「

安
全
性
・
環
境
保
全
」
に
著
し
く
外
れ
る
場
合
は
、
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
ー
ブ
製
品
に
認
定

し
ま
せ
ん
。

 

○
 

 
 

○
 

 

 

キ
ン

グ
ジ

ム
環

境
マ

ー
ク

（
例
）

 
・
再
生
材
使
用
状
況

 
・
長
寿
命
性

 
・
廃
棄
方
法

 
・
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
 
等

 

○
 

 
 

○
 

 

 

シ
ャ
ー
プ
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ル

 
・
省
エ
ネ
・
省
資
源
・
安
全
性
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
再

生
材
料
・
長
期
使
用
・
解
体
性

 

○
 

○
 

○
 

 
 

 

Ｓ
Ｉ

Ｉ
グ

リ
ー

ン
商

品
ラ

ベ

ル
 

商
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で
の
様
々
な

環
境
影
響
に
着
目
し
、
各
項
目
に
５
段

階
評
価
基
準

を
設
定
し
て
点
数
評
価
す
る
。

 
○

 
 

○
 

 
 

タ
イ
プ
Ⅱ
 
自
己
宣
言
環
境
ラ
ベ
ル
の
例
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－
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制
度
の
概
要

 
情

報
提

供

手
法

 
IS

O
14

02
1

へ
の
準
拠

 

マ
ー
ク
等

 
制
度
名

 
着
目
す
る
環
境
影
響

 
マ ー ク 等 表 示 

環 境 負 荷 デ ー タ 

表 示 ／ 提 供 

準 拠 

部 分 的 な 準 拠 

準 拠 し て い な い 

 

ト
ッ

パ
ン

環
境

配
慮

型
製

品

ラ
ベ
ル

 
生
産
と
流
通
、
使
用
、
使
用
後
の
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
 

○
 

 

 

○
 

 

 

ニ
ッ
ケ
エ
コ
ロ
ジ
ア
企
画

 
再
生
Ｐ
Ｅ
Ｔ
樹
脂
の
利
用
に
よ
る
資
源
の
再
利
用
と
ゴ
ミ
の
削
減
に
着
目

 
○

 
 

 
 

○
 

 

環
境
情
報
表
示
制
度

 
減
量
化
、
長
寿
命
化
、
再
資
源
化
、
分

解
性
、
処
理
容
易
性
、
環
境
保
全
性
、

省
エ
ネ
ル
ギ

－
性
、
情
報
提
供

 
○

 
○

 
○

 
 

 

 

環
境
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

 
省
資
源
化
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
、
長
寿

命
化
、
再
資
源
化
、
化
学
物
質
使
用
削

減
、
情
報
開

示
等
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
の
環
境
影
響
を
配
慮
。

 
○

 
 

○
 

 
 

 
製

品
環

境
情

報
 

"M
ET

-P
ro

fil
e"

 
製
品
の
全
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で

M
,E

,T
(M

:M
at

er
ia

l (
資
源
の
有
効
利
用

)E
: E

ne
rg

y 
(エ

ネ

ル
ギ
ー
の
効
率
利
用

T:
To

xi
ci

ty
 (環

境
リ
ス
ク
物
質
の
排
出
回
避

)の
視
点
か
ら
環
境
影
響
を

着
目

 
 

○
 

○
 

 
 

  
 補
足
：

IS
O

 1
40

21
が
定
め
る
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
環
境
ラ
ベ
ル
に
お
い
て
主
張
で
き
る
項
目

 
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

ス
テ

ー
ジ

 
生

産
と

物
流

 
製

品
の

使
用

 
製

品
の

処
分

 

環
境

主
張

 
①

リ
サ

イ
ク

ル
材

含
有

率
 

⑤
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

⑧
再

使
用

可
能

及
び

詰
替

え
可

能
 

 
②

省
資

源
 

⑥
節

水
 

⑨
リ

サ
イ

ク
ル

可
能

 

 
③

回
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

⑦
長

寿
命

化
製

品
 

⑩
解

体
容

易
設

計
 

 
④

廃
棄

物
削

減
 

 
⑪

分
解

可
能

 

 
 

 
⑫

コ
ン

ポ
ス

ト
化

可
能

 

出
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（
社
）
産
業
環
境
管
理
協
会
の
エ
コ

リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、

20
04

年
3
月

18
日
現
在
、

24
社
の

12
9
製
品
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

 
 エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、
製
品
分
類
別
基
準
に
沿
っ
て
、
次
の
内
容
で
作
成
さ
れ
る
。

 
デ
ー
タ
名
称

 
情
報
の
種
類

 
情
報
内
容

 
製
品
環
境
情
報

 
・
製
品
等
の
定
量
的
環
境
側

面
を
集
約
し
た
情
報

 
・
製
品
購
買
者
あ
る
い
は
一
般
消
費
者
の
理
解
の
便

を
図
る
た
め
、
統
一
性
及
び
視
覚
性
に
配
慮
し
つ

つ
、
簡
潔
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
製
品
環
境
情
報
開
示
シ
ー
ト

 
・
製
品
環
境
情
報
の
根
拠
を

示
す
詳
細
デ
ー
タ

 
・
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
分
析
結
果
、
影
響
評
価
結
果
及
び

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
約
さ
れ
て
い
る

 

製
品
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
・
製
品
環
境
情
報
開
示
シ
ー

ト
の

裏
付

け
と

な
る

基

礎
的

デ
ー

タ
を

集
約

し

た
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 

・
エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
作
成
者
が
把
握
可
能
な

範
囲
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
原
材
料
及
び
環
境

物
質

の
出

入
り

に
つ

い
て

実
測

値
を

基
本

に
製

品
1
単
位
あ
た
り
で
記
載
し
た
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
 タ

イ
プ
Ⅲ
 
製
品
の
定
量
的
な
環
境
情
報
表
示
ラ
ベ
ル

 

出
典
：
（
社
）
産
業
環
境
管
理
協
会

 
エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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－
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（
3）

環
境

ラ
ベ
ル
を
巡
る
国

際
的
な
議
論
の
動
向

 
 

世
界
各
国
で
独
自
に
運
営
さ
れ

て
い
る
ラ
ベ
リ
ン
グ
制
度
に
対
し
て
、
基
準
や
手
続
の
共
通
化
や
相
互
認
証
、
情
報
交
換
な
ど
を
目
的

と
し
て
、
ラ
ベ
ル
運
用
機
関
に
よ

る
国
際
的
組
織
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

 
・

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
（
タ

イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
）

 
・

G
ED

ne
t“

G
lo

ba
l T

yp
e 

III
 E

nv
iro

nm
en

ta
l P

ro
du

ct
s 

D
ec

la
ra

tio
n 

N
et

w
or

k”
（
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境

ラ
ベ
ル
）

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
相
互
認
証
は
、

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
に

よ
り
、

取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

 
環
境
ラ
ベ
ル
は
、

W
TO

に
お

い
て
国
際
貿
易
上
、
差
別
に
つ
な
が
ら
な
い
限
り
重
要
な
環
境
的
政
策
手
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
い

る
が
、
環
境
ラ
ベ
ル
の
貿
易
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

W
TO

の
貿
易
と
環
境
委
員
会
（

C
TE

）
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、

W
TO

の
原

則
、

TB
T
協
定
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
継
続
的
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 
Ｉ
Ｓ
Ｏ
で
は
以
下
の

3
タ
イ
プ
の
環
境
ラ
ベ
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
種
類

 
概
要

 
タ
イ
プ
Ⅰ
（
第
三
者
認
証
）

 
第
三
者
認
証
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

タ
イ
プ
Ⅱ
（
自
己
宣
言
）

 
事
業
者
の
自
己
宣
言
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

タ
イ
プ
Ⅲ
（
定
量
的
環
境
情
報
表
示
）

 
製
品
の
環
境
負
荷
の
定
量
的
デ
ー
タ
を
表
示
す
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

 S
C
３
（
ラ
ベ
ル
）

 
 

20
02

／
11

に
タ
イ
プ
Ⅲ
ラ
ベ
ル
の
規
格
化

(IS
O

 1
40

25
)が

決
定

 
LC

A
手
法
を
活
用
し
て
、
製
品
の
環
境
負
荷
を
評
価
し
、

そ
の
定
量
的
な
情
報
を
表
示
す
る
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。

 
タ

イ
プ

Ⅲ
環

境
宣

言
の

目
的

、
製

品
分

類
基

準
、

そ
の

評
価

方
法

や
信

頼
性

確
保

の
た

め
の

要
求

事
項

、
検

証
実

施
者

の
透
明
性
確
保
の
ス
キ
ー
ム
な
ど
が
含
ま
れ
る
規
格
で
あ
る

 
 

20
03

／
6
に

TR
 1

40
25

の
W

D
1
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の

審
議
が
バ
リ
総
会
で
行
わ
れ
た
。

 
• 認

証
の
有
無
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
決
定

 
• タ

イ
プ
Ⅲ
の
読
み
手
は
主
に
購
入
者
（
ビ
ジ
ネ
ス
、
一
般
消
費
者
を
問
わ
ず
）

 
• 企

業
単
独
の
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境
宣
言
も
包
含
す
る
方
向
で
検
討

 
• L

C
A
を
基
本
と
し
た
環
境
宣
言
に
関
す
る
最
上
位
規
格
と

位
置
づ
け

 
 

20
06

／
12

に
IS

O
化
を
予
定

 

タ
イ
プ
別
 
環
境
ラ
ベ
ル
の
概
要
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－
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G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
は
、
環

境
ラ
ベ
ル
の
相
互
認
証
促
進
、
タ
イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
間
の
情
報
交
換
、
制
度

間
の
調
和
・
協
力
を
を
行
う
た
め
に
、

19
94

年
に
結
成
さ
れ
た
。

 
 
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
組
織

 
国

 
参
加
組
織

 
 

国
 

参
加
組
織

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
Au

st
ra

lia
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
環
境
ラ
ベ
リ
ン
グ
協
会

 
Th

e 
Au

st
ra

lia
n 

En
vi

ro
nm

en
ta

l L
ab

el
lin

g 
As

so
ci

at
io

n 
In

c 
(A

EL
A)

 
 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

 
Lu

xe
m

bo
ur

g 
環
境
省
 
エ
コ
ラ
ベ
ル
委
員
会

 
Ec

ol
ab

el
 C

om
m

is
si

on
, M

in
is

try
 o

f E
nv

iro
nm

en
t 

ブ
ラ
ジ
ル

 
Br

az
il 

ブ
ラ
ジ
ル
技
術
企
画
協
会
（

AB
N

T）
 

As
so

ci
ac

ao
 B

ra
si

le
ira

 d
e 

N
or

m
as

 T
ec

ni
ca

s 
(A

BN
T)

 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
N

ew
 Z

ea
la

nd
 

環
境
認
証
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
En

vi
ro

nm
en

ta
l C

ho
ic

e 
N

ew
 Z

ea
la

nd
 

カ
ナ
ダ

 
C

an
ad

a 
テ
ラ
チ
ョ
イ
ス
、
環
境
省

 
Te

rra
 C

ho
ic

e 
En

vi
ro

nm
en

ta
l S

er
vi

ce
 In

c,
 E

nv
iro

nm
en

t C
an

ad
a 

 
ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
N

or
w

ay
 

北
欧
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
委
員
会
（

N
M

N
）

 
N

or
w

eg
ia

n 
Fo

un
da

tio
n 

fo
r E

nv
iro

nm
en

ta
l L

ab
el

lin
g 

ク
ロ
ア
チ
ア

 
C

ro
at

ia
 

ク
ロ
ア
チ
ア
環
境
理
事
会

 
M

in
is

try
 o

f E
nv

iro
nm

en
ta

l P
ro

te
ct

io
n 

an
d 

Ph
ys

ic
al

 P
la

nn
in

g 
 

フ
ィ
リ
ピ
ン

 
Ph

ilip
pi

ne
s 

ク
リ
ー
ン
ア
ン
ド
グ
リ
ー
ン
財
団

 
C

le
an

 &
 G

re
en

 F
ou

nd
at

io
n,

 In
c.

 
チ
ェ
コ

 
C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

 
生
活
環
境
省

 
M

in
is

try
 o

f t
he

 E
nv

iro
nm

en
t 

 
台
湾

 
R

.O
.C

.(T
ai

w
an

) 
環
境
開
発
財
団
（

ED
F）

 
En

vi
ro

nm
en

t a
nd

 D
ev

el
op

m
en

t F
ou

nd
at

io
n 

(E
D

F)
 

デ
ン
マ
ー
ク

 
D

en
m

ar
k 

エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
 
デ
ン
マ
ー
ク

 
Ec

ol
ab

el
lin

g 
D

en
m

ar
k 

 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

 
Si

ng
ap

or
e 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
環
境
委
員
会

 
Si

ng
ap

or
e 

En
vi

ro
nm

en
t C

ou
nc

il 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

共
同

体
 

EU
 

欧
州
委
員
会
 
環
境
総
局
 

D
3 

Eu
ro

pe
an

 C
om

m
is

si
on

,D
G

 E
N

VI
R

O
N

M
EN

T 
D

3 
 

ス
ペ
イ
ン

 
Sp

ai
n 

ス
ペ
イ
ン
標
準
化
認
証
協
会
（

AE
N

O
R
）

 
As

oc
ia

ci
on

 E
sp

an
ol

a 
de

 N
or

m
al

iz
ac

io
n 

y 
C

er
tif

ic
ac

io
n 

(A
EN

O
R

) 
ド
イ
ツ

 
G

er
m

an
y 

ド
イ
ツ
連
邦
環
境
公
団

 
Fe

de
ra

l E
nv

iro
nm

en
ta

l A
ge

nc
y 

(F
EA

) 
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (S
IS

) 
SI

S 
エ
コ
ラ
ベ
ル

 
SI

S 
Ec

ol
ab

el
lin

g 
AB

 
ギ
リ
シ
ャ

 
G

re
ec

e 
環
境
省

 
M

in
is

try
 o

f t
he

 E
nv

iro
nm

en
t P

hy
si

ca
l P

la
nn

in
g 

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (S
SN

C
) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
自
然
保
護
協
会
（

SS
N

C
）

 
Sw

ed
is

h 
So

ci
et

y 
fo

r N
at

ur
e 

C
on

se
rv

at
io

n 
(S

SN
C

) 
香
港

 
H

on
g 

Ko
ng

 
香
港
環
境
促
進
会
、
香
港
環
境
保
護
連
盟

 
G

re
en

 C
ou

nc
il 

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (T
C

O
) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
職
業
別
雇
用
組
合

 
TC

O
 D

ev
el

op
m

en
t 

イ
ン
ド

 
In

di
a 

イ
ン
ド
標
準
化
機
構

 
C

en
tra

l P
ol

lu
tio

n 
C

on
tro

l B
oa

rd
 (C

PC
B)

 
 

タ
イ

 
Th

ai
la

nd
 

タ
イ
環
境
研
究
所
（

TE
I）

 
Th

ai
la

nd
 E

nv
iro

nm
en

t I
ns

tit
ut

e 
(T

EI
) 

日
本

 
Ja

pa
n 

(財
)日

本
環
境
協
会
（

JE
A）

 
Ja

pa
n 

En
vi

ro
nm

en
t A

ss
oc

ia
tio

n 
(J

EA
) 

 
イ
ギ
リ
ス

 
U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
 

環
境
・
食
糧
・
農
村
地
域
省

 
D

ep
ar

tm
en

t f
or

 E
nv

iro
nm

en
t, 

Fo
od

 a
nd

 R
ur

al
 A

ffa
irs

(D
EF

R
A)

 
韓
国

 
Ko

re
a 

韓
国
環
境
ラ
ベ
ル
協
会

 
Ko

re
a 

En
vi

ro
nm

en
ta

l L
ab

el
lin

g 
As

so
ci

at
io

n 
(K

EL
A)

 
 

ア
メ
リ
カ

 
U

.S
.A

. 
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ル

 
G

re
en

 S
ea

l 

出
典
：
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

H
P
を
も
と
に
作
成

 

G
ED

ne
t“

G
lo

ba
l T

yp
e 

III
 E

nv
iro

nm
en

ta
l P

ro
du

ct
s 

D
ec

la
ra

tio
n 

N
et

w
or

k”
は
、
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境
ラ
ベ
ル
の
国
際
規
格
化
を

促
進
し
、
タ
イ

プ
Ⅲ
型
ラ
ベ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
中
な
い
し
検
討
中
の
機
関
の
間
で
積
極
的
な
情
報
交
換
を
行
い
、
将
来
の
国
際

相
互
認
証
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
、

19
99

年
に
結
成
さ
れ
た
。

 
参
加
国
：
日
本
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
韓
国

 
出
典
：
製
品
の
定
量
的
な
環
境
デ
ー
タ
が
わ
か
る
エ
コ
リ
ー
フ

 環
境
ラ
ベ
ル

 2
00

2
年
度
の
あ
ゆ
み
 
社
団
法
人
産
業
環
境
管
理
協
会

 エ
コ
リ
ー
フ
事
務
局

  

G
ED

ne
t 

G
EN
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名
称

 
特
徴

 
G

EN
で
の
例

 
審

査
、

試
験

や
証

明
方

法
に

関
す

る

相
互
認
証

 

A
国

の
申

請
者

が
、

B
国

の
環

境
ラ

ベ
ル

認
証

機
関

の
ラ

ベ
ル

認
証

を
希

望
す

る

場
合

、
B

国
の

環
境

ラ
ベ

ル
認

証
機

関
か

ら
の

要
請

及
び

指
示

に
従

い
、

A
国

の

環
境

ラ
ベ

ル
認

証
機

関
は

、
B

国
の

環
境

ラ
ベ

ル
認

証
機

関
の

技
術

上
の

代
理

人

と
し

て
、

現
地

監
査

、
ま

た
は

そ
の

他
確

認
審

査
及

び
試

験
を

行
う

。
 

カ
ナ

ダ
「

環
境

チ
ョ

イ
ス

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

 
米

国
「

グ
リ

ー
ン

・
シ

ー
ル

」
 

台
湾

「
グ

リ
ー

ン
・

マ
ー

ク
」

 
の

間
で

実
施

。
 

共
通

認
証

基
準

化

に
基

づ
く

相
互

認

証
 

共
通

の
商

品
類

型
に

お
い

て
、
認

証
の

た
め

の
基

準
の

い
く

つ
か

の
要

求
事

項
が

、

実
質

同
一

で
あ

る
場

合
、

一
方

の
機

関
が

行
う

そ
れ

ら
に

関
係

す
る

現
地

監
査

お

よ
び

確
認

審
査

の
結

果
は

、
他

方
の

機
関

で
の

確
認

審
査

の
一

部
と

し
て

、
受

け

入
れ

ら
れ

る
。

 

日
本

「
エ

コ
マ

ー
ク

」
 

北
欧

「
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ス

ワ
ン

」
 

の
間

で
複

写
機

に
つ

い
て

実
施

。
 

な
お

、
現

在
、

 
日

本
「

エ
コ

マ
ー

ク
」

 
韓

国
「

環
境

ラ
ベ

ル
」

 
タ

イ
「

グ
リ

ー
ン

ラ
ベ

ル
」

 
台

湾
「

グ
リ

ー
ン

・
マ

ー
ク

」
 

の
間

で
、

ト
ナ

ー
カ

ー
ト

リ
ッ

ジ
、

塗
料

に
つ

い
て

相
互

認
証

合
意

書
を

策
定

中
。

 
完
全
相
互
認
証

 
2

機
関

が
全

く
同

じ
認

定
基

準
で

審
査

す
る

。
審

査
方

法
も

統
一

さ
れ

、
申

請
者

は
ど

ち
ら

か
一

方
の

機
関

で
認

証
を

受
け

れ
ば

他
方

に
つ

い
て

も
無

審
査

で
ロ

ゴ

を
商

品
に

付
与

で
き

る
。

 

カ
ナ

ダ
「

環
境

チ
ョ

イ
ス

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

 
台

湾
「

グ
リ

ー
ン

・
マ

ー
ク

」
 

の
間

で
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
キ

ー
ボ

ー
ド

、
マ

ウ
ス

、
木

製
お

も
ち

ゃ
、

テ
レ

ビ
に

つ
い

て
実

施
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
典
：
環
境
省
 
平
成

13
年
度
環
境
ラ
ベ
ル
に
係
る
国
際
的
整
合
等
調
査
事
業
委
託
業
務
報
告
書
 

に
加
筆

 
 

相
互
認
証

 
 
各
国
の
タ
イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
の
実
施
機
関
は
、

G
EN

（
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k）
に
参
加
し

、
相
互
認
証
を

促
進
し
て
い
る

 

相
互
認
証
の
種
類
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6.
中

小
企
業
の
取
組
の
進
展

 
 ○

代
表
的
な
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
規
格

で
あ
る
ＩＳ

Ｏ
１
４
０
０
１
は
中

小
企

業
に
と
っ
て
は
、
人
材

面
、
費
用

面
か
ら
負
担

が
大

き
い
た
め

、
環
境
省

に
お
い
て
は

、
中
小
企

業
向

け
の

簡
易

な
環

境
活

動
評

価
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策

定
し
、
普

及
促

進
。

○
今

日
の

環
境

問
題

の
解

決
の

た
め
に
は

、
中

小
企

業
も
含

め
た
あ
ら
ゆ
る
事

業
者

の
自

主
的

な
環

境
へ

の
取

組
の

促
進

が
必

要
。

○
事

業
者

の
自

主
的

な
環

境
へ

の
取

組
を
促

進
す
る
基

盤
が

ＩＳ
Ｏ
１
４
０
０
１
な
ど
の

環
境

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

し
か
し

○
環

境
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
の

国
際
規

格

○
第

三
者
に

よ
る
認

証
制
度

○
認

証
取
得

の
た
め

に
は
、

十
分
な

人
材
と

費
用

が
必
要

○
環

境
パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス
の

向
上
、

取
組
状

況
の

開
示
の

た
め
に

は
別

の
仕
組

み
が
必

要

簡
易

な
環

境
活

動
評

価
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定

○
簡

易
な
環

境
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

○
簡

易
な
環

境
パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス
評

価
手
法

○
簡

易
な
環

境
報
告

書

○
中

小
企
業

等
に
と

っ
て
大

き
な
負

担
と
な

ら
な

い
事
務

作
業
と

費
用

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１

ＩＳ
Ｏ
１
４
０
０
１

○
パ

イ
ロ
ッ

ト
事
業

へ
の
参

加
→
2
2
0
社

○
こ

の
ほ
か

、
地
方

公
共
団

体
や
民

間
企
業

で
の

活
用
に

よ
り
さ

ら
に
多

く
の
企

業
で
取

り
組
ま

れ
て
い

る
。

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
の

普
及
状

況

○
環

境
省
に

お
い
て

は
、
更

な
る
普

及
促
進

の
た

め
の
認

証
制
度

を
検
討

中
○
環

境
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム
、

環
境
パ

フ
ォ

ー
マ
ン

ス
評
価

、
環
境

報
告
書

機
能
の

充
実

○
現

在
、
２

３
０
社

の
参
加

に
よ
る

パ
イ
ロ

ッ
ト

事
業
を

実
施
中

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
の

見
直
し
（
検
討

中
）

○
地

方
公
共

団
体
の

動
向

→
中

小
企
業

に
お
け

る
環
境

へ
の
取

組
を
促

進
す

る
た
め

の
独
自

の
制
度

の
創
設

（
創

設
に
あ

た
っ
て

は
、
エ

コ
ア
ク

シ
ョ
ン

２
１

を
有
効

活
用
）

○
民

間
企
業

の
動
向

→
大

手
企
業

を
中
心

に
取
引

先
に
環

境
配
慮

を
求

め
る
事

例
が
増

加
（
独

自
に
簡

易
な
環

境
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

を
策
定

、
エ
コ

ア
ク
シ

ョ
ン

２
１

の
推
奨

等
)

地
方

公
共
団

体
、
民
間
団

体
等
で
の
取
り
組
み

複
数

の
手

続
き
を
要

求
さ
れ

る
中

小
企

業
の

負
担

と
な
ら
な
い
よ
う
、
エ
コ

ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
と
地

方
公

共
団

体
、
民
間

団
体

等
の

独
自

の
取

組
と
の

連
携

を
予

定

中
小

企
業
の

取
組
促

進
の
必

要
性
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（
1）

我
が

国
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
取
組

 
 

事
業
者
の
自
主
的
な
環
境
へ
の

取
組
を
推
進
す
る
基
盤
の
ひ
と
つ
が
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
代
表
的
な
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
規
格
で
あ
る

IS
O

 1
40

01
は
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
人
材
面
、
費
用
面
か
ら
負
担
が
大
き
い
た
め
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、

中
小
企
業
向
け
の
簡
易
な
環
境
活
動
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
そ
の
普
及
を
進
め
て
き
た
。

 
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
・
各
種
事
業
者
団
体
等
に
お
い
て
は
、
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
又
は

IS
O

 1
40

01
を
ベ
ー
ス
に
し
た
、
事
業
者
の

簡
易
な
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
組
、
あ
る
い
は
、
環
境
へ
の
取
組
等
を
認
証
す
る
諸
制
度
を
整
備
す
る
な
ど
中
小
事
業
者

向
け
の
仕
組
み
が
運
用
さ
れ
て
き
た
。

 
 

  
 

   
 

          

 ・
み
ち
の
く
環
境
管
理
規
格
（
み
ち
の
く

EM
S）

 
 

 
 

仙
台
市
、
宮
城
県

 
・
Ｋ
Ｅ
Ｓ
（
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
（

20
01

）
 

京
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
２
１
フ
ォ
ー
ラ
ム

 
・
神
戸
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（

KE
M

S）
（

20
04

）
 

 
こ
う
べ
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

 
・
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
長
野

 
 

 
 

 
 

（
社
）
長
野
県
環
境
保
全
協
会

 
・
岐
阜
県
環
境
配
慮
事
業
所
（
Ｅ
工
場
）
登
録
制
度

 
 

 
岐
阜
県

 
・
南
信
州
い
い
む
す

21
（

20
01

）
 

 
 

 
 

地
域
ぐ
る
み
環
境

IS
O
研
究

会
 

・
エ
コ
事
業
所
認
証
制
度

 
 

 
 

 
 

名
古
屋
市

 
・
エ
コ
お
お
い
た
推
進
事
業
所
登
録
制
度

  
 

 
 

大
分
県

 
・
グ
リ
ー
ン
経
営
推
進
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
 

 
 

 
交
通
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
財
団

 
・

EP
O

C
環
境
宣
言

（
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・

C
LU

B 
 

 
事
務
局
：
（
社
）
中
部
産
業
連
盟

 
・
エ
コ
ス
テ
ー
ジ
（

20
01

）
 

 
 

 
 

 
エ
コ
ス
テ
ー
ジ
研
究
会

 

地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
の
事
例
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－
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 －
 

  
名
称

 
（
開
始
時
期
）

 
運
用
団
体

 
対
象
組
織

 
①
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項

 
②
シ
ス
テ
ム
文
書

 
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
 

要
求
・
評
価

 
審
査
認
証
制
度

 
構
築
費
用

 
（
万
円
）

 
認
証
事
業
所
数

 

ｴ
ｺ
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

21
（

環
境

活
動

評
価

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗﾑ

）（
19

93
）

 
環
境
省

 
事
業
者

 
①

PD
C

A
の
枠
組

 
②
必
要
又
は
最
小
限

 

・
負
荷
量
ﾁ
ｪ
ｯｸ

 
・
活
動
評
価
ﾁ
ｪ
ｯｸ
（
自
己
評
価
）

 
・
環
境
活
動
ﾚ
ﾎ
ﾟｰ
ﾄ
 

認
証
制
度

 
20

～
30

 
22

0
社

 
※

ﾊ
ﾟ
ｲ
ﾛ
ｯ
ﾄ
事

業

参
加
事
業
者

 

み
ち
の
く
環
境
管
理
規
格
（
み
ち
の

く
EM

S）
（

20
01

）
 

宮
城
県
・
仙
台
市

 
事
業
者

 
①
ｼ
ｽ
ﾃﾑ

規
格
（

IS
O

 1
40

01
と
比
べ
簡
易
）

 
②
必
要
最
低
限

 

・
負
荷
量
ﾁ
ｪ
ｯｸ

 
・
活
動
評
価
ﾁ
ｪ
ｯｸ

 
・
環
境
活
動
ﾚ
ﾎ
ﾟｰ
ﾄ
 

認
証
制
度

 
22

～
28

 
0
社

 
（

16
年

3
月
）

 

KE
S（

環
境

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
・

ｽ
ﾀ

ﾝ
ﾀ
ﾞｰ

ﾄﾞ
）（

20
01

）
 

京
の
ｱ
ｼ
ﾞｪ

ﾝﾀ
ﾞ

21
ﾌｫ

ｰ
ﾗ
ﾑ
 

事
業
者

 
①

IS
O

よ
り
平
易
・
簡
便

 
②
必
要

 
な
し

 
認
証
制
度

 
20

～
30

 
31

2
社

 
（

16
年

3
月
）

 
神
戸
環
境
ﾏ
ﾈ
ｼﾞ
ﾒﾝ
ﾄｼ
ｽﾃ
ﾑ
 

（
KE

M
S）

（
20

04
）

 
こ
う
べ
環
境
ﾌ
ｫ
ｰﾗ
ﾑ
 

事
業
者

 
①

IS
O

よ
り
平
易
・
簡
便

 
②
必
要

 
な
し

 
認
証
制
度

 
15

～
30

 
0
社

 
 

ｴ
ｺ
ｱｸ

ｼｮ
ﾝ
長
野

 
（
社
）

長
野

県
環
境

保
全
協
会

 
事
業
者

 
①

PD
C

A
の
枠
組

 
②
必
要
又
は
最
小
限

 

・
負
荷
量
ﾁ
ｪ
ｯｸ

 
・
活
動
評
価
ﾁ
ｪ
ｯｸ
（
自
己
評
価
）

 
・
環
境
活
動
ﾚ
ﾎ
ﾟｰ
ﾄ
 

認
証
制
度

 
20

 
10

 
（

15
年

4
月
）

 

環
境
配
慮
事
業
所
（
Ｅ
工
場

）
登
録

制
度
（

20
02

）
 

岐
阜
県

 
事
業

者
 

な
し

 
必
須
要
件
と
配
慮
要
件

 
登
録
制
度
（
県
）

 
無
料

 
13

1
事
業
所

 
（

15
年
１
月
）

 

南
信
州
い
い
む
す

21
 

（
20

01
）

 

地
域

ぐ
る

み
環

境

IS
O

研
究
会

 
 

飯
田

下
伊

那
地

域

の
小

規
模

・
個

人

事
業

者
 

①
環
境
方
針
・
環
境
目
標
の

設
定

 
取
組
宣
言
書
の
提
出

 
②
な
し

 

・
環
境
負
荷
物
質
の
把
握

 
・
環
境
負
荷
低
減
活
動
の
実
施

 

審
査
登
録
：
研
究
会

 
登
録
：
南
信
州
広
域
 
 
 

 
連
合
（
ｽ
ﾃ
ｯｶ
ｰ
配
布
）

 
無
料

 
7
社

 
（

14
年

8
月
）

 

ｴ
ｺ
事
業
所

認
証
制
度
（

20
02

）
 

名
古
屋
市

 
事
業

者
 

な
し

 
取
組
内
容
を
評
価
（
点
数
化
）

 
認
定
制
度

 
（
市
：
ｽ
ﾃ
ｯｶ
ｰ
配
布
）

 
無
料

 
33

5
事
業
所

 
（

15
年

12
月

 
ｴ
ｺ
お

お
い

た
推

進
事

業
所

登
録

制

度
（

20
00

）
 

大
分
県

 
事
業

者
 

①
取
組
目
標

 
②
な
し

 
取
組
目
標
が

3
項
目
以
上

 
登
録
制
度
（
ｽ
ﾃ
ｯｶ
ｰ
、
ｼﾝ
ﾎﾞ
ﾙ

ﾏ
ｰ
ｸ
配
付
）

 
無
料

 
71

6
事
業
所

 
（

14
年

7
月
）

 

ｸ
ﾞ
ﾘｰ
ﾝ
経
営
推
進
ﾏ
ﾆｭ
ｱﾙ

 
交
通
ｴ
ｺ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｰ
・
ﾓ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｨ
財
団

 
中

小
規

模
運

輸
事

業
者

 
①
簡
単
な
要
素
の
み

 
②
不
要

 
活
動
評
価
ﾁ
ｪ
ｯｸ

 
（
自
己
評
価
）

 
ﾊ
ﾟ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾏ
ﾝ
ｽ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ﾙ
に

よ
る

独

自
審
査

 
15

～
16

 
58

社
12

5
事
業

所
（

16
年

2
月
） 

EP
O

C
環
境
宣
言

 

環
境
パ

ー
ト

ナ
ー
シ

ッ
プ

・
C

LU
B
（

事

務
局
：（

社
）
中
部
産

業
連
盟
）

 

事
業
者

 
な
し

 
・
必
須
要
素

 
・
主
張
要
素

 
登
録
（
自
己
宣
言
）

 
 

52
社

 
（

16
年

3
月
）

 

ｴ
ｺ
ｽﾃ

ｰｼ
ﾞ
（

20
01

）
 

ｴ
ｺ
ｽﾃ

ｰｼ
ﾞ
研
究
会

 
事
業
者

 
①

IS
O

 1
40

01
準
拠

 
②
必
要

 
な
し

 
独
自
組
織
に
よ
る
審
査

 
10

0 

ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

1:
 

38
社

 
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

2:
 

5
社

 
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

3:
 

1
社

 
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

4:
 

1
社

 
（

16
年

3
月
）

 

国
内
に
お
け
る
各
種

EM
S
の
特
徴
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－
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（
2）

エ
コ

ア
ク
シ
ョ
ン

21
に

関
す
る
状
況

 
 ①
 
エ

コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
の

状
況

 

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
は
平
成

8年
に
策
定
以
降
、

3回
の
改
定
を
行
い
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

 
こ
の
間
、

84
4事

業
者
が
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
に
参
加
・
登
録
し
（
平
成

15
年

9月
末
現
在
）
、
大
手
企
業
が
取
引
先
等
に
導
入
を
求

め
る
等
の
活
用
を
す
る
な
ど
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。

 
       

 

 

出
典
：
環
境
省
の

H
P 

５
 
活
動
結
果
の
評
価
・
改
善
策
の
検
討

 

４
 
環
境
行
動
計
画
に
そ
っ
た
行
動
 

３
 
環
境
行
動
計
画
の
作
成
 

選
択
し
た
項
目
に
つ
い
て
、
自
ら
の
事
業

活
動
に
よ
り
生
じ
る
二
酸
化
炭
素
や
廃

棄
物
の
排
出
量
な
ど
の
負
荷
を
把
握
す
る

と
と
も
に
具
体
的
な
取
組
の
実
施
状
況

を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

 

自
己
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
ベ
ー
ス
に
、
こ

れ
か
ら
の
取
組
目
標
や
具
体
的
な
取
組

内
容
を
定
め
ま
す
。

 

行
動
計
画
に
そ
っ
て
実
際
に
行
動
し
、
活

動
状
況
や
結
果
を
定
期
的
に
記
録
し
ま

す
。

 

活
動
結
果
を
計
画
や
目
標
、
前
年
の
結
果

な
ど
と
比
較
し
て
評
価
し
ま
す
。

 
そ
の
評
価
結
果
を
も
と
に
次
年
度
の
改
善
策
を
検
討
し
ま
す
。

 

見 直 し 

自
ら
の
事
業
活
動
と
環
境
と
の
関
わ
り
を

考
慮
し
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
項
目
に

つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
く
か
を
選
択
し
ま

す
。

 

２
 
環
境
へ
の
負
荷
と
取
組
の
自
己
チ
ェ

ッ
ク
 

１
 
評
価
項
目
の
選
択
 

環
境
活
動
評
価

プ
ロ
グ
ラ
ム
 
実
施
フ
ロ
ー
図
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－
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②
 
エ

コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
の

改
定

 

近
年
の
環
境
経
営
の
急
速
な
進
展
、

IS
O

 1
40

01
認
証
取
得
の
広
が
り
等
の
新
た
な
動
き
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
中
小
事
業
者
で

も
比
較
的
容
易
に
取
組
む
こ
と
が
で
き
、
自
主
的
、
積
極
的
に
環
境
へ
の
取
組
を
行
っ
た
場
合
に
、

IS
O

 1
40

01
と
同
様
に
認
証
を
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
全
国
的
な
認
証
制
度
の
仕
組
み
を
望
む
声
が
高
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
来
年
度

よ
り
の
改
定
を
目
指
し
、
現
在
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
（

22
0事

業
所
）
を
実
施
し
て
い
る
。

 

新 た な エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ の 特 徴 （ 検 討 中 ） 

中
小
事
業
者
等
で
も
簡
単
に
取
組
め
る
環
境
経
営

 
（
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

 

必
要
な
環
境
へ
の
取
組
を
規
定

 

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
取
組

 

・
簡
易
な
環
境
経
営
シ
ス
テ
ム
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
規
定

 

・
環

境
負

荷
の

把
握

：
二

酸
化

炭
素

・
廃

棄
物

排
出

量
、

総
排

水
量

 

・
「
環
境
活
動
レ
ポ
ー
ト
」
の
作
成
と
公
表
が
必
須
の
要
素

 

第 三 者 認 証 制 度 

第
2
章

6.
（

2）
 



 
－
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（
3）

地
方

公
共
団
体
に
お
け

る
取
組
状
況

 
 

中
小
事
業
者
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
に
向
け
て
、
様
々
な
支
援
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
    

支
援
策
の
内
容

 
団
体
数

 
実
施
率

 

支
援
策
の
実
施
団
体
数

 
92

 
64

.8
%

 

補
助
金
或
い
は
融
資
制
度
の
設
立

 
74

 
73

.3
%

 

セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催

 
51

 
63

.4
%

 

支 援 策
 

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
認
証
機
関
等
の
紹
介

 
20

 
19

.8
%

 

環
境
報
告
の
促
進
策
に
関
す
る
検
討
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

 

調
査
対
象
：
都
道
府
県
、
人
口

20
万
以
上
の
市

町
村
、
東
京
都

23
区
 

17
4
団
体

 

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
数
：

14
2
団
体
（

81
.6

%
）

 

  

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
支
援
策
の
例

 

出
典
：
環
境
省
 
平
成

13
年
度
環
境
報
告
の
促
進
方
策
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
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制
度
の
内
容

 
地
方
公
共

 
団
体
名

 
制
度
の
名
称

 
制
度
の
開
始
日

 
対

象
事
業
所
の
種
類
・
規
模

 
提
出
の
有
無

 

審
査
・
登
録
（
認
証
）
制
度

 
熊
本
市

 
熊
本
市
事
業
所
グ
リ
ー
ン
宣
言

 
19

99
年

1
月

1
日

 
 

提
出
無
し

 
 

東
京
都

 
事
業
活
動
エ
コ
・
ア
ッ
プ
事
業

 
19

99
年

4
月

1
日

 
全
て
の
事
業
所

 
提
出
有
り

 
 

岡
山
市

 
岡
山
市
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
（
グ
リ
ー
ン
カ
ン
パ

ニ
ー
活
動
）

 
20

01
年

4
月

1
日

 
特

定
し
て
い
な
い

 
提
出
有
り

 

 
荒
川
区

 
あ
ら
か
わ
エ
コ
協
定

 
20

01
年

6
月

8
日

 
事
業
者
全
般

 
提
出
有
り

 
 

京
都
府

 
エ
コ
京
都
２
１
認
証
・
登
録
制
度

 
20

01
年

11
月

21
日

 
事
業
所
全
般

 
提
出
有
り

 
環
境
保
全
協
定
等

 
岡
山
市

 
岡
山
市
環
境
保
全
協
定

 
19

73
年

2
月

1
日

 
排
水
量

1,
00

0ｔ
／
日
、
有
害
ガ
ス

40
,0

00
㎡
／
時
 
必
要
に
応
じ

て
県
工
業
団
地
、
新
産
業
ゾ
ー
ン
立
地
企
業
、
ゴ
ル
フ
場

 
提
出
有
り

 

 
柏
市

 
環
境
保
全
協
定

 
19

97
年

8
月

28
日

 
全

て
の
事
業
所

 
提
出
有
り

 
 

大
津
市

 
環
境
保
全
協
定
「
環
境
保
全
協
定
に
定
め
る
環
境
保
全
活
動

及
び
報
告
書
作
成
に
関
す
る
手
引
き
」

 
19

99
年

6
月

24
日

 
定
め
て
い
な
い

 
提
出
有
り

 

 
千
葉
市

 
地
球
環
境
保
全
協
定

 
19

99
年

10
月

19
日

 
製
造
業
を
除
く
事
業
者

 
提
出
有
り

 
 

岩
手
県

 
県
民
の
健
康
で
快
適
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め
の
環
境
保

全
に
関
す
る
条
例

 
20

02
年

4
月

1
日

 
事
業
場
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
よ
う
と
す
る
事
業
者

 
提
出
無
し

 

環
境
保
全
活
動
へ
の
融
資

等
 

茨
城
県

 
茨
城
県
地
球
環
境
保
全
行
動
条
例
に
基
づ
く
事
業
者
支
援

事
業

 
19

96
年

1
月

1
日

 
省
エ
ネ
（
化
石
燃
料
使
用
量
が
原
油
換
算
１

,5
00

kl
又
は
電
気
使
用

量
60

0
万

kW
h
以
上
）
、
省
資
源
（
産
業
廃
棄
物
排
出
量

1,
00

0t
以

上
等
）、

緑
化
（
敷
地
面
積

6,
00

0
㎡
以
上
）
特
定
事
業
場

 

提
出
無
し

 

EM
S
構
築
支
援

 
徳
島
県

 
徳
島
県
環
境
保
全
施
設
整
備
等
資
金
貸
付
金

 
19

68
年

4
月

1
日

 
県

内
の
中
小
企
業
・
個
人
で
、
工
場
等
を
原
則
１
年
以
上
引
き
続
き

経
営
す
る
事
業
者

 
提
出
有
り

 

 
愛
媛
県

 
環
境
保
全
資
金
融
資
制
度

 
19

70
年

4
月

1
日

 
愛
媛
県
内
に
工
場
又
は
事
業
場
を
有
し
、
１
年
以
上
引
き
続
い
て
現

在
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
中
小
企
業
者
及
び
中
小
企
業
団
体

 
提
出
無
し

 

 
熊
本
県

 
IS

O
取
得
支
援
事
業

 
19

98
年

1
月

1
日

 
県
内
に
本
店
を
有
し
、
製
造
業
を
営
む
中
小
企
業
者
（
資
本
金
３
億

円
以
下
、
従
業
員
数

30
0
人
以
下
）

 
提
出
無
し

 

 
大
阪
市

 
国
際
規
格
認
証
取
得
事
業
補
助
制
度

 
19

98
年

1
月

1
日

 
中
小
企
業
で
、

IS
O

14
00

1
の
認
証
取
得
事
業
を
行
う
事
業
者

 
提
出
無
し

 
 

福
島
県

 
新
事
業
創
造
資
金
（

IS
O

等
認

証
取
得
枠

）
 

19
98

年
4
月

1
日

 
県

内
中
小
企
業
者

 
提
出
無
し

 
 

尼
崎
市

 
国
際
標
準
化
機
構
規
格
認
証
取
得
支
援
制
度

 
19

98
年

5
月

1
日

 
市

内
中
小
企
業
者

 
提
出
有
り

 
 

板
橋
区

 
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
構
築
・
維
持
支
援
事
業

 
19

99
年

4
月

1
日

 
工
場
、
事
業
場
（
種
類
、
規
模
制
限
な
い
）

 
提
出
無
し

 
 

相
模
原
市

 
IS

O
認
証
取
得
促
進
事
業
補
助
金

 
19

99
年

4
月

1
日

 
市
内
中
小
企
業
事
業
者
、
事
業
協
同
組
合
等

 
提
出
無
し

 
 

香
川
県

 
環
境
配
慮
型
事
業
活
動
促
進
事
業

 
20

00
年

1
月

1
日

 
 

提
出
無
し

 
 

福
島
県

 
専
門
家
派
遣
事
業

 
20

00
年

4
月

1
日

 
創
業
者
、
中
小
企
業
者
等

 
提
出
無
し

 
 

春
日
井
市

 
国
際
標
準
化
機
構
認
証
取
得
事
業
助
成

 
20

00
年

4
月

1
日

 
市
内
中
小
企
業
者

 
提
出
有
り

 
 

川
越
市

 
川
越
市
中
小
企
業
認
証
等
取
得
資
金
融
資

 
20

00
年

11
月

1
日

 
中
小
企
業
（
信
用
保
証
協
会
の
保
証
対
象
企
業
）

 
未
記
入

 
 

福
井
県

 
IS

O
14

00
1
認
証
取
得
支
援
補
助

 
20

01
年

4
月

1
日

 
県

内
中
小
企
業
者

 
提
出
有
り

 
 

千
葉
市

 
千
葉
市

IS
O

認
証
取
得
事
業
助
成
制
度

 
20

01
年

4
月

1
日

 
市

内
に
本
社
ま
た
は
主
た
る
事
業
所
等
を
有
し
、
主
と
し
て
製
造
業

ま
た
は
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
者

 
提
出
有
り

 

 
江
東
区

 
環
境
保
全
対
策
資
金
融
資

 
20

01
年

4
月

1
日

 
中
小
企
業

 
提
出
有
り

 
 

茨
城
県

 
環
境
対
応
促
進
融
資

 
 

中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
等

 
提
出
無
し

 

 
出
典
：
環
境
省
 
平
成

13
年
度
環
境
報
告
の
促
進
方
策
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書

 

事
業
者
が
環
境
関
連
の
計
画
等
を
策
定
す
る
こ
と
を
支
援
・
誘
導
す
る
制
度
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